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第
二
十
七
章
譲
渡
担
保
権

　
　
　
第
五
編
　
占
有

　
　
　
附
則

第
一
編
　
総
則
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第
一
章
　
一
般
規
定

　
第
一
条
本
法
を
制
定
す
る
目
的
は
、
自
然
人
、
法
人
そ
の
他
の
組
織
の
物
権
を
保
護
し
、
社
会
経
済
の
秩
序
を
維
持
し
、
社
会
主

義
近
代
化
の
建
設
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
第
二
条
本
法
に
い
う
物
権
と
は
、
自
然
人
、
法
人
そ
の
他
の
組
織
が
直
接
に
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
支
配
す
る
権
利
を
い
う
。
そ

の
中
に
、
所
有
権
、
用
益
物
権
及
び
担
保
物
権
が
含
ま
れ
る
。

　
不
動
産
と
は
土
地
、
建
築
物
な
ど
土
地
附
着
物
を
い
う
。
動
産
と
は
機
器
設
備
な
ど
不
動
産
以
外
の
物
を
い
う
。
法
律
に
よ
り
権
利

が
物
権
の
目
的
物
に
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従
う
。

　
第
三
条
我
が
国
の
社
会
主
義
経
済
制
度
は
生
産
資
料
の
社
会
主
義
的
公
有
制
、
即
ち
全
人
民
所
有
制
と
勤
労
大
衆
の
集
団
所
有
制

を
基
盤
と
す
る
。
個
人
経
済
、
私
有
経
済
な
ど
非
公
有
制
の
経
済
は
社
会
主
義
市
場
経
済
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
。
社
会
主
義
の

一633一
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初
級
段
階
に
お
い
て
、
国
家
は
公
有
制
を
主
体
と
し
、
多
種
多
様
の
所
有
制
経
済
が
共
同
で
発
展
す
る
基
本
的
経
済
制
度
を
堅
持
す

る
。　

第
四
条
　
物
権
の
種
類
は
本
法
ま
た
は
物
権
に
関
す
る
他
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

　
第
五
条
物
権
の
取
得
及
び
そ
の
行
使
は
法
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
物
権
を
取
得

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
社
会
的
公
共
の
利
益
及
び
他
人
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
六
条
権
利
者
の
保
有
す
る
物
権
は
法
の
保
護
を
受
け
る
。
何
人
を
問
わ
ず
そ
の
物
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
七
条
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
を
す
る
場
合
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
不
動
産
の
場
合
に
は
登

記
を
経
、
動
産
の
場
合
に
は
引
渡
し
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
者
は
当
該
不
動
産
の
権
利

者
と
し
、
動
産
の
占
有
者
は
当
該
動
産
の
権
利
者
と
す
る
。
但
し
、
相
反
す
る
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
八
条
特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
物
権
の
支
配
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
債
権
の
目
的
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
物
権
を
優
先
し

て
保
護
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
二
つ
以
上
の
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
先
に
設
定
さ
れ
た
物
権
を
優
先
し
て
保
護
す
る
。
但

し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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し
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を
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第
四
条

第
五
条

物
権
の
種
類
は
本
法
ま
た
は
物
権
に
関
す
る
他
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

物
権
の
取
得
及
び
そ
の
行
使
は
法
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
物
権
を
取
得

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
社
会
的
公
共
の
利
益
及
び
他
人
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

権
利
者
の
保
有
す
る
物
権
は
法
の
保
護
を
受
け
る
。
何
人
を
問
わ
ず
そ
の
物
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
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条

記
を
経
、
動
産
の
場
合
に
は
引
渡
し
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
者
は
当
該
不
動
産
の
権
利

物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
を
す
る
場
合
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
不
動
産
の
場
合
に
は
登

第
八
条

者
と
し
、
動
産
の
占
有
者
は
当
該
動
産
の
権
利
者
と
す
る
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但
し
、
相
反
す
る
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

特
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不
動
産
ま
た
は
動
産
が
物
権
の
支
配
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
債
権
の
目
的
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
物
権
を
優
先
し

て
保
護
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
二
つ
以
上
の
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
先
に
設
定
さ
れ
た
物
権
を
優
先
し
て
保
護
す
る
。
但

し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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社
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的
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適
法
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す
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物
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は
法
の
保
護
を
受
け
る
。
何
人
を
問
わ
ず
そ
の
物
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
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第
七
条

記
を
経
、
動
産
の
場
合
に
は
引
渡
し
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
者
は
当
該
不
動
産
の
権
利

物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
を
す
る
場
合
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
不
動
産
の
場
合
に
は
登

第
八
条

者
と
し
、
動
産
の
占
有
者
は
当
該
動
産
の
権
利
者
と
す
る
。
但
し
、
相
反
す
る
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
物
権
の
支
配
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
債
権
の
目
的
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
物
権
を
優
先
し

て
保
護
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
二
つ
以
上
の
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
先
に
設
定
さ
れ
た
物
権
を
優
先
し
て
保
護
す
る
。
但

し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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第
二
章
　
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅

第
一
節
　
不
動
産
登
記
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第
九
条
　
法
律
に
従
い
、
国
家
所
有
に
属
す
る
と
規
定
さ
れ
た
土
地
、
鉱
産
な
ど
の
自
然
資
源
は
、
法
律
が
施
行
さ
れ
た
日
よ
り
国

家
は
そ
の
物
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
物
権
の
登
記
を
必
要
と
し
な
い
。

　
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
国
家
、
集
団
、
個
人
の
不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
そ
の
消
滅
に
つ
い
て
は

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
物
権
は
効
力
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
第
十
条
　
不
動
産
の
登
記
は
不
動
産
所
在
地
の
県
級
以
上
の
登
記
機
関
が
取
り
扱
う
。
登
記
機
関
の
設
置
及
び
登
記
の
手
続
き
は
法

律
、
行
政
法
規
の
関
連
す
る
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

　
第
十
一
条
　
登
記
機
関
は
下
記
の
職
責
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5　4　3　2　1

申
請
人
よ
り
提
出
し
た
必
要
な
資
料
を
審
査
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
。

関
連
す
る
登
記
事
項
に
つ
い
て
申
請
人
に
尋
問
す
る
こ
と
。

適
時
に
関
連
す
る
事
項
を
如
実
に
登
記
す
る
こ
と
。

適
当
な
登
記
費
用
を
収
取
す
る
こ
と
。

法
律
、
行
政
法
規
が
規
定
し
た
そ
の
他
の
職
責
。
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第
二
章

物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅

第
一
節

不
動
産
登
記

第
九
条

法
律
に
従
い
、
国
家
所
有
に
属
す
る
と
規
定
さ
れ
た
土
地
、
鉱
産
な
ど
の
自
然
資
源
は
、
法
律
が
施
行
さ
れ
た
日
よ
り
国

家
は
そ
の
物
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
物
権
の
登
記
を
必
要
と
し
な
い
。

法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
国
家
、
集
団
、
個
人
の
不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
そ
の
消
滅
に
つ
い
て
は
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登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
の
物
権
は
効
力
が
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
条

不
動
産
の
登
記
は
不
動
産
所
在
地
の
県
級
以
上
の
登
記
機
関
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取
り
扱
う
。
登
記
機
関
の
設
置
及
び
登
記
の
手
続
き
は
法

律
、
行
政
法
規
の
関
連
す
る
規
定
に
従
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も
の
と
す
る
。

第
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登
記
機
関
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記
の
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責
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履
行
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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申
請
人
よ
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提
出
し
た
必
要
な
資
料
を
審
査
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
。

2 

関
連
す
る
登
記
事
項
に
つ
い
て
申
請
人
に
尋
問
す
る
こ
と
。

3 

適
時
に
関
連
す
る
事
項
を
如
実
に
登
記
す
る
こ
と
。
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4 

適
当
な
登
記
費
用
を
収
取
す
る
こ
と
。

5 

法
律
、
行
政
法
規
が
規
定
し
た
そ
の
他
の
職
責
。
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権
の
設
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、
変
動
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譲
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び
消
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第
一
節

不
動
産
登
記

第
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律
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な
ど
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資
源
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、
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よ
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国
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の
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す
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す
る
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登
記
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消
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に
つ
い
て
は
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に
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申
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人
よ
り
提
出
し
た
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な
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審
査
し
、
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確
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る
こ
と
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関
連
す
る
登
記
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4 

適
当
な
登
記
費
用
を
収
取
す
る
こ
と
。

5 

法
律
、
行
政
法
規
が
規
定
し
た
そ
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他
の
職
責
。
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登
記
機
関
が
登
記
を
申
請
し
た
不
動
産
の
現
状
を
査
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
申
請
人
は
そ
れ
に
協
力
す
る
義

務
を
有
す
る
。

　
第
十
二
条
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
権
利
者
及
び
そ
の
物
権
内
容
の
根
拠
と
す
る
。

　
不
動
産
登
記
簿
は
登
記
機
関
が
そ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
三
条
権
利
者
及
び
利
害
関
係
者
は
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
閲
覧
し
、
そ
れ
を
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
十
四
条
　
不
動
産
権
利
証
書
は
権
利
者
が
当
該
物
権
を
有
す
る
証
明
で
あ
る
。
不
動
産
権
利
証
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、
不
動

産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
記
載
の
内
容
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
不
動
産
登
記
簿
に
記
載

さ
れ
た
も
の
を
正
し
い
も
の
と
す
る
。

　
第
十
五
条
　
不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
は
、
不
動
産
登
記
簿
に
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
日
時
よ
り
効
力
を
生
ず

る
も
の
と
す
る
。

　
第
十
六
条
　
権
利
者
及
び
利
害
関
係
者
は
不
動
産
登
記
簿
の
間
違
っ
た
記
載
に
つ
い
て
異
議
の
登
記
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。
登
記
機
関
は
そ
の
異
議
を
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
異
議
が
登
記
さ
れ
た
日
時
よ
り
三
ケ
月
内
に
申
立
て
人
は
登
記
機
関
に
登
記
の
修
正
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
異
議
の

登
記
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

　
第
十
七
条
　
異
議
が
登
記
さ
れ
た
場
合
に
、
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
権
利
者
は
異
議
登
記
の
期
問
に
当
該
不
動
産
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
不
適
切
な
異
議
登
記
に
よ
り
、
権
利
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
権
利
者
は
異
議
登
記
の
申
し
立
て
人
に
対
し
損
害
の
補
償

一636一
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務
を
有
す
る
。

登
記
機
関
が
登
記
を
申
請
し
た
不
動
産
の
現
状
を
査
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
申
請
人
は
そ
れ
に
協
力
す
る
義

49 C山梨学院大学〕

第
十
二
条

不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
権
利
者
及
び
そ
の
物
権
内
容
の
根
拠
と
す
る
。

不
動
産
登
記
簿
は
登
記
機
関
が
そ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

権
利
者
及
び
利
害
関
係
者
は
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
閲
覧
し
、
そ
れ
を
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

第
十
四
条

産
登
記
簿
に
-
記
載
さ
れ
た
内
容
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
記
載
の
内
容
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
不
動
産
登
記
簿
に
記
載

不
動
産
権
利
証
書
は
権
利
者
が
当
該
物
権
を
有
す
る
証
明
で
あ
る
。
不
動
産
権
利
証
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、
不
動
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第
十
五
条

さ
れ
た
も
の
を
正
し
い
も
の
と
す
る
。

不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
は
、
不
動
産
登
記
簿
に
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
日
時
よ
り
効
力
を
生
ず

-636-
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も
の
と
す
る
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第
十
六
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る
。
登
記
機
関
は
そ
の
異
議
を
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
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け
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ば
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記
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の
登
記
を
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立
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る
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異
議
が
登
記
さ
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た
日
時
よ
り
三
ヶ
月
内
に
申
立
て
人
は
登
記
機
関
に
登
記
の
修
正
を
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
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異
議
の

第
十
七
条

登
記
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

異
議
が
登
記
さ
れ
た
場
合
に
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不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
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利
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議
登
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す
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不
適
切
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異
議
登
記
に
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、
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利
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が
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害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
権
利
者
は
異
議
登
記
の
申
し
立
て
人
に
対
し
損
害
の
補
償
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。
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動
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適
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議
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損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
権
利
者
は
異
議
登
記
の
申
し
立
て
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し
損
害
の
補
償
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を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
十
八
条
権
利
者
及
び
利
害
関
係
者
は
、
不
動
産
登
記
簿
の
誤
っ
た
記
載
に
つ
い
て
登
記
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
登
記
に
誤
ま
り
が
確
か
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
九
条
　
債
権
者
は
債
務
者
の
不
動
産
に
対
す
る
処
分
行
為
を
制
限
し
、
将
来
そ
の
物
権
を
取
得
し
た
い
た
め
に
、
登
記
機
関
に

対
し
て
予
告
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
予
告
登
記
を
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
が
予
告
登
記
に
反
し
て
当
該
不
動
産
に
つ
い
て
行
っ
た
処
分
行
為
は
物
権
の
効
力
を
生
じ
な

い
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
条
　
予
告
登
記
を
し
た
後
、
債
権
者
が
不
動
産
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
よ
り
三
ケ
月
以
内
に
登
記
を
申
請
し
な
か

っ
た
場
合
、
ま
た
は
当
該
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
そ
の
予
告
登
記
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
一
条
権
利
者
は
不
動
産
物
権
を
変
動
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
抱
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
動
産
物
権
の
変
動
ま
た
は
放
棄

を
す
る
場
合
に
、
そ
の
効
力
は
不
動
産
登
記
簿
に
そ
の
内
容
を
登
記
し
た
時
よ
り
生
じ
る
。
同
一
の
不
動
産
に
二
つ
以
上
の
物
権
が
設

定
さ
れ
、
そ
の
内
の
一
つ
の
物
権
が
変
動
ま
た
は
拠
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
物
権
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
す

る
。　

第
二
十
二
条
不
動
産
登
記
簿
に
基
づ
い
て
保
有
し
た
物
権
は
法
の
保
護
を
受
け
る
。
但
し
、
不
動
産
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
権
利

者
が
当
該
権
利
に
毅
疵
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
十
三
条
登
記
機
関
の
過
失
で
、
不
動
産
登
記
簿
の
記
載
が
誤
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
人
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
登

記
機
関
は
そ
の
損
害
に
つ
い
て
補
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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利
害
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係
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、
不
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簿
の
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た
記
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登
記
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訂
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と
が
で
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そ
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登
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が
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か
に
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た
場
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に
は
、

そ
れ
を
訂
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し
な
け
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ら
な
い

D

第
十
九
条

債
権
者
は
債
務
者
の
不
動
産
に
対
す
る
処
分
行
為
を
制
限
し
、
将
来
そ
の
物
権
を
取
得
し
た
い
た
め
に
、
登
記
機
関
に

対
し
て
予
告
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

予
告
登
記
を
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
が
予
告
登
記
に
反
し
て
当
該
不
動
産
に
つ
い
て
行
っ
た
処
分
行
為
は
物
権
の
効
力
を
生
じ
な

い
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条

予
告
登
記
を
し
た
後
、
債
権
者
が
不
動
産
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
よ
り
三
ヶ
月
以
内
に
登
記
を
申
請
し
な
か
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場
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そ
の
予
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登
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は
無
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さ
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第
二
十
四
条
　
不
動
産
以
外
の
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
に
つ
い
て
、
法
律
の
規
定
に
従
い
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
は
、
不
動
産
登
記
の
関
連
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
　
第
二
節
　
動
産
の
引
渡
し

　
第
二
十
五
条
　
動
産
の
所
有
権
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
動
産
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に
他
の
規
定
ま
た
は
当
事
者
に
他

の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
効
力
は
引
渡
し
の
時
よ
り
生
じ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
六
条
船
舶
、
飛
行
機
及
び
自
動
車
の
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
に
つ
い
て
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
、
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
十
七
条
動
産
の
物
権
を
設
定
、
譲
渡
す
る
前
、
権
利
者
が
当
該
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
そ
の
物
権
は
契
約
の
発
効
時
よ

り
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
八
条
　
動
産
の
物
権
を
設
定
、
譲
渡
す
る
前
、
第
三
者
が
当
該
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
第
三
者
に
対
す
る
原
物
の
返
還

請
求
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
実
際
の
引
渡
し
に
引
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
物
権
の
効
力
は
、
第
三
者
に
対
す
る

原
物
の
返
還
請
求
権
を
譲
渡
し
た
と
き
よ
り
生
じ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
者
に
対
す
る
原
物
の
返
還
請
求
権
を
譲
渡
し
た
場
合
、
譲
渡
者
は
そ
の
旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
九
条
　
動
産
の
物
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
譲
渡
者
は
そ
の
動
産
を
譲
受
人
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
双
方

の
当
事
者
は
、
譲
渡
者
に
当
該
動
産
を
引
き
続
き
占
有
さ
せ
る
と
約
束
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
者
は
当
該
動
産
を
引
き
続
き
占
有
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
動
産
が
引
渡
さ
れ
た
と
見
な
す
。

一638一

第
二
十
四
条

638 

な
い
も
の
は
、
不
動
産
登
記
の
関
連
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

不
動
産
以
外
の
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
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動
産
の
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権
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
動
産
に
質
権
を
設
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場
合
に
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、
法
律
に
他
の
規
定
ま
た
は
当
事
者
に
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第
二
十
六
条

の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
効
力
は
引
渡
し
の
時
よ
り
生
じ
る
も
の
と
す
る
。

船
舶
、
飛
行
機
及
び
自
動
車
の
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
に
つ
い
て
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
、
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
十
七
条

動
産
の
物
権
を
設
定
、
譲
渡
す
る
前
、
権
利
者
が
当
該
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
そ
の
物
権
は
契
約
の
発
効
時
よ
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、
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る

原
物
の
返
還
請
求
権
を
譲
渡
し
た
と
き
よ
り
生
じ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条

第
三
者
に
対
す
る
原
物
の
返
還
請
求
権
を
譲
渡
し
た
場
合
、
譲
渡
者
は
そ
の
旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
産
の
物
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
譲
渡
者
は
そ
の
動
産
を
譲
受
人
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
双
方

の
当
事
者
は
、
譲
渡
者
に
当
該
動
産
を
引
き
続
き
占
有
さ
せ
る
と
約
束
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
者
は
当
該
動
産
を
引
き
続
き
占
有
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、

そ
の
動
産
が
引
渡
さ
れ
た
と
見
な
す
。
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第
二
節
　
そ
の
他
の
規
定

　
第
三
十
条
　
人
民
法
院
の
判
決
、
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
に
よ
り
、
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場

合
に
は
、
そ
の
効
力
は
判
決
が
発
効
し
、
ま
た
は
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
が
為
さ
れ
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
十
一
条
　
相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
相
続
ま
た
は
遺
贈
が
始
ま
っ
た
と
き
よ
り

生
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
十
二
条
家
宅
の
建
築
等
事
実
行
為
に
よ
り
物
権
の
設
定
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
そ
の
事
実
行
為
が
成

就
し
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
十
三
条
本
法
第
三
十
条
、
三
十
一
条
、
三
十
二
条
の
規
定
に
従
い
、
不
動
産
並
び
に
船
舶
、
飛
行
機
及
び
自
動
車
の
物
権
の

設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
適
時
に
登
記
の
手
続
き
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
物
権
の
保
護

　
第
三
十
四
条
物
権
の
帰
属
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
起
き
た
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
は
そ
の
権
利
の
確
認
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
十
五
条
占
有
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
そ
の
原
物
の
返
還
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
節

第
三
十
条

そ
の
他
の
規
定

人
民
法
院
の
判
決
、
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
に
よ
り
、
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場

合
に
は
、
そ
の
効
力
は
判
決
が
発
効
し
、
ま
た
は
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
が
為
さ
れ
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
相
続
ま
た
は
遺
贈
が
始
ま
っ
た
と
き
よ
り

第
三
十
一
条

生
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条

家
宅
の
建
築
等
事
実
行
為
に
よ
り
物
権
の
設
定
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
そ
の
事
実
行
為
が
成

就
し
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

本
法
第
三
十
条
、
三
十
一
条
、
三
十
二
条
の
規
定
に
従
い
、
不
動
産
並
び
に
船
舶
、
飛
行
機
及
び
自
動
車
の
物
権
の

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三
十
三
条

設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
適
時
に
登
記
の
手
続
き
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条

こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
五
条

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

占
有
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
そ
の
原
物
の
返
還
を
請

第
三
章

物
権
の
保
護

物
権
の
帰
属
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
起
き
た
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
は
そ
の
権
利
の
確
認
を
請
求
す
る

第
二
節

第
三
十
条

そ
の
他
の
規
定

人
民
法
院
の
判
決
、
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
に
よ
り
、
物
権
の
設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場

合
に
は
、
そ
の
効
力
は
判
決
が
発
効
し
、
ま
た
は
人
民
政
府
に
よ
る
徴
収
等
の
行
為
が
為
さ
れ
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
物
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
相
続
ま
た
は
遺
贈
が
始
ま
っ
た
と
き
よ
り

第
三
十
一
条

生
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条

家
宅
の
建
築
等
事
実
行
為
に
よ
り
物
権
の
設
定
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
は
そ
の
事
実
行
為
が
成

就
し
た
と
き
よ
り
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

本
法
第
三
十
条
、
三
十
一
条
、
三
十
二
条
の
規
定
に
従
い
、
不
動
産
並
び
に
船
舶
、
飛
行
機
及
び
自
動
車
の
物
権
の

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三
十
三
条

設
定
、
変
動
、
譲
渡
及
び
消
滅
が
起
き
た
場
合
に
は
、
適
時
に
登
記
の
手
続
き
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条

こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
五
条

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

占
有
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
そ
の
原
物
の
返
還
を
請

第
三
章

物
権
の
保
護

物
権
の
帰
属
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
起
き
た
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
は
そ
の
権
利
の
確
認
を
請
求
す
る
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第
三
十
六
条
　
他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
殿
損
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
者
に
対
し
そ
れ
を
原
状
に
復
す
こ
と
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
　
物
権
の
行
使
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
十
八
条
物
権
の
行
使
に
危
険
を
蒙
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
危
険
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
十
九
条
　
物
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
者
は
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
二
編
　
所
有
権

一640一

第
四
章
　
一
般
規
定

　
第
四
〇
条
　
所
有
権
者
は
特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
保
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
つ
い
て
全
面
的
に
支
配

す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
四
十
一
条
　
所
有
権
者
は
法
律
の
規
定
ま
た
は
当
事
者
の
約
定
に
従
い
、
他
人
が
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
す
る
占
有
、
使

用
及
び
収
益
を
し
、
並
び
に
そ
の
用
益
物
権
を
処
分
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
十
二
条
所
有
権
の
取
得
は
法
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
よ
り
国
家
、
集
団
の
み
所
有
で
き
る
と
規
定
し
た

640 

第
三
十
六
条

る
こ
と
が
で
き
る
。

49 (山梨学院大学〕

第
三
十
七
条

第
三
十
八
条

第
三
十
九
条

支」
7
Q

。

法学論集

第
四

O
条

す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
四
十
一
条

他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
段
損
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
者
に
対
し
そ
れ
を
原
状
に
復
す
こ
と
を
請
求
す

物
権
の
行
使
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
権
の
行
使
に
危
険
を
蒙
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
危
険
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
者
は
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

第
二
編

所
有
権

第
四
章

一
般
規
定

所
有
権
者
は
特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
保
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
つ
い
て
全
面
的
に
支
配

所
有
権
者
は
法
律
の
規
定
ま
た
は
当
事
者
の
約
定
に
従
い
、
他
人
が
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
す
る
占
有
、
使

用
及
び
収
益
を
し
、
並
び
に
そ
の
用
益
物
権
を
処
分
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
有
権
の
取
得
は
法
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
よ
り
国
家
、
集
団
の
み
所
有
で
き
る
と
規
定
し
た

第
四
十
二
条

-640-
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第
三
十
六
条

る
こ
と
が
で
き
る
。

49 (山梨学院大学〕

第
三
十
七
条

第
三
十
八
条

第
三
十
九
条

支」
7
Q

。

法学論集

第
四

O
条

す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
四
十
一
条

他
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
段
損
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
者
に
対
し
そ
れ
を
原
状
に
復
す
こ
と
を
請
求
す

物
権
の
行
使
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
権
の
行
使
に
危
険
を
蒙
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
危
険
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
権
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
者
は
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

第
二
編

所
有
権

第
四
章

一
般
規
定

所
有
権
者
は
特
定
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
保
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
つ
い
て
全
面
的
に
支
配

所
有
権
者
は
法
律
の
規
定
ま
た
は
当
事
者
の
約
定
に
従
い
、
他
人
が
そ
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
す
る
占
有
、
使

用
及
び
収
益
を
し
、
並
び
に
そ
の
用
益
物
権
を
処
分
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
有
権
の
取
得
は
法
律
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
よ
り
国
家
、
集
団
の
み
所
有
で
き
る
と
規
定
し
た

第
四
十
二
条

-640-



も
の
に
つ
い
て
、
個
人
は
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
四
十
三
条
法
律
は
国
家
所
有
権
、
集
団
所
有
権
と
私
的
所
有
権
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
ま
た
は
何
人
で
あ
れ
、
い
か
な
る

手
段
を
問
わ
ず
、
国
家
、
集
団
並
び
に
私
的
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
不
法
に
占
有
し
、
そ
れ
を
殿
損
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

　
第
四
十
四
条
　
県
級
以
上
の
人
民
政
府
は
社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
か
ら
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
権
限
と
手
続
き
に
基
づ
き
、
単
位

（
法
人
の
こ
と
）
及
び
個
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
徴
用
に
対
し
て
補
償
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お
、
徴
用
さ
れ
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
使
用
後
、
そ
れ
を
被
徴
用
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
章
　
国
家
所
有
権

　
第
四
十
六
条
　
鉱
産
資
源
、
水
資
源
及
び
都
市
部
の
土
地
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
国
家
所
有
は
即
ち
全
人
民
所
有
で
あ
る
も
の
と

す
る
。

　
第
四
十
七
条
　
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
等
の
自
然
資
源
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
但
し
、
法
律
で
集
団
所
有
と
定
め
た

も
の
は
除
か
れ
る
。

　
第
四
十
八
条
　
農
村
部
と
都
市
郊
外
の
土
地
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
は
、
法
律
で
国
家
所
有
と
規
定
し
た
場
合
に
は
国
家
所
有
に
属

す
る
。

　
第
四
十
九
条
　
国
務
院
は
国
家
を
代
表
し
て
統
一
的
に
国
家
所
有
権
を
行
使
す
る
。
国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
中
央
と
地

方
人
民
政
府
が
級
に
分
け
て
そ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
十
三
条

も
の
に
つ
い
て
、
個
人
は
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る

法
律
は
国
家
所
有
権
、
集
団
所
有
権
と
私
的
所
有
権
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
ま
た
は
何
人
で
あ
れ
、

手
段
を
間
わ
ず
、
国
家
、
集
団
並
び
に
私
的
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
不
法
に
占
有
し
、
そ
れ
を
段
損
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

第
四
十
四
条

県
級
以
上
の
人
民
政
府
は
社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
か
ら
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
権
限
と
手
続
き
に
基
づ
き
、
単
位

(
法
人
の
こ
と
)
及
び
個
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
徴
用
に
対
し
て
補
償
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お
、
徴
用
さ
れ
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
使
用
後
、
そ
れ
を
被
徴
用
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
四
十
六
条

す
る
。第

四
十
七
条

も
の
は
除
か
れ
る
。

第
四
十
八
条

す
る
。

641 

第
四
十
九
条

方
人
民
政
府
が
級
に
分
け
て
そ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

国
務
院
は
国
家
を
代
表
し
て
統
一
的
に
国
家
所
有
権
を
行
使
す
る
。
国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
中
央
と
地

第
五
章

国
家
所
有
権

-641-

鉱
産
資
源
、
水
資
源
及
び
都
市
部
の
土
地
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
国
家
所
有
は
即
ち
全
人
民
所
有
で
あ
る
も
の
と

森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
等
の
自
然
資
源
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
但
し
、
法
律
で
集
団
所
有
と
定
め
た

農
村
部
と
都
市
郊
外
の
土
地
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
は
、
法
律
で
国
家
所
有
と
規
定
し
た
場
合
に
は
国
家
所
有
に
属

第
四
十
三
条

も
の
に
つ
い
て
、
個
人
は
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る

法
律
は
国
家
所
有
権
、
集
団
所
有
権
と
私
的
所
有
権
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
ま
た
は
何
人
で
あ
れ
、

手
段
を
間
わ
ず
、
国
家
、
集
団
並
び
に
私
的
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
不
法
に
占
有
し
、
そ
れ
を
段
損
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

第
四
十
四
条

県
級
以
上
の
人
民
政
府
は
社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
か
ら
、
法
律
に
規
定
さ
れ
た
権
限
と
手
続
き
に
基
づ
き
、
単
位

(
法
人
の
こ
と
)
及
び
個
人
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
徴
用
に
対
し
て
補
償
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お
、
徴
用
さ
れ
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
使
用
後
、
そ
れ
を
被
徴
用
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
四
十
六
条

す
る
。第

四
十
七
条

も
の
は
除
か
れ
る
。

第
四
十
八
条

す
る
。

641 

第
四
十
九
条

方
人
民
政
府
が
級
に
分
け
て
そ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

国
務
院
は
国
家
を
代
表
し
て
統
一
的
に
国
家
所
有
権
を
行
使
す
る
。
国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
中
央
と
地

第
五
章

国
家
所
有
権

-641-

鉱
産
資
源
、
水
資
源
及
び
都
市
部
の
土
地
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
国
家
所
有
は
即
ち
全
人
民
所
有
で
あ
る
も
の
と

森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
等
の
自
然
資
源
は
国
家
所
有
に
属
す
る
。
但
し
、
法
律
で
集
団
所
有
と
定
め
た

農
村
部
と
都
市
郊
外
の
土
地
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
は
、
法
律
で
国
家
所
有
と
規
定
し
た
場
合
に
は
国
家
所
有
に
属
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第
五
十
条
　
国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
企
業
に
投
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
出
資
者
は
出
資
額
に
応
じ
て
、
資
産
の
受
益
、

重
大
な
政
策
決
定
及
び
経
営
管
理
者
の
選
任
な
ど
の
権
利
を
保
有
す
る
。

　
国
有
企
業
若
し
く
は
国
有
の
持
ち
株
企
業
は
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間
中
に
法
人
財
産
権
を
有

す
る
。
国
有
企
業
若
し
く
は
国
有
の
持
ち
株
企
業
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
。
国
家
は
出
資
者
代
表
を
派
遣
し
、
企
業
定
款
を
用
い
て
出
資
者
の
権
利
を
規
定
し
、
株
主
大
会
、
取
締
役
会
、
監
事
会
を

通
じ
て
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
当
該
企
業
の
経
営
活
動
に
対
し
監
督
、
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
十
一
条
国
家
機
関
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、

そ
れ
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
五
十
二
条
国
家
が
設
置
、
経
営
し
て
い
る
学
校
、
医
院
、
放
送
局
、
テ
レ
ビ
局
、
新
聞
社
、
出
版
社
、
図
書
館
、
博
物
館
な
ど

の
単
位
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、
使
用
し
、
収
益
を
収

め
る
権
利
を
有
す
る
。
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第
六
章
　
集
団
所
有
権

第
五
十
三
条
勤
労
大
衆
の
集
団
が
所
有
す
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
下
記
に
掲
げ
た
も
の
を
含
む
。

1
　
法
律
で
集
団
所
有
と
規
定
し
た
土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
。

2
　
集
団
経
済
組
織
の
財
産
。

642 

第
五
十
条

国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
企
業
に
投
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
出
資
者
は
出
資
額
に
応
じ
て
、
資
産
の
受
益
、

重
大
な
政
策
決
定
及
び
経
営
管
理
者
の
選
任
な
ど
の
権
利
を
保
有
す
る
。
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国
有
企
業
若
し
く
は
固
有
の
持
ち
株
企
業
は
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間
中
に
法
人
財
産
権
を
有

す
る
。
国
有
企
業
若
し
く
は
固
有
の
持
ち
株
企
業
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
。
国
家
は
出
資
者
代
表
を
派
遣
し
、
企
業
定
款
を
用
い
て
出
資
者
の
権
利
を
規
定
し
、
株
主
大
会
、
取
締
役
会
、
監
事
会
を

通
じ
て
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
当
該
企
業
の
経
営
活
動
に
対
し
監
督
、
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

法学論集

第
五
十
一
条

国
家
機
関
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、

そ
れ
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。
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第
五
十
二
条

国
家
が
設
置
、
経
営
し
て
い
る
学
校
、
医
院
、
放
送
局
、
テ
レ
ビ
局
、
新
聞
社
、
出
版
社
、
図
書
館
、
博
物
館
な
ど

の
単
位
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、
使
用
し
、
収
益
を
収

め
る
権
利
を
有
す
る
。

信
用
ム
ハ
童
・

集
団
所
有
権

第
五
十
三
条

勤
労
大
衆
の
集
団
が
所
有
す
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
下
記
に
掲
げ
た
も
の
を
含
む
。

1 

法
律
で
集
団
所
有
と
規
定
し
た
土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
。

2 

集
団
経
済
組
織
の
財
産
。

642 

第
五
十
条

国
家
所
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
企
業
に
投
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
出
資
者
は
出
資
額
に
応
じ
て
、
資
産
の
受
益
、

重
大
な
政
策
決
定
及
び
経
営
管
理
者
の
選
任
な
ど
の
権
利
を
保
有
す
る
。

49 (山梨学院大学〕

国
有
企
業
若
し
く
は
固
有
の
持
ち
株
企
業
は
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間
中
に
法
人
財
産
権
を
有

す
る
。
国
有
企
業
若
し
く
は
固
有
の
持
ち
株
企
業
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
。
国
家
は
出
資
者
代
表
を
派
遣
し
、
企
業
定
款
を
用
い
て
出
資
者
の
権
利
を
規
定
し
、
株
主
大
会
、
取
締
役
会
、
監
事
会
を

通
じ
て
そ
の
権
利
を
行
使
し
、
当
該
企
業
の
経
営
活
動
に
対
し
監
督
、
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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第
五
十
一
条

国
家
機
関
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、

そ
れ
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

-642-

第
五
十
二
条

国
家
が
設
置
、
経
営
し
て
い
る
学
校
、
医
院
、
放
送
局
、
テ
レ
ビ
局
、
新
聞
社
、
出
版
社
、
図
書
館
、
博
物
館
な
ど

の
単
位
は
法
律
及
び
国
務
院
の
関
連
す
る
規
定
に
従
い
、
そ
の
保
有
し
て
い
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
、
使
用
し
、
収
益
を
収

め
る
権
利
を
有
す
る
。

信
用
ム
ハ
童
・

集
団
所
有
権

第
五
十
三
条

勤
労
大
衆
の
集
団
が
所
有
す
る
不
動
産
ま
た
は
動
産
は
下
記
に
掲
げ
た
も
の
を
含
む
。

1 

法
律
で
集
団
所
有
と
規
定
し
た
土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
。

2 

集
団
経
済
組
織
の
財
産
。
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3
　
集
団
所
有
の
建
築
物
、
ダ
ム
、
農
地
水
利
施
設
。

　
4
　
集
団
所
有
の
教
育
、
科
学
、
文
化
、
衛
生
、
体
育
な
ど
の
施
設
。

　
5
　
集
団
所
有
の
他
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
。

　
第
五
十
四
条
　
土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
集
団
所
有
権
の
行
使
は
下
記
に
掲
げ
た
形
態
を
含
む
。

　
1
　
村
内
二
つ
以
上
の
集
団
経
済
組
織
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
内
の
各
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
小
組

　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。

　
2
　
村
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
の
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
委
員
会
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の

　
　
と
す
る
。

　
3
　
郷
（
鎮
）
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
郷
（
鎮
）
の
集
団
経
済
組
織
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
第
五
十
五
条
農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
が
請
負
経
営
を
行
い
、
農
業
、
林
業
、
牧
畜
業
、
漁

業
の
生
産
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
本
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は
構
成
員
代
表
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
得
た
場
合
に
、
本

集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
そ
の
土
地
等
の
請
負
経
営
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
請
負
経
営
を
行
う
農
民
は
法
律
に
従
い
当
該
土
地
の
用
益
物
権
を
有
す
る
。

　
第
五
十
六
条
農
民
集
団
所
有
の
農
用
地
は
非
農
業
用
建
設
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。
農
用
地
を
建
設
用
地
に
切
り
換
え
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に
従
い
、
農
用
地
転
用
の
審
査
・
許
可
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一643一

3 

集
団
所
有
の
建
築
物
、
ダ
ム
、
農
地
水
利
施
設
。

4 

集
団
所
有
の
教
育
、
科
学
、
文
化
、
衛
生
、
体
育
な
ど
の
施
設
。

5 

集
団
所
有
の
他
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
。

第
五
十
四
条

土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
集
団
所
有
権
の
行
使
は
下
記
に
掲
げ
た
形
態
を
含
む
。

1 

村
内
二
つ
以
上
の
集
団
経
済
組
織
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
内
の
各
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
小
組

が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。

2 

村
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
の
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
委
員
会
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の

と
す
る
。

-643-

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

郷
(
鎮
)

の
集
団
経
済
組
織
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す

の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
郷
(
鎮
)

3 
る

第
五
十
五
条

農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
が
請
負
経
営
を
行
い
、
農
業
、
林
業
、
牧
畜
業
、
漁

業
の
生
産
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
本
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は
構
成
員
代
表
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
得
た
場
合
に
、
本

集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
そ
の
土
地
等
の
請
負
経
営
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
経
営
を
行
う
農
民
は
法
律
に
従
い
当
該
土
地
の
用
益
物
権
を
有
す
る
。
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第
五
十
六
条

農
民
集
団
所
有
の
農
用
地
は
非
農
業
用
建
設
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。
農
用
地
を
建
設
用
地
に
切
り
換
え
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に
従
い
、
農
用
地
転
用
の
審
査
・
許
可
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

集
団
所
有
の
建
築
物
、
ダ
ム
、
農
地
水
利
施
設
。

4 

集
団
所
有
の
教
育
、
科
学
、
文
化
、
衛
生
、
体
育
な
ど
の
施
設
。

5 

集
団
所
有
の
他
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
。

第
五
十
四
条

土
地
と
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
な
ど
集
団
所
有
権
の
行
使
は
下
記
に
掲
げ
た
形
態
を
含
む
。

1 

村
内
二
つ
以
上
の
集
団
経
済
組
織
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
内
の
各
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
小
組

が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。

2 

村
の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
村
の
集
団
経
済
組
織
ま
た
は
村
民
委
員
会
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の

と
す
る
。

-643-

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

郷
(
鎮
)

の
集
団
経
済
組
織
が
そ
の
所
有
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す

の
農
民
集
団
所
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
郷
(
鎮
)

3 
る

第
五
十
五
条

農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
が
請
負
経
営
を
行
い
、
農
業
、
林
業
、
牧
畜
業
、
漁

業
の
生
産
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
民
集
団
所
有
の
土
地
等
は
、
本
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は
構
成
員
代
表
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
得
た
場
合
に
、
本

集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
そ
の
土
地
等
の
請
負
経
営
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
経
営
を
行
う
農
民
は
法
律
に
従
い
当
該
土
地
の
用
益
物
権
を
有
す
る
。
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第
五
十
六
条

農
民
集
団
所
有
の
農
用
地
は
非
農
業
用
建
設
に
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。
農
用
地
を
建
設
用
地
に
切
り
換
え
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に
従
い
、
農
用
地
転
用
の
審
査
・
許
可
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
十
七
条
　
社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
の
た
め
、
国
家
は
集
団
所
有
の
土
地
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
土
地
の
補
償

費
な
ど
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
補
償
費
な
ど
費
用
の
分
配
方
法
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は

構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
八
条
　
都
市
部
の
集
団
企
業
、
郷
（
鎮
）
の
集
団
企
業
は
、
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間

中
に
法
人
財
産
権
を
保
有
す
る
。

　
第
五
十
九
条
　
集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に
よ
り
選
任
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
経
済
組
織
の
重
要
な
経
営
策
の
決
定
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
所
有
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
禁
止

さ
れ
る
。
集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
が
為
し
た
決
定
が
法
律
、
定
款
等
の
関
連
す
る
規
定
に
違
反
し
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員

の
権
益
を
害
し
た
場
合
に
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
は
訴
訟
等
の
方
法
を
通
じ
て
集
団
所
有
権
並
び
に
構
成
員
の
権
益
を
擁

護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
七
章
　
私
的
所
有
権

　
第
六
十
条
　
本
法
に
い
う
私
的
所
有
権
と
は
、
公
民
及
び
個
人
経
営
者
、
私
有
経
済
な
ど
の
非
公
有
制
経
済
の
主
体
が
そ
の
不
動
産

ま
た
は
動
産
を
全
面
的
に
支
配
す
る
権
利
を
い
う
。

　
第
六
十
一
条
　
個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
給
料
、
奨
励
金
、
家
屋
、
生
活
用
品
な
ど
の
生
活
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。
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第
五
十
七
条

社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
の
た
め
、
国
家
は
集
団
所
有
の
土
地
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
土
地
の
補
償

費
な
ど
の
費
用
を
支
払
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
補
償
費
な
ど
費
用
の
分
配
方
法
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は
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構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

都
市
部
の
集
団
企
業
、
郷
(
鎮
)
の
集
団
企
業
は
、
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間

中
に
法
人
財
産
権
を
保
有
す
る
。

第
五
十
九
条

集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に
よ
り
選
任
さ

法学論集

れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
経
済
組
織
の
重
要
な
経
営
策
の
決
定
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
所
有
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
禁
止

-644-

さ
れ
る
。
集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
が
為
し
た
決
定
が
法
律
、
定
款
等
の
関
連
す
る
規
定
に
違
反
し
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員

の
権
益
を
害
し
た
場
合
に
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
は
訴
訟
等
の
方
法
を
通
じ
て
集
団
所
有
権
並
び
に
構
成
員
の
権
益
を
擁

護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
章

私
的
所
有
権

第
六
十
条

本
法
に
い
う
私
的
所
有
権
と
は
、
公
民
及
び
個
人
経
営
者
、
私
有
経
済
な
ど
の
非
公
有
制
経
済
の
主
体
が
そ
の
不
動
産

ま
た
は
動
産
を
全
面
的
に
支
配
す
る
権
利
を
い
う
。

第
六
十
一
条

個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
給
料
、
奨
励
金
、
家
屋
、
生
活
用
品
な
ど
の
生
活
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。
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第
五
十
七
条

社
会
的
公
共
利
益
の
需
要
の
た
め
、
国
家
は
集
団
所
有
の
土
地
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
土
地
の
補
償

費
な
ど
の
費
用
を
支
払
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
地
補
償
費
な
ど
費
用
の
分
配
方
法
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
も
し
く
は
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構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

都
市
部
の
集
団
企
業
、
郷
(
鎮
)
の
集
団
企
業
は
、
当
該
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
企
業
の
存
続
期
間

中
に
法
人
財
産
権
を
保
有
す
る
。

第
五
十
九
条

集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に
よ
り
選
任
さ

法学論集

れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
経
済
組
織
の
重
要
な
経
営
策
の
決
定
は
、
法
律
、
定
款
な
ど
の
規
定
に
従
い
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
に

よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
集
団
所
有
の
財
産
を
無
償
、
ま
た
は
明
ら
か
に
不
合
理
な
低
価
格
で
個
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
禁
止

-644-

さ
れ
る
。
集
団
経
済
組
織
の
管
理
職
役
員
が
為
し
た
決
定
が
法
律
、
定
款
等
の
関
連
す
る
規
定
に
違
反
し
、
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員

の
権
益
を
害
し
た
場
合
に
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
は
訴
訟
等
の
方
法
を
通
じ
て
集
団
所
有
権
並
び
に
構
成
員
の
権
益
を
擁

護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
章

私
的
所
有
権

第
六
十
条

本
法
に
い
う
私
的
所
有
権
と
は
、
公
民
及
び
個
人
経
営
者
、
私
有
経
済
な
ど
の
非
公
有
制
経
済
の
主
体
が
そ
の
不
動
産

ま
た
は
動
産
を
全
面
的
に
支
配
す
る
権
利
を
い
う
。

第
六
十
一
条

個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
給
料
、
奨
励
金
、
家
屋
、
生
活
用
品
な
ど
の
生
活
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。



　
第
六
十
二
条
　
個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
労
働
工
具
、
原
材
料
な
ど
の
生
産
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。

　
第
六
十
三
条
　
私
有
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
権
は
、
法
人
条
件
を
整
え
た
場
合
に
は
当
該
法
人
に
属
し
、

整
え
な
い
場
合
に
は
、
法
律
ま
た
は
定
款
に
従
い
そ
れ
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
六
十
四
条
　
国
家
は
個
人
の
貯
蓄
を
保
護
す
る
。

　
国
家
は
個
人
が
投
資
及
び
投
資
か
ら
得
た
利
益
を
保
護
す
る
。

　
第
六
十
五
条
　
国
家
は
個
人
の
財
産
相
続
権
及
び
そ
の
他
の
適
法
権
益
を
保
護
す
る
。

法
人
条
件
を
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第
八
章
　
建
物
区
分
所
有
権

　
第
六
十
六
条
建
物
区
分
所
有
権
者
は
、
当
該
建
物
内
の
居
室
等
の
専
有
部
分
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
し
、
廊
下
、
昇
降
機
な
ど
の

共
有
部
分
に
つ
い
て
共
有
の
権
利
を
有
し
、
当
該
建
物
及
び
付
属
施
設
の
保
守
に
つ
い
て
共
同
で
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
六
十
七
条
　
建
物
区
分
所
有
権
者
は
そ
の
専
有
部
分
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
と
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
但
し
、
当

該
建
物
を
管
理
す
る
関
連
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
の
他
の
区
分
所
有
権
者
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
六
十
八
条
　
建
物
区
分
所
有
権
者
は
そ
の
専
有
部
分
の
所
有
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
共
有
部
分
に
つ
い
て
有
す
る
共
有
権
利
及

び
当
該
建
物
並
び
に
付
属
施
設
に
つ
い
て
有
す
る
共
同
管
理
の
権
利
も
同
時
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。

　
第
六
十
九
条
　
建
物
区
分
所
有
権
者
は
販
売
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
た
建
物
管
理
用
の
部
屋
、
商
業
用
の
部
屋
な
ど
の
建
物
及
び
域

内
の
庭
に
つ
い
て
共
有
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
共
同
管
理
の
権
利
を
有
す
る
。
当
該
不
動
産
を
保
守
、
修
繕
す
る
必
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第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
労
働
工
具
、
原
材
料
な
ど
の
生
産
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。

私
有
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
権
は
、
法
人
条
件
を
整
え
た
場
合
に
は
当
該
法
人
に
属
し
、
法
人
条
件
を

第
六
十
四
条

整
え
な
い
場
合
に
は
、
法
律
ま
た
は
定
款
に
従
い
そ
れ
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

国
家
は
個
人
の
貯
蓄
を
保
護
す
る
。

国
家
は
個
人
が
投
資
及
び
投
資
か
ら
得
た
利
益
を
保
護
す
る
。

第
六
十
五
条
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第
六
十
六
条

国
家
は
個
人
の
財
産
相
続
権
及
び
そ
の
他
の
適
法
権
益
を
保
護
す
る
。

第
八
章

建
物
区
分
所
有
権

-645-

建
物
区
分
所
有
権
者
は
、
当
該
建
物
内
の
居
室
等
の
専
有
部
分
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
し
、
廊
下
、
昇
降
機
な
ど
の

共
有
部
分
に
つ
い
て
共
有
の
権
利
を
有
し
、
当
該
建
物
及
び
付
属
施
設
の
保
守
に
つ
い
て
共
同
で
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
。

建
物
区
分
所
有
権
者
は
そ
の
専
有
部
分
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
と
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
但
し
、
当

第
六
十
七
条

該
建
物
を
管
理
す
る
関
連
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
の
他
の
区
分
所
有
権
者
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

建
物
区
分
所
有
権
者
は
そ
の
専
有
部
分
の
所
有
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
共
有
部
分
に
つ
い
て
有
す
る
共
有
権
利
及

第
六
十
八
条

ぴ
当
該
建
物
並
び
に
付
属
施
設
に
つ
い
て
有
す
る
共
同
管
理
の
権
利
も
同
時
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。

建
物
区
分
所
有
権
者
は
販
売
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
た
建
物
管
理
用
の
部
屋
、
商
業
用
の
部
屋
な
ど
の
建
物
及
び
域

645 

第
六
十
九
条

内
の
庭
に
つ
い
て
共
有
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
共
同
管
理
の
権
利
を
有
す
る
。
当
該
不
動
産
を
保
守
、
修
繕
す
る
必

第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

個
人
は
法
に
従
い
取
得
し
た
労
働
工
具
、
原
材
料
な
ど
の
生
産
資
材
に
対
し
所
有
権
を
有
す
る
。

私
有
企
業
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
権
は
、
法
人
条
件
を
整
え
た
場
合
に
は
当
該
法
人
に
属
し
、
法
人
条
件
を

第
六
十
四
条

整
え
な
い
場
合
に
は
、
法
律
ま
た
は
定
款
に
従
い
そ
れ
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

国
家
は
個
人
の
貯
蓄
を
保
護
す
る
。

国
家
は
個
人
が
投
資
及
び
投
資
か
ら
得
た
利
益
を
保
護
す
る
。

第
六
十
五
条

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)
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六
十
六
条

国
家
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個
人
の
財
産
相
続
権
及
び
そ
の
他
の
適
法
権
益
を
保
護
す
る
。

第
八
章

建
物
区
分
所
有
権
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建
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す
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収
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に
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反
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、
そ
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。
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は
そ
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た
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合
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共
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部
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有
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利
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ぴ
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並
び
に
付
属
施
設
に
つ
い
て
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す
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の
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も
同
時
に
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も
の
と
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は
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用
と
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の
部
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645 

第
六
十
九
条

内
の
庭
に
つ
い
て
共
有
の
権
利
を
有
し
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
共
同
管
理
の
権
利
を
有
す
る
。
当
該
不
動
産
を
保
守
、
修
繕
す
る
必



法学論集　49〔山梨学院大学〕　646

要
な
費
用
は
共
有
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
七
十
条
　
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
は
建
物
区
分
所
有
権
者
の
全
員
か
ら
構
成
し
、
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
管
理
機
関

と
す
る
。

　
第
七
十
一
条
建
物
区
分
所
有
権
者
の
人
数
が
多
数
い
る
場
合
に
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
委
員
会
は
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
決
定
に
従
い
管
理
の
職
責
を
履
行
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
七
十
二
条
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
付
属
施
設
の
土
地
使
用
権
証
、
居

住
区
管
理
用
部
屋
と
居
住
区
企
画
図
、
竣
工
総
平
面
図
、
地
上
地
下
管
線
網
の
竣
工
図
、
及
び
そ
の
他
の
必
要
な
土
木
建
設
資
料
を
取

得
す
る
権
利
を
有
す
る
。
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
そ
の
土
地
使
用
権
証
を
取
得
し
た
後
、
土

地
使
用
権
者
の
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
十
三
条
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規

定
を
制
定
し
、
不
動
産
管
理
機
関
に
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
管
理
を
委
曝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
七
十
四
条
　
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規
定
及
び
保
守
、
再
建
、
費
用
の
分
担
、
収
益
の
分
配
な
ど
重
大
な
事
務

に
つ
い
て
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
表
決
権
全
体
の
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
十
五
条
　
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
、
ご
み
の
不
法
放
置
、
通
路
の
不
法
占
用
、
大
気

汚
染
物
の
排
出
、
騒
音
の
送
出
、
及
び
規
定
に
反
し
て
動
物
を
飼
育
す
る
な
ど
公
共
の
利
益
ま
た
は
他
人
の
権
益
を
害
す
る
行
為
に
対

し
て
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
で
可
決
さ
れ
た
不
動
産
管
理
規
定
に
基
づ
き
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
七
十
六
条
　
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
再
建
に
つ
い
て
少
数
の
建
物
区
分
所
有
権
者
が
反
対
の
意
見
を
訴
え
た
場
合
に
、
有
効

一646一

646 

第
七
十
条

要
な
費
用
は
共
有
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
は
建
物
区
分
所
有
権
者
の
全
員
か
ら
構
成
し
、
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
管
理
機
関
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と
す
る
。

第
七
十
一
条

建
物
区
分
所
有
権
者
の
人
数
が
多
数
い
る
場
合
に
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
委
員
会
は
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
決
定
に
従
い
管
理
の
職
責
を
履
行
す
る
も
の
と
す
る

D

建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
付
属
施
設
の
土
地
使
用
権
証
、
居

第
七
十
二
条

住
区
管
理
用
部
屋
と
居
住
区
企
画
図
、
竣
工
総
平
面
図
、
地
上
地
下
管
線
網
の
竣
工
図
、
及
び
そ
の
他
の
必
要
な
土
木
建
設
資
料
を
取
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得
す
る
権
利
を
有
す
る
。
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
そ
の
土
地
使
用
権
証
を
取
得
し
た
後
、
土

第
七
十
三
条

地
使
用
権
者
の
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-646-

建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規

定
を
制
定
し
、
不
動
産
管
理
機
関
に
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
管
理
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規
定
及
び
保
守
、
再
建
、
費
用
の
分
担
、
収
益
の
分
配
な
ど
重
大
な
事
務

第
七
十
五
条

に
つ
い
て
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
表
決
権
全
体
の
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
、
ご
み
の
不
法
放
置
、
通
路
の
不
法
占
用
、
大
気

汚
染
物
の
排
出
、
騒
音
の
送
出
、
及
び
規
定
に
反
し
て
動
物
を
飼
育
す
る
な
ど
公
共
の
利
益
ま
た
は
他
人
の
権
益
を
害
す
る
行
為
に
対

第
七
十
六
条

し
て
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
で
可
決
さ
れ
た
不
動
産
管
理
規
定
に
基
づ
き
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
再
建
に
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い
て
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数
の
建
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所
有
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者
が
反
対
の
意
見
を
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え
た
場
合
に
、
有
効
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建
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、
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該
建
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及
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そ
の
付
属
施
設
の
管
理
機
関
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と
す
る
。

第
七
十
一
条

建
物
区
分
所
有
権
者
の
人
数
が
多
数
い
る
場
合
に
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
委
員
会
は
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
決
定
に
従
い
管
理
の
職
責
を
履
行
す
る
も
の
と
す
る

D

建
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分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
付
属
施
設
の
土
地
使
用
権
証
、
居

第
七
十
二
条

住
区
管
理
用
部
屋
と
居
住
区
企
画
図
、
竣
工
総
平
面
図
、
地
上
地
下
管
線
網
の
竣
工
図
、
及
び
そ
の
他
の
必
要
な
土
木
建
設
資
料
を
取
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得
す
る
権
利
を
有
す
る
。
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
そ
の
土
地
使
用
権
証
を
取
得
し
た
後
、
土

第
七
十
三
条

地
使
用
権
者
の
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規

定
を
制
定
し
、
不
動
産
管
理
機
関
に
当
該
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
管
理
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
に
関
す
る
管
理
規
定
及
び
保
守
、
再
建
、
費
用
の
分
担
、
収
益
の
分
配
な
ど
重
大
な
事
務

第
七
十
五
条

に
つ
い
て
は
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
の
表
決
権
全
体
の
三
分
の
二
以
上
か
ら
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
ま
た
は
建
物
区
分
所
有
権
者
委
員
会
は
、
ご
み
の
不
法
放
置
、
通
路
の
不
法
占
用
、
大
気

汚
染
物
の
排
出
、
騒
音
の
送
出
、
及
び
規
定
に
反
し
て
動
物
を
飼
育
す
る
な
ど
公
共
の
利
益
ま
た
は
他
人
の
権
益
を
害
す
る
行
為
に
対

第
七
十
六
条

し
て
、
建
物
区
分
所
有
権
者
会
議
で
可
決
さ
れ
た
不
動
産
管
理
規
定
に
基
づ
き
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
の
再
建
に
つ
い
て
少
数
の
建
物
区
分
所
有
権
者
が
反
対
の
意
見
を
訴
え
た
場
合
に
、
有
効



な
表
決
に
よ
り
承
認
を
獲
得
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

合
理
的
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
償
等
の
措
置
を
講
じ
、
反
対
意
見
を
訴
え
た
建
物
区
分
所
有
権
者
の
権
益
を

第
九
章
　
相
隣
関
係

647　中華人民共和国物権法（意見徴集稿）

　
第
七
十
七
条
　
不
動
産
相
隣
の
各
権
利
者
は
生
産
に
有
利
、
生
活
に
便
利
、
団
結
共
助
、
公
平
合
理
と
い
っ
た
原
則
に
基
づ
き
そ
の

相
隣
関
係
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
七
十
八
条
　
不
動
産
権
利
者
は
相
隣
の
各
権
利
者
の
用
水
、
排
水
の
た
め
に
必
要
な
便
利
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
自
然
流
水
の
利
用
に
つ
い
て
、
不
動
産
相
隣
の
各
権
利
者
間
で
合
理
的
に
そ
れ
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
流
水
の
排
出

に
つ
い
て
は
、
水
流
の
自
然
方
向
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
十
九
条
　
他
人
所
有
の
土
地
に
井
戸
、
溝
渠
な
ど
の
施
設
が
既
に
存
在
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
一
部
の
土
地
に
土
地
請
負
経

営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
若
し
く
は
宅
地
使
用
権
を
設
定
し
た
と
き
、
そ
の
権
利
者
は
当
該
井
戸
、
溝
渠
な
ど
の
施
設
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
八
十
条
　
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
占
有
し
て
い
る
土
地
に
井
戸
、
溝
渠
等
の
施
設
が
既
に
存
在
し
て
い
る
場

合
に
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
し
た
と
き
、
譲
受
人
は
当
該
井
戸
、
溝
渠
な
ど
の
施

設
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
八
十
一
条
不
動
産
権
利
者
は
他
人
か
ら
そ
の
土
地
へ
の
侵
入
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
下
記
に
掲
げ
た
場
合
に
は
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な
表
決
に
よ
り
承
認
を
獲
得
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
補
償
等
の
措
置
を
講
じ
、
反
対
意
見
を
訴
え
た
建
物
区
分
所
有
権
者
の
権
益
を

合
理
的
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
七
条

第
九
章

相
隣
関
係

不
動
産
相
隣
の
各
権
利
者
は
生
産
に
有
利
、
生
活
に
便
利
、
団
結
共
助
、
公
平
合
理
と
い
っ
た
原
則
に
基
づ
き
そ
の

相
隣
関
係
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

不
動
産
権
利
者
は
相
隣
の
各
権
利
者
の
用
水
、
排
水
の
た
め
に
必
要
な
便
利
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-647-

第
七
十
八
条

自
然
流
水
の
利
用
に
つ
い
て
、
不
動
産
相
隣
の
各
権
利
者
間
で
合
理
的
に
そ
れ
を
分
配
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
流
水
の
排
出
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い
て
は
、
水
流
の
自
然
方
向
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
人
所
有
の
土
地
に
井
戸
、
溝
渠
な
ど
の
施
設
が
既
に
存
在
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
一
部
の
土
地
に
土
地
請
負
経

営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
若
し
く
は
宅
地
使
用
権
を
設
定
し
た
と
き
、
そ
の
権
利
者
は
当
該
井
戸
、
溝
渠
な
ど
の
施
設
を
使
用
す
る
権
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八
十
条
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を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
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営
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設
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地
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用
権
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占
有
し
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い
る
土
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に
井
戸
、
溝
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施
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場
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土
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経
営
権
、
建
設
用
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用
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全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
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た
と
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、
譲
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は
当
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井
戸
、
溝
渠
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ど
の
施
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権
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用
す
る
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有
す
る
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す
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土
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る
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し
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げ
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合
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は
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こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
1
　
相
隣
の
各
権
利
者
は
通
行
の
た
め
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

　
2
　
相
隣
の
各
権
利
者
は
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
を
建
築
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

　
3
　
当
該
地
方
の
慣
習
に
よ
り
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

　
第
八
十
二
条
建
物
を
建
築
す
る
場
合
に
、
相
隣
の
建
物
の
風
通
し
、
採
光
と
日
照
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
相
隣

の
建
物
と
の
間
に
適
当
な
距
離
を
保
ち
、
且
つ
適
切
な
高
度
ま
で
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
十
三
条
　
不
動
産
権
利
者
が
電
線
、
電
糖
、
水
管
、
瓦
斯
管
な
ど
の
管
線
を
敷
設
す
る
こ
と
に
よ
り
相
隣
の
土
地
を
利
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
権
利
者
は
必
要
な
便
利
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
十
四
条
　
不
動
産
権
利
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
相
隣
の
各
権
利
者
が
大
気
汚
染
物
を
排
出
し
、
騒
音
、
振
動
、
光
、
無
線

電
波
な
ど
の
有
害
物
質
を
放
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
八
十
五
条
　
不
動
産
権
利
者
は
土
を
取
り
、
建
物
を
建
築
し
、
管
線
を
敷
設
し
、
設
備
を
据
え
付
け
る
な
ど
の
場
合
に
、
相
隣
不

動
産
の
正
常
な
使
用
と
安
全
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
八
十
六
条
　
不
動
産
権
利
者
は
相
隣
の
各
権
利
者
の
た
め
に
、
用
水
、
排
水
、
通
行
、
管
線
の
敷
設
に
便
宜
を
図
る
こ
と
に
よ
り

損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
相
隣
の
各
権
利
者
に
対
し
て
適
当
な
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
八
十
七
条
　
相
隣
関
係
を
正
し
く
処
理
す
る
た
め
に
は
、
法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
は
そ
の
規
定
に
従
い
、
法
律
に
規
定
が
な
い

も
の
は
当
該
地
方
の
慣
習
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一648一

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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1 

相
隣
の
各
権
利
者
は
通
行
の
た
め
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

49 C山梨学院大学〕

相
隣
の
各
権
利
者
は
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
を
建
築
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

2 3 

当
該
地
方
の
慣
習
に
よ
り
当
該
土
地
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

建
物
を
建
築
す
る
場
合
に
、
相
隣
の
建
物
の
風
通
し
、
採
光
と
日
照
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
相
隣

第
八
十
二
条

の
建
物
と
の
聞
に
適
当
な
距
離
を
保
ち
、
且
つ
適
切
な
高
度
ま
で
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
動
産
権
利
者
が
電
線
、
電
績
、
水
管
、
瓦
斯
管
な
ど
の
管
線
を
敷
設
す
る
こ
と
に
よ
り
相
隣
の
土
地
を
利
用
し
な

法学論集

第
八
十
三
条

第
八
十
四
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
権
利
者
は
必
要
な
便
利
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
動
産
権
利
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
相
隣
の
各
権
利
者
が
大
気
汚
染
物
を
排
出
し
、
騒
音
、
振
動
、
光
、
無
線

-648-

電
波
な
ど
の
有
害
物
質
を
放
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
五
条

不
動
産
権
利
者
は
土
を
取
り
、
建
物
を
建
築
し
、
管
線
を
敷
設
し
、
設
備
を
据
え
付
け
る
な
ど
の
場
合
に
、
相
隣
不

第
八
十
六
条

動
産
の
正
常
な
使
用
と
安
全
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

不
動
産
権
利
者
は
相
隣
の
各
権
利
者
の
た
め
に
、
用
水
、
排
水
、
通
行
、
管
線
の
敷
設
に
便
宜
を
図
る
こ
と
に
よ
り

損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
栢
隣
の
各
権
利
者
に
対
し
て
適
当
な
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
七
条

相
隣
関
係
を
正
し
く
処
理
す
る
た
め
に
は
、
法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
は
そ
の
規
定
に
従
い
、
法
律
に
規
定
が
な
い

も
の
は
当
該
地
方
の
慣
習
に
従
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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は
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、
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電
波
な
ど
の
有
害
物
質
を
放
出
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
五
条

不
動
産
権
利
者
は
土
を
取
り
、
建
物
を
建
築
し
、
管
線
を
敷
設
し
、
設
備
を
据
え
付
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る
な
ど
の
場
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に
、
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隣
不

第
八
十
六
条

動
産
の
正
常
な
使
用
と
安
全
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

不
動
産
権
利
者
は
相
隣
の
各
権
利
者
の
た
め
に
、
用
水
、
排
水
、
通
行
、
管
線
の
敷
設
に
便
宜
を
図
る
こ
と
に
よ
り

損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
栢
隣
の
各
権
利
者
に
対
し
て
適
当
な
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
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き
る
。

第
八
十
七
条

相
隣
関
係
を
正
し
く
処
理
す
る
た
め
に
は
、
法
律
に
規
定
が
あ
る
も
の
は
そ
の
規
定
に
従
い
、
法
律
に
規
定
が
な
い

も
の
は
当
該
地
方
の
慣
習
に
従
う
も
の
と
す
る
。
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章
　
共
有
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第
八
十
八
条
　
按
分
共
有
者
は
そ
の
持
分
に
応
じ
て
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る

権
利
を
有
す
る
。

　
第
八
十
九
条
　
共
同
共
有
者
は
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
を
共
同
に
有
す

る
も
の
と
す
る
。

　
第
九
十
条
　
共
有
者
は
約
定
に
従
い
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
維
持
す
る
。
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
約
定
が
明
確
で
な
い
場
合

に
は
、
各
共
有
者
は
全
員
そ
れ
を
維
持
す
る
義
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
九
十
一
条
　
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
処
分
し
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
重
大
な
修
繕
を
施
こ
す
場
合
に
は
、
持
分

の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
た
按
分
共
有
者
ま
た
は
三
分
の
二
以
上
の
共
同
共
有
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
九
十
二
条
　
按
分
共
有
者
が
共
有
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
と
約
定
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
約
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
按
分
共
有
者
に
分
割
を
す
べ
き
重
大
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
そ
の
約
定
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
按
分
共
有
者
は
随
時
に
そ
の
分

割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
分
割
に
よ
り
、
他
の
按
分
共
有
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
第
九
十
三
条
共
同
共
有
者
は
共
同
共
有
期
間
に
お
い
て
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
八
十
八
条

権
利
を
有
す
る
。

第
八
十
九
条

る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
条

第
十
章

共
有

按
分
共
有
者
は
そ
の
持
分
に
応
じ
て
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る

共
同
共
有
者
は
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
占
有
、
使
用
、
収
益
及
び
処
分
を
す
る
権
利
を
共
同
に
有
す

共
有
者
は
約
定
に
従
い
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
維
持
す
る
。
約
定
が
な
く
、

ま
た
は
約
定
が
明
確
で
な
い
場
合

-649-

に
は
、
各
共
有
者
は
全
員
そ
れ
を
維
持
す
る
義
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
処
分
し
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
重
大
な
修
繕
を
施
こ
す
場
合
に
は
、
持
分

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
九
十
一
条

の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
た
按
分
共
有
者
ま
た
は
三
分
の
二
以
上
の
共
同
共
有
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

按
分
共
有
者
が
共
有
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
と
約
定
し

第
九
十
二
条

た
場
合
に
は
、

の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
約
定
が
な
く
、

ま
た
は
そ
の
約
定
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
按
分
共
有
者
は
随
時
に
そ
の
分

そ
の
約
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
按
分
共
有
者
に
分
割
を
す
べ
き
重
大
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ

649 

ら
な
い
。

割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
分
割
に
よ
り
、
他
の
按
分
共
有
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
を
し
な
け
れ
ば
な

第
九
十
三
条

共
同
共
有
者
は
共
同
共
有
期
間
に
お
い
て
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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動
産
ま
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動
産
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し
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占
有
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収
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処
分
を
す
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共
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共
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不
動
産
ま
た
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動
産
に
対
し
て
占
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収
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及
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ら
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い
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割
を
請
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る
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そ
の
分
割
に
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り
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按
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は
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第
九
十
三
条

共
同
共
有
者
は
共
同
共
有
期
間
に
お
い
て
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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共
有
関
係
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
九
十
四
条
　
共
有
者
は
協
議
を
通
し
て
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
協
議
が
達
成
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
分
割
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
そ
の
価
値
が
減
損
し
な
い
場
合
に
は
、
実
物
の
分

割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
割
が
不
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
価
値
が
減
損
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
競
売
ま
た
は
売
却

の
方
法
で
分
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
九
十
五
条
　
按
分
共
有
者
は
そ
の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
按
分
共
有
者
が
そ

の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
他
の
共
有
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て
買
い
い
れ
る
権
利
を
有
す

る
。　

第
九
十
六
条
　
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
よ
り
生
じ
た
債
権
及
び
債
務
は
、
外
部
に
対
す
る
関
係
上
に
お
い
て
は
、
共
有
者
は

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
い
債
権
を
享
有
し
、
債
務
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
有
者
内
部
の
関
係
上
に
お
い
て

は
、
共
有
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
按
分
共
有
者
は
そ
の
持
分
に
応
じ
て
債
権
を
享
有
し
、
債
務
を
負
担
し
、
共
同
共

有
者
は
債
権
を
連
帯
し
て
享
有
し
、
債
務
を
連
帯
し
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
債
務
の
償
還
が
自
己
の
負
担
す
べ
き
持
分
を
上
回
っ

た
按
分
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
に
対
し
そ
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
九
十
七
条
　
下
記
に
掲
げ
た
事
情
の
一
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
按
分
共
有
の
場
合
に
は
、
他
の
約
定
が
あ

る
も
の
を
除
き
、
他
の
按
分
共
有
者
に
よ
り
そ
の
持
分
に
応
じ
て
有
し
、
共
同
共
有
の
場
合
に
は
、
他
の
共
同
共
有
者
に
よ
り
有
す
る

も
の
と
す
る
。

　
1
　
共
有
者
が
そ
の
権
利
を
拠
棄
し
た
場
合
。
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共
有
関
係
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
四
条

共
有
者
は
協
議
を
通
し
て
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
協
議
が
達
成
で
き
な
か

49 (山梨学院大学〕

っ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
分
割
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
そ
の
価
値
が
減
損
し
な
い
場
合
に
は
、
実
物
の
分

割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
割
が
不
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
価
値
が
減
損
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
競
売
ま
た
は
売
却

の
方
法
で
分
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条

按
分
共
有
者
は
そ
の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
按
分
共
有
者
が
そ

法学論集

の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
他
の
共
有
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て
買
い
い
れ
る
権
利
を
有
す

る

-650-

第
九
十
六
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共
有
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不
動
産
ま
た
は
動
産
に
よ
り
生
じ
た
債
権
及
び
債
務
は
、
外
部
に
対
す
る
関
係
上
に
お
い
て
は
、
共
有
者
は

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
い
債
権
を
享
有
し
、
債
務
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
有
者
内
部
の
関
係
上
に
お
い
て

は
、
共
有
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
按
分
共
有
者
は
そ
の
持
分
に
応
じ
て
債
権
を
享
有
し
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債
務
を
負
担
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共
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共

有
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有
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按
分
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共
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し
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す
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こ
と
が
で
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る
。
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九
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七
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下
記
に
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た
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情
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一
に
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す
る
と
き
、
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権
利
に
つ
い
て
は
、
按
分
共
有
の
場
合
に
は
、
他
の
約
定
が
あ

る
も
の
を
除
き
、
他
の
按
分
共
有
者
に
よ
り
そ
の
持
分
に
応
じ
て
有
し
、
共
同
共
有
の
場
合
に
は
、
他
の
共
同
共
有
者
に
よ
り
有
す
る

も
の
と
す
る
。

1 

共
有
者
が
そ
の
権
利
を
助
棄
し
た
場
合
。

650 

共
有
関
係
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
四
条

共
有
者
は
協
議
を
通
し
て
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
協
議
が
達
成
で
き
な
か

49 (山梨学院大学〕

っ
た
場
合
に
は
、
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
分
割
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
そ
の
価
値
が
減
損
し
な
い
場
合
に
は
、
実
物
の
分

割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
割
が
不
可
能
、
ま
た
は
分
割
に
よ
り
価
値
が
減
損
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
競
売
ま
た
は
売
却

の
方
法
で
分
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条

按
分
共
有
者
は
そ
の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
按
分
共
有
者
が
そ

法学論集

の
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
占
め
る
持
分
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
他
の
共
有
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て
買
い
い
れ
る
権
利
を
有
す

る

-650-

第
九
十
六
条

共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
よ
り
生
じ
た
債
権
及
び
債
務
は
、
外
部
に
対
す
る
関
係
上
に
お
い
て
は
、
共
有
者
は

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
い
債
権
を
享
有
し
、
債
務
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
有
者
内
部
の
関
係
上
に
お
い
て

は
、
共
有
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
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を
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は
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連
帯
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有
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を
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負
担
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る
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の
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た
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。



651　中華人民共和国物権法（意見徴集稿）

　
2
　
共
有
者
が
死
亡
し
た
あ
と
、
承
継
人
が
い
な
い
場
合
ま
た
は
承
継
人
が
そ
の
相
続
を
放
棄
し
た
場
合
。

　
3
　
遺
贈
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
遺
贈
を
放
棄
し
た
場
合
。

　
第
九
十
八
条
　
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
共
有
者
は
按
分
共
有
も
し
く
は
共
同
共
有
を
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
約
定

が
な
く
、
ま
た
は
そ
の
約
定
が
明
確
で
な
い
場
合
に
は
、
共
有
者
が
夫
婦
関
係
も
し
く
は
家
族
関
係
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
を
按

分
共
有
と
み
な
す
。

　
第
九
十
九
条
　
按
分
共
有
者
が
共
有
の
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
て
保
有
す
る
持
分
に
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
約
定
が
明
確
で
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
出
資
額
に
応
じ
て
決
定
す
る
。
出
資
額
が
確
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
均
等
に
そ
れ
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
一
〇
〇
条
　
二
人
以
上
が
同
一
の
不
動
産
に
つ
い
て
用
益
物
権
を
共
同
で
享
有
す
る
場
合
に
は
、
本
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
第
一
〇
一
条

合
に
は
、
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十
一
章
　
所
有
権
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得
に
関
す
る
特
別
規
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処
分
権
を
有
し
な
い
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
譲
受
人
に
譲
渡
し
た
場
合
、
下
記
に
掲
げ
た
事
情
に
合
致
し
た
場

　
譲
受
人
は
即
時
に
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

譲
受
人
が
譲
渡
を
受
け
た
と
き
譲
渡
者
に
処
分
権
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
。

有
償
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譲
渡
を
し
た
場
合
。

譲
渡
し
た
不
動
産
が
既
に
登
記
さ
れ
、
譲
渡
し
た
動
産
が
既
に
譲
受
人
に
引
渡
さ
れ
た
場
合
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法
律
で
そ
の
譲
渡
を
禁
止
、
ま
た
は
制
限
し
な
い
場
合
。
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5
　
譲
渡
契
約
が
無
効
ま
た
は
取
り
消
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
。

　
当
事
者
が
他
の
物
権
を
善
意
に
取
得
し
た
場
合
に
は
前
項
の
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
〇
二
条
善
意
の
譲
受
人
が
競
売
を
通
じ
、
ま
た
は
経
営
資
格
を
有
す
る
経
営
者
か
ら
窃
盗
物
、
遺
失
物
等
を
購
入
し
た
場
合

に
は
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
は
処
分
権
の
な
い
者
に
対
し
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
譲
受
人

に
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
一
〇
三
条
譲
受
人
が
競
売
を
通
じ
ず
、
ま
た
は
経
営
資
格
を
有
し
な
い
経
営
者
か
ら
窃
盗
物
、
遺
失
物
等
を
購
入
し
た
場
合
に

は
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
は
占
有
を
失
っ
た
日
よ
り
二
年
以
内
に
譲
受
人
に
対
し
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
同
時
に
、
処
分
権
の
な
い
者
に
対
し
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
譲
受
人
は
窃
盗
物
、
遺
失
物
を
返
還
し
た
場
合
に

は
、
処
分
権
の
な
い
者
に
対
し
そ
の
損
害
の
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
〇
四
条
前
条
の
規
定
に
従
い
、
そ
の
返
還
が
請
求
さ
れ
た
窃
盗
物
、
遺
失
物
が
貨
幣
若
し
く
は
無
記
名
の
有
価
証
券
で
あ
る

場
合
に
は
、
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
一
〇
五
条
拾
得
者
は
遺
失
物
を
拾
得
し
た
場
合
に
、
そ
の
遺
失
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
所
有
権
者
、

遺
失
者
に
そ
れ
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
遺
失
物
を
関
連
す
る
機
関
に
渡
す
こ
と
も
で
き
る
。

　
拾
得
者
が
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
に
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
権
利
者
が
そ
れ
を
受
領
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
拾
得
者
は
通
知
を
発
し
た
日
よ
り
六
十
日
以
内
に
当
該
遺
失
物
を
関
係
機
関
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
〇
六
条
拾
得
者
は
遺
失
物
を
拾
得
し
た
場
合
に
は
、
遺
失
物
を
拾
得
し
た
日
よ
り
三
十
日
以
内
に
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な

ど
の
権
利
者
に
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
関
係
機
関
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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譲
渡
契
約
が
無
効
ま
た
は
取
り
消
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
。
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当
事
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他
の
物
権
を
善
意
に
取
得
し
た
場
合
に
は
前
項
の
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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な
ど
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処
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な
い
者
に
対
し
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償
を
請
求
す
る
こ
と
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で
き
る
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た
だ
し
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そ
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譲
受
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に
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返
還
を
請
求
す
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と
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き
な
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は
、
所
有
権
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、
遺
失
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な
ど
の
権
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た
日
よ
り
二
年
以
内
に
譲
受
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還
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請
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す
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遺
失
者
に
そ
れ
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
遺
失
物
を
関
連
す
る
機
関
に
渡
す
こ
と
も
で
き
る
。

拾
得
者
が
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
に
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
権
利
者
が
そ
れ
を
受
領
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
拾
得
者
は
通
知
を
発
し
た
日
よ
り
六
十
日
以
内
に
当
該
遺
失
物
を
関
係
機
関
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一

O
六
条

拾
得
者
は
遺
失
物
を
拾
得
し
た
場
合
に
は
、
遺
失
物
を
拾
得
し
た
日
よ
り
三
十
日
以
内
に
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な

ど
の
権
利
者
に
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、

ま
た
は
そ
れ
を
関
係
機
関
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
〇
七
条
　
関
係
機
関
は
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
適

時
に
本
人
に
対
し
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
不
明
な
と
き
は
、
遺
失
物
を
受

け
取
っ
た
日
よ
り
適
時
に
受
領
公
告
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
〇
八
条
　
拾
得
者
は
遺
失
物
を
関
係
機
関
に
渡
し
、
関
係
機
関
は
遺
失
物
が
受
領
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
遺
失
物
を
適
切
に
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
遺
失
物
が
殿
損
、
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
〇
九
条
　
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
は
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
に
対
し
、
遺
失
物
の

保
管
費
な
ど
必
要
な
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
懸
賞
金
を
つ
け
て
遺
失
物
を
探
し

た
場
合
に
、
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
に
、
そ
の
承
諾
に
基
づ
き
拾
得
者
に
そ
の
懸
賞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
〇
条
　
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
支
払
わ

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
は
、
そ
の
遺
失
物
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
一
一
条
　
拾
得
者
は
遺
失
物
を
不
法
に
占
有
し
た
場
合
に
、
遺
失
物
の
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
二
条
関
係
機
関
が
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
日
よ
り
二
年
以
内
に
そ
れ
を
受
領
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
遺
失
物

は
国
家
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
一
三
条
漂
流
物
を
拾
得
し
、
埋
蔵
物
若
し
く
は
隠
蔵
物
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
遺
失
物
の
拾
得
に
関
す
る
規
定
を
参
照
し

て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
一

O
七
条

時
に
本
人
に
対
し
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
不
明
な
と
き
は
、
遺
失
物
を
受

関
係
機
関
は
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
適

第
一

O
八
条

け
取
っ
た
日
よ
り
適
時
に
受
領
公
告
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

拾
得
者
は
遺
失
物
を
関
係
機
関
に
渡
し
、
関
係
機
関
は
遺
失
物
が
受
領
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
遺
失
物
を
適
切
に
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
遺
失
物
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一

O
九
条

保
管
費
な
ど
必
要
な
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
懸
賞
金
を
つ
け
て
遺
失
物
を
探
し

所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
は
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
に
対
し
、
遺
失
物
の

第

二

O
条

た
場
合
に
、
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
に
、
そ
の
承
諾
に
基
づ
き
拾
得
者
に
そ
の
懸
賞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
支
払
わ
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な
か
っ
た
場
合
に
は
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
は
、
そ
の
遺
失
物
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
一
条

と
が
で
き
な
い
。

第

二

二

条

は
国
家
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

漂
流
物
を
拾
得
し
、
埋
蔵
物
若
し
く
は
隠
蔵
物
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
遺
失
物
の
拾
得
に
関
す
る
規
定
を
参
照
し
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第

二

三

条

て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

拾
得
者
は
遺
失
物
を
不
法
に
占
有
し
た
場
合
に
、
遺
失
物
の
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
請
求
す
る
こ

関
係
機
関
が
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
日
よ
り
二
年
以
内
に
そ
れ
を
受
領
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
遺
失
物

第
一

O
七
条

時
に
本
人
に
対
し
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
不
明
な
と
き
は
、
遺
失
物
を
受

関
係
機
関
は
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
適

第
一

O
八
条

け
取
っ
た
日
よ
り
適
時
に
受
領
公
告
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

拾
得
者
は
遺
失
物
を
関
係
機
関
に
渡
し
、
関
係
機
関
は
遺
失
物
が
受
領
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
遺
失
物
を
適
切
に
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
遺
失
物
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一

O
九
条

保
管
費
な
ど
必
要
な
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
懸
賞
金
を
つ
け
て
遺
失
物
を
探
し

所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
は
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
に
対
し
、
遺
失
物
の

第

二

O
条

た
場
合
に
、
そ
の
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
に
、
そ
の
承
諾
に
基
づ
き
拾
得
者
に
そ
の
懸
賞
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
有
権
者
、
遺
失
者
な
ど
の
権
利
者
が
遺
失
物
を
受
領
す
る
と
き
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
支
払
わ
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な
か
っ
た
場
合
に
は
、
拾
得
者
ま
た
は
関
係
機
関
は
、
そ
の
遺
失
物
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
一
条

と
が
で
き
な
い
。

第

二

二

条

は
国
家
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

漂
流
物
を
拾
得
し
、
埋
蔵
物
若
し
く
は
隠
蔵
物
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
遺
失
物
の
拾
得
に
関
す
る
規
定
を
参
照
し

653 

第

二

三

条

て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

拾
得
者
は
遺
失
物
を
不
法
に
占
有
し
た
場
合
に
、
遺
失
物
の
保
管
費
等
の
必
要
費
用
ま
た
は
報
労
金
を
請
求
す
る
こ

関
係
機
関
が
遺
失
物
を
受
け
取
っ
た
日
よ
り
二
年
以
内
に
そ
れ
を
受
領
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
遺
失
物
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第
一
一
四
条
　
主
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
従
物
は
主
物
と
同
時
に
譲
渡
す
る
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
五
条
　
天
然
果
実
は
用
益
権
者
が
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

　
法
定
果
実
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
約
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
約
定
に
従
い
そ
れ
を
取
得
し
、
当
事
者
間
に
約
定
が
な
い
場
合

は
取
引
の
慣
習
に
従
い
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
三
編
　
用
益
物
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
章
　
一
般
規
定

　
第
一
一
六
条
　
国
家
が
所
有
し
、
ま
た
は
法
に
従
い
集
団
が
所
有
す
る
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資

源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
そ
れ
を
開

発
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
一
七
条
　
国
家
は
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
の
有

償
使
用
制
度
を
実
施
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一654一

654 

第
一
一
四
条

の
限
り
で
は
な
い
。
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第
一
一
五
条

り
で
は
な
い
。

法
定
果
実
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
約
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
約
定
に
従
い
そ
れ
を
取
得
し
、
当
事
者
間
に
約
定
が
な
い
場
合

主
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
従
物
は
主
物
と
同
時
に
譲
渡
す
る
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ

天
然
果
実
は
用
益
権
者
が
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限

は
取
引
の
慣
習
に
従
い
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

法学論集

第

二

六

条

第
三
編

用
益
物
権

第
十
二
章

一
般
規
定

源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
そ
れ
を
開

国
家
が
所
有
し
、
ま
た
は
法
に
従
い
集
団
が
所
有
す
る
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資

第
一
一
七
条

発
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
家
は
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
の
有

償
使
用
制
度
を
実
施
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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一
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の
限
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で
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。
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第
一
一
五
条

り
で
は
な
い
。

法
定
果
実
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
に
約
定
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
約
定
に
従
い
そ
れ
を
取
得
し
、
当
事
者
間
に
約
定
が
な
い
場
合

主
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
従
物
は
主
物
と
同
時
に
譲
渡
す
る
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ

天
然
果
実
は
用
益
権
者
が
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限

は
取
引
の
慣
習
に
従
い
そ
れ
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。
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第

二

六

条

第
三
編

用
益
物
権

第
十
二
章

一
般
規
定

源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
そ
れ
を
開

国
家
が
所
有
し
、
ま
た
は
法
に
従
い
集
団
が
所
有
す
る
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資

第
一
一
七
条

発
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
家
は
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動
物
資
源
の
有

償
使
用
制
度
を
実
施
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

-654-
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第
一
一
八
条
　
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
建
設
用
地
使
用
権
、
探
鉱
権
、
採
鉱
権
、
取
水
権
、
漁
業
権
、
飼
育
権
、
狩
猟
権

を
取
得
す
る
と
き
、
法
律
の
規
定
に
従
い
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
九
条
　
用
益
権
者
は
資
源
保
護
及
び
資
源
に
対
す
る
合
理
的
な
開
発
と
利
用
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
第
一
二
〇
条
　
法
律
は
用
益
権
者
が
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動

物
資
源
に
対
し
、
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
単
位
ま
た
は
個
人
が
い
か
な
る
手
段
を
問
わ
ず
、
そ
の

用
益
物
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

第
十
三
章
　
土
地
の
請
負
経
営
権

　
第
一
二
一
条
土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
、
農
作
物
の
栽
培
、
植
林
、
牧
畜
、
漁
業
に
従
事
す
る
た
め
、
そ
の
請
負
経
営
を
し
て
い

る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
対
し
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
一
二
二
条
農
民
集
団
が
所
有
し
、
ま
た
は
国
家
が
所
有
、
集
団
が
使
用
す
る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
平
合

理
な
形
で
当
該
集
団
経
済
組
織
に
所
属
す
る
家
庭
に
そ
の
請
負
経
営
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
三
条
土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
、
請
負
方
式
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
負
方
式
に
適
し
な
い
荒
山
、
荒

地
、
荒
干
潟
及
び
養
魚
池
、
果
樹
園
な
ど
に
つ
い
て
は
競
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
二
四
条
　
請
負
方
式
並
び
に
当
該
集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
請
負
を
認
め
る
か
否
か
な
ど
を
含
む
土
地
請
負

一655一

第
一
一
八
条

公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
建
設
用
地
使
用
権
、
探
鉱
権
、
採
鉱
権
、
取
水
権
、
漁
業
権
、
飼
育
権
、
狩
猟
権

第
一
一
九
条

を
取
得
す
る
と
き
、
法
律
の
規
定
に
従
い
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
益
権
者
は
資
源
保
護
及
び
資
源
に
対
す
る
合
理
的
な
開
発
と
利
用
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
一
二

O
条

物
資
源
に
対
し
、
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
単
位
ま
た
は
個
人
が
い
か
な
る
手
段
を
問
わ
ず
、
そ
の

法
律
は
用
益
権
者
が
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動

用
益
物
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第

二

二

条

第
十
三
章

-655-

土
地
の
請
負
経
営
権

土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
、
農
作
物
の
栽
培
、
植
林
、
牧
畜
、
漁
業
に
従
事
す
る
た
め
、
そ
の
請
負
経
営
を
し
て
い

る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
対
し
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

農
民
集
団
が
所
有
し
、
ま
た
は
国
家
が
所
有
、
集
団
が
使
用
す
る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
平
合

第
一
二
二
条

第
一
二
三
条

理
な
形
で
当
該
集
団
経
済
組
織
に
所
属
す
る
家
庭
に
そ
の
請
負
経
営
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
、
請
負
方
式
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
負
方
式
に
適
し
な
い
荒
山
、
荒

地
、
荒
干
潟
及
び
養
魚
池
、
果
樹
園
な
ど
に
つ
い
て
は
競
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

655 

第
一
二
四
条

請
負
方
式
並
び
に
当
該
集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
請
負
を
認
め
る
か
否
か
な
ど
を
含
む
土
地
請
負

第
一
一
八
条

公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
建
設
用
地
使
用
権
、
探
鉱
権
、
採
鉱
権
、
取
水
権
、
漁
業
権
、
飼
育
権
、
狩
猟
権

第
一
一
九
条

を
取
得
す
る
と
き
、
法
律
の
規
定
に
従
い
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
益
権
者
は
資
源
保
護
及
び
資
源
に
対
す
る
合
理
的
な
開
発
と
利
用
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
一
二

O
条

物
資
源
に
対
し
、
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
保
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
単
位
ま
た
は
個
人
が
い
か
な
る
手
段
を
問
わ
ず
、
そ
の

法
律
は
用
益
権
者
が
土
地
、
森
林
、
山
峰
、
草
原
、
荒
地
、
干
潟
及
び
鉱
産
資
源
、
水
資
源
、
漁
業
資
源
、
野
生
動

用
益
物
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第

二

二

条

第
十
三
章

-655-

土
地
の
請
負
経
営
権

土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
、
農
作
物
の
栽
培
、
植
林
、
牧
畜
、
漁
業
に
従
事
す
る
た
め
、
そ
の
請
負
経
営
を
し
て
い

る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
対
し
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

農
民
集
団
が
所
有
し
、
ま
た
は
国
家
が
所
有
、
集
団
が
使
用
す
る
耕
地
、
林
地
、
草
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
平
合

第
一
二
二
条

第
一
二
三
条

理
な
形
で
当
該
集
団
経
済
組
織
に
所
属
す
る
家
庭
に
そ
の
請
負
経
営
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
、
請
負
方
式
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
負
方
式
に
適
し
な
い
荒
山
、
荒

地
、
荒
干
潟
及
び
養
魚
池
、
果
樹
園
な
ど
に
つ
い
て
は
競
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
二
四
条

請
負
方
式
並
び
に
当
該
集
団
経
済
組
織
以
外
の
単
位
ま
た
は
個
人
に
請
負
を
認
め
る
か
否
か
な
ど
を
含
む
土
地
請
負
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の
事
務
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
若
し
く
は
構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
五
条
土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
を
も
っ
て
請
負
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

負
経
営
契
約
は
原
則
的
に
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
。

654321
請
負
発
注
者
、
請
負
人
。

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

土
地
の
用
途
。

請
負
経
営
の
期
限
。

農
業
税
な
ど
租
税
及
び
費
用
の
納
付
額
。

争
議
の
解
決
方
法
。

並百目

　
土
地
の
請
負
経
営
権
は
土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
し
、
法
に
従
い
土
地
の
請
負
経
営
権

証
書
を
交
付
す
る
。

　
第
二
一
六
条
　
土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
当
事
者
は
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し

土
地
の
請
負
経
営
権
の
登
記
を
申
し
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
第
一
二
七
条
　
耕
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
と
す
る
。
草
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
五
十
年
と
す
る
。
林
地
の
請
負

経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
七
十
年
と
す
る
。
特
殊
な
樹
木
に
関
す
る
請
負
期
限
に
つ
い
て
は
、
国
務
院
の
林
業
行
政
主
管
機
関
の
許
可

を
経
て
そ
れ
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一656一

656 

の
事
務
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
若
し
く
は
構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
五
条

土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
を
も
っ
て
請
負
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請

49 (山梨学院大学〕

負
経
営
契
約
は
原
則
的
に
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
。

1 

請
負
発
注
者
、
請
負
人
。

2 

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

3 

土
地
の
用
途
。

法学論集

4 

請
負
経
営
の
期
限
。

農
業
税
な
ど
租
税
及
び
費
用
の
納
付
額
。

5 
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6 

争
議
の
解
決
方
法
。

土
地
の
請
負
経
営
権
は
土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
し
、
法
に
従
い
土
地
の
請
負
経
営
権

証
書
を
交
付
す
る
。

第
一
二
六
条

土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
当
事
者
は
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し

土
地
の
請
負
経
営
権
の
登
記
を
申
し
入
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
一
二
七
条

耕
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
と
す
る
。
草
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
五
十
年
と
す
る
。
林
地
の
請
負

経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
七
十
年
と
す
る
。
特
殊
な
樹
木
に
関
す
る
請
負
期
限
に
つ
い
て
は
、
国
務
院
の
林
業
行
政
主
管
機
関
の
許
可

を
経
て
そ
れ
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

656 

の
事
務
は
、
当
該
集
団
経
済
組
織
の
構
成
員
若
し
く
は
構
成
員
代
表
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
五
条

土
地
請
負
経
営
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
を
も
っ
て
請
負
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請

49 (山梨学院大学〕

負
経
営
契
約
は
原
則
的
に
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
。

1 

請
負
発
注
者
、
請
負
人
。

2 

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

3 

土
地
の
用
途
。
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4 

請
負
経
営
の
期
限
。

農
業
税
な
ど
租
税
及
び
費
用
の
納
付
額
。

5 
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6 

争
議
の
解
決
方
法
。

土
地
の
請
負
経
営
権
は
土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
し
、
法
に
従
い
土
地
の
請
負
経
営
権

証
書
を
交
付
す
る
。

第
一
二
六
条

土
地
の
請
負
経
営
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
当
事
者
は
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し

土
地
の
請
負
経
営
権
の
登
記
を
申
し
入
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
一
二
七
条

耕
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
と
す
る
。
草
地
の
請
負
経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
五
十
年
と
す
る
。
林
地
の
請
負

経
営
期
限
は
三
十
年
か
ら
七
十
年
と
す
る
。
特
殊
な
樹
木
に
関
す
る
請
負
期
限
に
つ
い
て
は
、
国
務
院
の
林
業
行
政
主
管
機
関
の
許
可

を
経
て
そ
れ
を
さ
ら
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



657　中華人民共和国物権法（意見徴集稿）

　
第
二
一
八
条
　
土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
土
地
を
合
理
的
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
所
有
権
の
性
格
及
び
土
地
の
用
途
を

変
動
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
水
土
流
失
を
防
ぐ
た
め
に
荒
地
を
開
発
す
る
場
合
に
、
土
地
の
請
負
経
営
者
は
水
土
保
護
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
九
条
　
土
地
の
請
負
経
営
者
は
自
主
経
営
を
す
る
権
利
を
有
し
、
請
負
発
注
者
は
い
か
な
る
方
式
を
問
わ
ず
土
地
の
請
負
経

営
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
〇
条
　
土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
請
負
経
営
の
需
要
か
ら
当
該
土
地
に
必
要
な
付
属
工
作
物
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
属
工
作
物
の
所
有
権
は
土
地
の
請
負
経
営
権
者
に
属
す
る
。

　
土
地
請
負
経
営
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
土
地
上
の
付
属
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
請
負
発
注
者
は
合
理
的
な
価
格
で
そ
れ
を
買

い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
土
地
請
負
経
営
権
者
は
そ
れ
を
収
去
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
＝
三
条
　
土
地
請
負
経
営
権
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
農
業
税
等
の
租
税
及
び
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
負
発

注
者
は
法
律
の
規
定
に
反
し
農
業
税
等
の
租
税
及
び
費
用
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
一
三
二
条
　
土
地
請
負
経
営
権
者
は
法
律
の
規
定
に
符
合
す
る
条
件
下
で
土
地
の
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
二
壬
二
条
土
地
請
負
経
営
権
者
が
土
地
の
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金

に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
契
約
の
有
効
期
限
は
当
事
者
間
で
協
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
そ
れ
は
従
来
の
土
地
請
負
経
営
契
約
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第
一
二
八
条

変
動
し
て
は
な
ら
な
い
。

土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
土
地
を
合
理
的
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
所
有
権
の
性
格
及
び
土
地
の
用
途
を

第
一
二
九
条

水
土
流
失
を
防
ぐ
た
め
に
荒
地
を
開
発
す
る
場
合
に
、
土
地
の
請
負
経
営
者
は
水
土
保
護
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
の
請
負
経
営
者
は
自
主
経
営
を
す
る
権
利
を
有
し
、
請
負
発
注
者
は
い
か
な
る
方
式
を
問
わ
ず
土
地
の
請
負
経

営
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
口

第
一
三

O
条

土
地
の
請
負
経
営
権
者
は
請
負
経
営
の
需
要
か
ら
当
該
土
地
に
必
要
な
付
属
工
作
物
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

付
属
工
作
物
の
所
有
権
は
土
地
の
請
負
経
営
権
者
に
属
す
る
。

土
地
請
負
経
営
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
土
地
上
の
付
属
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
請
負
発
注
者
は
合
理
的
な
価
格
で
そ
れ
を
買

第

二

三

条

い
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
土
地
請
負
経
営
権
者
は
そ
れ
を
収
去
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

土
地
請
負
経
営
権
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
農
業
税
等
の
租
税
及
び
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
請
負
発
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注
者
は
法
律
の
規
定
に
反
し
農
業
税
等
の
租
税
及
び
費
用
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
一
一
三
条

土
地
請
負
経
営
権
者
は
法
律
の
規
定
に
符
合
す
る
条
件
下
で
土
地
の
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
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。
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他
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贈
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し
、
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た
は
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
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な
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者
は
法
律
の
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に
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業
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租
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引
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下
で
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で
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た
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他
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て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
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る
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第
二
一
三
条

土
地
請
負
経
営
権
者
が
土
地
の
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金

に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
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定
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に
は
、
当
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者
は
書
面
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締
結
し
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ら
な
い
。
そ
の
契
約
の
有
効
期
限
は
当
事
者
間
で
協
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
そ
れ
は
従
来
の
土
地
請
負
経
営
契
約
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の
残
余
期
限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
三
四
条
土
地
請
負
経
営
権
者
は
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、

資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
そ
の
変
動
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
三
五
条
土
地
請
負
経
営
権
者
は
当
該
土
地
に
設
定
さ
れ
た
請
負
経
営
権
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
請
負
経
営
権
を

有
す
る
女
性
は
離
婚
し
た
あ
と
請
負
経
営
権
の
分
割
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
分
割
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
土
地
請
負
経
営
権
者
は
隣
接
し
あ
っ
た
土
地
に
設
定
さ
れ
た
請
負
経
営
権
を
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
三
六
条
請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
但
し
、
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
耕
地
ま
た
は
草
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
1
　
請
負
人
が
家
族
全
員
を
都
市
部
に
引
越
し
、
都
市
部
の
社
会
保
障
に
加
入
し
た
場
合
。

　
2
　
請
負
人
の
死
亡
に
よ
り
、
請
負
経
営
の
所
帯
が
な
く
な
っ
た
場
合
。

　
第
二
二
七
条
　
土
地
請
負
経
営
の
有
効
期
限
内
に
、
請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
土
地
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
二
八
条
　
一
部
の
請
負
人
が
自
然
災
害
に
よ
り
土
地
を
失
い
、
一
部
の
請
負
人
の
土
地
が
収
用
さ
れ
、
ま
た
は
郷
村
の
公
共
施

設
及
び
公
益
事
業
の
建
設
に
使
わ
れ
た
場
合
、
土
地
を
失
っ
た
請
負
人
が
土
地
の
収
用
に
対
す
る
補
償
等
費
用
を
放
棄
し
、
耕
作
の
土

地
を
請
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
集
団
経
済
組
織
に
請
負
発
注
の
農
地
が
な
い
場
合
に
は
、
請
負
発
注
者
は
土
地
の
請
負
に
つ

い
て
適
当
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
三
四
条

の
残
余
期
限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
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土
地
請
負
経
営
権
者
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記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、

資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、

ま
た
は
抵
当
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
そ
の
変
動
の
登
記

第
一
三
五
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
請
負
経
営
権
者
は
当
該
土
地
に
設
定
さ
れ
た
請
負
経
営
権
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
請
負
経
営
権
を

有
す
る
女
性
は
離
婚
し
た
あ
と
請
負
経
営
権
の
分
割
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
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そ
れ
を
分
割
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
三
六
条

土
地
請
負
経
営
権
者
は
隣
接
し
あ
っ
た
土
地
に
設
定
さ
れ
た
請
負
経
営
権
を
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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接
し
あ
っ
た
土
地
に
設
定
さ
れ
た
請
負
経
営
権
を
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

-658-

但
し
、
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
耕
地
ま
た
は
草
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

1 

請
負
人
が
家
族
全
員
を
都
市
部
に
引
越
し
、
都
市
部
の
社
会
保
障
に
加
入
し
た
場
合
。

請
負
人
の
死
亡
に
よ
り
、
請
負
経
営
の
所
帯
が
な
く
な
っ
た
場
合
。

2 第
一
三
七
条

第
一
三
八
条

土
地
請
負
経
営
の
有
効
期
限
内
に
、
請
負
発
注
者
は
請
負
経
営
の
土
地
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

設
及
び
公
益
事
業
の
建
設
に
使
わ
れ
た
場
合
、
土
地
を
失
っ
た
請
負
人
が
土
地
の
収
用
に
対
す
る
補
償
等
費
用
を
放
棄
し
、
耕
作
の
土

一
部
の
請
負
人
が
自
然
災
害
に
よ
り
土
地
を
失
い

一
部
の
請
負
人
の
土
地
が
収
用
さ
れ
、

ま
た
は
郷
村
の
公
共
施

地
を
請
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
集
団
経
済
組
織
に
請
負
発
注
の
農
地
が
な
い
場
合
に
は
、
請
負
発
注
者
は
土
地
の
請
負
に
つ

い
て
適
当
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
二
九
条
　
土
地
が
全
部
ま
た
は
一
部
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
土
地
の
請
負
経
営
権
が
設
定
さ
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
四
〇
条
　
土
地
請
負
経
営
権
者
は
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に

は
、
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
登
記
機
関
に
抹
消
の

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
四
一
条
土
地
請
負
経
営
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
四
二
条
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
分
割
、
ま
た
は
併
合
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
者
は
適
時
に
県
級
以
上
の

登
記
機
関
に
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
請
負
発
注
者
は
適
時
に
県

級
以
上
の
登
記
機
関
に
抹
消
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
登
記
機
関
は
土
地
請
負
経
営
権
の
証
書
を
取
り
戻
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
四
三
条
国
家
が
所
有
す
る
農
用
地
に
つ
い
て
請
負
経
営
を
実
施
す
る
場
合
に
は
本
章
の
関
連
す
る
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す

る
。

第
十
四
章
　
建
設
用
地
使
用
権

　
第
一
四
四
条
　
建
設
用
地
使
用
権
者
は
国
家
所
有
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
に
対
し
占
有
、

物
、
工
作
物
及
び
他
の
付
着
物
を
建
築
し
、
そ
れ
を
経
営
す
る
権
利
を
有
す
る
。

使
用
及
び
収
益
を
し
、
当
該
土
地
に
建

一659一

第
一
三
九
条

土
地
が
全
部
ま
た
は
一
部
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
土
地
の
請
負
経
営
権
が
設
定
さ
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

土
地
請
負
経
営
権
者
は
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に

第
一
四

O
条

は
、
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
登
記
機
関
に
抹
消
の

第
一
四
一
条

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
請
負
経
営
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

第
一
四
二
条

登
記
機
関
に
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
請
負
発
注
者
は
適
時
に
県

登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
分
割
、
ま
た
は
併
合
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
者
は
適
時
に
県
級
以
上
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

級
以
上
の
登
記
機
関
に
抹
消
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
登
記
機
関
は
土
地
請
負
経
営
権
の
証
書
を
取
り
戻
さ
な
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一
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第
一
四
四
条

物
、
工
作
物
及
び
他
の
付
着
物
を
建
築
し
、
そ
れ
を
経
営
す
る
権
利
を
有
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
国
家
所
有
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
に
対
し
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
し
、
当
該
土
地
に
建

国
家
が
所
有
す
る
農
用
地
に
つ
い
て
請
負
経
営
を
実
施
す
る
場
合
に
は
本
章
の
関
連
す
る
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す

第
十
四
章

建
設
用
地
使
用
権

第
一
三
九
条

土
地
が
全
部
ま
た
は
一
部
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
土
地
の
請
負
経
営
権
が
設
定
さ
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

土
地
請
負
経
営
権
者
は
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に

第
一
四

O
条

は
、
書
面
に
よ
る
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
登
記
機
関
に
抹
消
の

第
一
四
一
条

登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
請
負
経
営
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

第
一
四
二
条

登
記
機
関
に
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
請
負
発
注
者
は
適
時
に
県

登
記
し
た
土
地
請
負
経
営
権
を
分
割
、
ま
た
は
併
合
し
た
場
合
に
は
、
土
地
請
負
経
営
権
者
は
適
時
に
県
級
以
上
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

級
以
上
の
登
記
機
関
に
抹
消
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
登
記
機
関
は
土
地
請
負
経
営
権
の
証
書
を
取
り
戻
さ
な
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第
一
四
四
条

物
、
工
作
物
及
び
他
の
付
着
物
を
建
築
し
、
そ
れ
を
経
営
す
る
権
利
を
有
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
国
家
所
有
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
に
対
し
占
有
、
使
用
及
び
収
益
を
し
、
当
該
土
地
に
建

国
家
が
所
有
す
る
農
用
地
に
つ
い
て
請
負
経
営
を
実
施
す
る
場
合
に
は
本
章
の
関
連
す
る
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す

第
十
四
章

建
設
用
地
使
用
権
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第
一
四
五
条
建
設
用
地
使
用
権
者
は
地
上
若
し
く
は
地
下
に
高
架
鉄
道
、
地
下
鉄
、
車
庫
を
建
設
し
、
管
線
、
空
中
廊
下
等
の
施

設
を
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
他
の
建
設
用
地
使
用
権
者
の
権
利
行
使
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
四
六
条
　
建
設
用
地
使
用
権
は
有
償
に
そ
れ
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

　
第
一
四
七
条
　
集
団
所
有
の
土
地
を
も
っ
て
郷
村
企
業
を
設
立
し
、
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
使
用
権
を
資
本
金
に
換
算
し
て
企
業

の
設
立
に
投
資
し
、
及
び
郷
村
の
公
共
施
設
、
公
共
事
業
の
建
設
に
土
地
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に

従
い
審
査
許
可
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
四
八
条
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
競
売
、
入
札
、
協
議
及
び
割
当
て
等
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
商
業
、
観
光
、
娯
楽
及
び
分
譲
住
宅
の
建
設
の
た
め
の
用
地
は
競
売
ま
た
は
入
札
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
売
ま
た

は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
協
議
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
四
九
条
　
都
市
部
企
画
内
の
集
団
所
有
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
法
に
従
い
国
有
地
と
し
て
収
用
し
た
後
の
み
、
そ
れ
を

建
設
用
地
使
用
権
と
し
て
有
償
に
払
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
五
〇
条
　
競
売
、
入
札
、
協
議
の
方
法
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
建
設
用
地

使
用
権
の
払
下
げ
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
契
約
の
成
立
時
に
効
力
を
生
じ
る
。
建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む

も
の
と
す
る
。

　
1
　
払
下
げ
人
、
譲
受
人
。

一660一
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第
一
四
五
条

設
を
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
他
の
建
設
用
地
使
用
権
者
の
権
利
行
使
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
は
有
償
に
そ
れ
を
取
得
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の

49 (山梨学院大学〕

第
一
四
六
条

限
り
で
は
な
い
。

第
一
四
七
条

の
設
立
に
投
資
し
、
及
び
郷
村
の
公
共
施
設
、
公
共
事
業
の
建
設
に
土
地
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に

集
団
所
有
の
土
地
を
も
っ
て
郷
村
企
業
を
設
立
し
、
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
使
用
権
を
資
本
金
に
換
算
し
て
企
業

法学論集

建
設
用
地
使
用
権
者
は
地
上
若
し
く
は
地
下
に
高
架
鉄
道
、
地
下
鉄
、
車
庫
を
建
設
し
、
管
線
、
空
中
廊
下
等
の
施

第
一
四
八
条

従
い
審
査
許
可
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
競
売
、
入
札
、
協
議
及
び
割
当
て
等
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

-660-

商
業
、
観
光
、
娯
楽
及
び
分
譲
住
宅
の
建
設
の
た
め
の
用
地
は
競
売
ま
た
は
入
札
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
売
ま
た
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は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
協
議
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
市
部
企
画
内
の
集
団
所
有
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
法
に
従
い
固
有
地
と
し
て
収
用
し
た
後
の
み
、
そ
れ
を

第
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建
設
用
地
使
用
権
と
し
て
有
償
に
払
下
げ
を
す
る
こ
主
が
で
き
る
。

競
売
、
入
札
、
協
議
の
方
法
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
建
設
用
地

使
用
権
の
払
下
げ
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
契
約
の
成
立
時
に
効
力
を
生
じ
る
。
建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む

1 

払
下
げ
人
、
譲
受
人
。
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を
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、
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。
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用
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は
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に
そ
れ
を
取
得
し
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れ
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。
但
し
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に
他
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場
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限
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で
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、
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業
の
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に
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地
を
使
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な
け
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ば
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ら
な
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は
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律
の
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に
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団
所
有
の
土
地
を
も
っ
て
郷
村
企
業
を
設
立
し
、
ま
た
は
集
団
所
有
の
土
地
使
用
権
を
資
本
金
に
換
算
し
て
企
業

法学論集

建
設
用
地
使
用
権
者
は
地
上
若
し
く
は
地
下
に
高
架
鉄
道
、
地
下
鉄
、
車
庫
を
建
設
し
、
管
線
、
空
中
廊
下
等
の
施

第
一
四
八
条

従
い
審
査
許
可
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
競
売
、
入
札
、
協
議
及
び
割
当
て
等
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

-660-

商
業
、
観
光
、
娯
楽
及
び
分
譲
住
宅
の
建
設
の
た
め
の
用
地
は
競
売
ま
た
は
入
札
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
競
売
ま
た

第
一
四
九
条

は
入
札
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
協
議
の
方
法
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
市
部
企
画
内
の
集
団
所
有
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
法
に
従
い
固
有
地
と
し
て
収
用
し
た
後
の
み
、
そ
れ
を

第
一
五

O
条

建
設
用
地
使
用
権
と
し
て
有
償
に
払
下
げ
を
す
る
こ
主
が
で
き
る
。

競
売
、
入
札
、
協
議
の
方
法
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
建
設
用
地

使
用
権
の
払
下
げ
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
契
約
の
成
立
時
に
効
力
を
生
じ
る
。
建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む

1 

払
下
げ
人
、
譲
受
人
。
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第
一
五
一
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

地
使
用
権
者
に
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
五
二
条
建
設
用
地
使
用
権
の
最
低
期
限
は
二
十
年
を
上
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
建
設
用
地
使
用
権
の
最
高
期
限

に
つ
い
て
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従
う
。

　
第
一
五
三
条
建
設
用
地
使
用
権
者
は
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
の
所
有
権
の
性
格
及
び
土
地
の
使
用
用

途
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
の
使
用
用
途
を
変
動
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
の
同
意
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
五
四
条
建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
及
び
契
約
の
約
定
に
従
い
払
下
げ
金
等
の
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

第
一
五
五
条
建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
築
し
た
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
に
つ
い
て
、
相
反
す
る
証
拠

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
所
有
権
は
建
設
用
地
使
用
権
者
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
五
六
条
建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
を
満
た
す
条
件
下
で
、
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
は
そ
れ

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

土
地
の
用
途
。

使
用
期
限
。

払
下
げ
金
等
の
費
用
の
納
付
方
法
。

争
議
の
解
決
方
法
。

　
　
　
　
建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
建
設
用
地
使
用
権
の
登
記

　
　
　
　
　
　
　
。
建
設
用
地
使
用
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
登
記
機
関
は
建
設
用

一661一

3 

土
地
の
用
途
。

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

2 4 

使
用
期
限
。

払
下
げ
金
等
の
費
用
の
納
付
方
法
。

5 

争
議
の
解
決
方
法
。

建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
建
設
用
地
使
用
権
の
登
記

6 第
一
五
一
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設
用
地
使
用
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
登
記
機
関
は
建
設
用

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
五
二
条

地
使
用
権
者
に
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
の
最
低
期
限
は
二
十
年
を
上
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
建
設
用
地
使
用
権
の
最
高
期
限

-661-

第
一
五
三
条

に
つ
い
て
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従
う
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
の
所
有
権
の
性
格
及
び
土
地
の
使
用
用

途
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
の
使
用
用
途
を
変
動
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
の
同
意
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
五
四
条

しユ
o 

第
一
五
五
条

建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
及
び
契
約
の
約
定
に
従
い
払
下
げ
金
等
の
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
築
し
た
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
に
つ
い
て
、
相
反
す
る
証
拠

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
所
有
権
は
建
設
用
地
使
用
権
者
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
を
満
た
す
条
件
下
で
、
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
は
そ
れ
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第
一
五
六
条

3 

土
地
の
用
途
。

土
地
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

2 4 

使
用
期
限
。

払
下
げ
金
等
の
費
用
の
納
付
方
法
。

5 

争
議
の
解
決
方
法
。

建
設
用
地
使
用
権
の
払
下
げ
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
建
設
用
地
使
用
権
の
登
記

6 第
一
五
一
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設
用
地
使
用
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
登
記
機
関
は
建
設
用

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
五
二
条

地
使
用
権
者
に
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
の
最
低
期
限
は
二
十
年
を
上
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
に
建
設
用
地
使
用
権
の
最
高
期
限

-661-

第
一
五
三
条

に
つ
い
て
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従
う
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
土
地
の
所
有
権
の
性
格
及
び
土
地
の
使
用
用

途
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
の
使
用
用
途
を
変
動
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
の
同
意
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
五
四
条

しユ
o 

第
一
五
五
条

建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
及
び
契
約
の
約
定
に
従
い
払
下
げ
金
等
の
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
築
し
た
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
に
つ
い
て
、
相
反
す
る
証
拠

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
所
有
権
は
建
設
用
地
使
用
権
者
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
法
律
の
規
定
を
満
た
す
条
件
下
で
、
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
下
請
け
、
ま
た
は
そ
れ

661 

第
一
五
六
条
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を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
五
七
条
　
建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
相
応
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
契
約
の
有
効
期
限
は
当
事
者
間
で
協
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
従
来
の
建
設
用
地
使
用
権
払
下
げ
契
約
の
残
余
期

限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
五
八
条
　
建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
権
を
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
そ
の
変
動
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
第
一
五
九
条
　
建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当
該
建
設
用
地
に
付
着
し
て
い
る
建
物
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
六
〇
条
　
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
ま
た
は
使
用
権
者
は
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設

及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当

該
建
設
用
地
の
使
用
権
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
六
一
条
建
設
用
地
使
用
権
者
に
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
、
国
家
ま
た
は
集
団
経
済
組
織
は
そ
の
建
設
用

地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
1
　
法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
反
し
土
地
の
使
用
用
途
を
変
更
し
た
場
合
。

　
2
　
二
年
以
上
に
土
地
を
開
発
、
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
。

一662一
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第
一
五
七
条

を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

49 (山梨学院大学〕

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
相
応
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
契
約
の
有
効
期
限
は
当
事
者
間
で
協
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
従
来
の
建
設
用
地
使
用
権
払
下
げ
契
約
の
残
余
期

第
一
五
八
条

限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

法学論集

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
権
を
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
そ
の
変
動
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

しユ。
第
一
五
九
条

建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

-662-

し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当
該
建
設
用
地
に
付
着
し
て
い
る
建
物
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
ま
た
は
使
用
権
者
は
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設

第
一
六

O
条

及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当

第
二
ハ
一
条

該
建
設
用
地
の
使
用
権
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
者
に
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
、
国
家
ま
た
は
集
団
経
済
組
織
は
そ
の
建
設
用

1 
地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

2 

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
反
し
土
地
の
使
用
用
途
を
変
更
し
た
場
合
。

二
年
以
上
に
土
地
を
開
発
、
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
。

'662 
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を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

49 (山梨学院大学〕

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
相
応
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
契
約
の
有
効
期
限
は
当
事
者
間
で
協
議
を
経
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
従
来
の
建
設
用
地
使
用
権
払
下
げ
契
約
の
残
余
期

第
一
五
八
条

限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
者
が
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

法学論集

し
、
他
人
に
贈
与
し
、
ま
た
は
抵
当
権
を
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
そ
の
変
動
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

しユ。
第
一
五
九
条

建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資

-662-

し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当
該
建
設
用
地
に
付
着
し
て
い
る
建
物
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
ま
た
は
使
用
権
者
は
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設

第
一
六

O
条

及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
譲
渡
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
人
と
交
換
し
、
資
本
金
に
換
算
し
て
投
資
し
、
他
人
に
贈
与
し
た
場
合
に
、
当

第
二
ハ
一
条

該
建
設
用
地
の
使
用
権
も
相
応
に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
者
に
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
、
国
家
ま
た
は
集
団
経
済
組
織
は
そ
の
建
設
用

1 
地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

2 

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
反
し
土
地
の
使
用
用
途
を
変
更
し
た
場
合
。

二
年
以
上
に
土
地
を
開
発
、
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
。
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第
一
六
二
条
建
設
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
の
設
定
目
的
が
実
現
で
き
な
い
場
合
に

は
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
六
三
条
　
建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
旨
を
六
ケ
月
前
に
払
下
げ
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
六
四
条
　
建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
六
五
条
建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
を
引
き
続
き
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
期
限
が
到
来
す
る
一
年
前
に
期
限
の
更
新
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
社
会
的
公
共
利
益
に
よ
り
当
該
土
地

を
取
戻
す
必
要
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
払
下
げ
人
は
そ
の
更
新
の
申
請
を
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
六
六
条
建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
の
期
間
更
新
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

土
地
所
有
者
は
当
該
土
地
上
の
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
に
対
し
、
合
理
的
な
価
格
で
そ
れ
を
買
い
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
、
ま
た
は
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
建
物
、
工
作

物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
は
そ
れ
を
収
去
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
一
六
七
条
　
建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
は
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
抹
消
の
登
記
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
機
関
は
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
六
二
条

建
設
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
の
設
定
目
的
が
実
現
で
き
な
い
場
合
に

第
一
六
三
条

は
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
旨
を
六
ヶ
月
前
に
払
下
げ
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

第
一
六
四
条

第
一
六
五
条

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

に
は
、
期
限
が
到
来
す
る
一
年
前
に
期
限
の
更
新
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
社
会
的
公
共
利
益
に
よ
り
当
該
土
地

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
を
引
き
続
き
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
六
六
条

を
取
戻
す
必
要
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
払
下
げ
人
は
そ
の
更
新
の
申
請
を
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
の
期
間
更
新
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

-663-

土
地
所
有
者
は
当
該
土
地
上
の
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
に
対
し
、
合
理
的
な
価
格
で
そ
れ
を
買
い
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
、
ま
た
は
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
建
物
、
工
作

第
一
六
七
条

物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
は
そ
れ
を
収
去
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
は
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
抹
消
の
登
記
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
機
関
は
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
六
二
条

建
設
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
建
設
用
地
使
用
権
の
設
定
目
的
が
実
現
で
き
な
い
場
合
に

第
一
六
三
条

は
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

建
設
用
地
使
用
権
者
は
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
旨
を
六
ヶ
月
前
に
払
下
げ
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
設
用
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

第
一
六
四
条

第
一
六
五
条

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
建
設
用
地
使
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

に
は
、
期
限
が
到
来
す
る
一
年
前
に
期
限
の
更
新
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
社
会
的
公
共
利
益
に
よ
り
当
該
土
地

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
を
引
き
続
き
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
六
六
条

を
取
戻
す
必
要
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
払
下
げ
人
は
そ
の
更
新
の
申
請
を
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
設
用
地
使
用
権
の
期
限
が
到
来
し
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
当
該
土
地
の
期
間
更
新
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

-663-

土
地
所
有
者
は
当
該
土
地
上
の
建
物
、
工
作
物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
に
対
し
、
合
理
的
な
価
格
で
そ
れ
を
買
い
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
、
ま
た
は
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
建
物
、
工
作

第
一
六
七
条

物
、
基
礎
施
設
及
び
他
の
付
着
物
の
所
有
権
者
は
そ
れ
を
収
去
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

建
設
用
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
払
下
げ
人
は
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
抹
消
の
登
記
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
機
関
は
そ
の
建
設
用
地
使
用
権
証
書
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
五
章
　
宅
地
使
用
権

　
第
一
六
八
条
　
宅
地
使
用
権
者
は
集
団
所
有
の
土
地
を
占
有
、
使
用
し
、
当
該
土
地
に
住
宅
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
建
築
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
第
一
六
九
条
　
宅
地
の
取
得
は
郷
鎮
人
民
政
府
の
審
査
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
の
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
宅
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
郷
鎮
土
地
の
全
体
利
用
企
画
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
従
来
の
宅
地
並
び
に
村
内
の

空
地
を
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
七
〇
条
　
村
民
は
農
村
集
団
経
済
組
織
の
分
配
に
よ
り
宅
地
使
用
権
を
取
得
す
る
。
家
族
一
所
帯
に
一
箇
所
の
宅
地
の
み
保
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
七
一
条
　
宅
地
使
用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
宅
地
使
用
権
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権

は
、
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
と
同
時
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
、
独
自
に
そ
れ
を
登
記
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
｝
七
二
条
　
宅
地
使
用
権
は
独
自
に
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
を
譲
渡
す

る
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
七
三
条
　
宅
地
使
用
権
は
抵
当
を
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
に
抵
当
を
設
定
し
、
そ

の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
七
四
条
　
宅
地
使
用
権
者
は
宅
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
宅
地
使
用
権

一664一
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第
一
六
八
条

と
が
で
き
る
。

第
一
六
九
条

宅
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
郷
鎮
土
地
の
全
体
利
用
企
画
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、

で
き
る
だ
け
従
来
の
宅
地
並
び
に
村
内
の
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第
十
五
章

宅
地
使
用
権

宅
地
使
用
権
者
は
集
団
所
有
の
土
地
を
占
有
、
使
用
し
、
当
該
土
地
に
住
宅
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
建
築
す
る
こ

宅
地
の
取
得
は
郷
鎮
人
民
政
府
の
審
査
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
の
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
七

O
条

空
地
を
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

村
民
は
農
村
集
団
経
済
組
織
の
分
配
に
よ
り
宅
地
使
用
権
を
取
得
す
る
。
家
族
一
所
帯
に
一
箇
所
の
宅
地
の
み
保
有

-664-

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
一
条

宅
地
使
用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
宅
地
使
用
権
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権

は
、
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
と
同
時
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
、
独
自
に
そ
れ
を
登
記
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

宅
地
使
用
権
は
独
自
に
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
を
譲
渡
す

第
一
七
二
条

る
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
は
抵
当
を
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
に
抵
当
を
設
定
し
、
そ

第
一
七
三
条

の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
者
は
宅
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
宅
地
使
用
権

第
一
七
四
条

664 49 (山梨学院大学〕

第
一
六
八
条

と
が
で
き
る
。

第
一
六
九
条

宅
地
使
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
郷
鎮
土
地
の
全
体
利
用
企
画
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、

で
き
る
だ
け
従
来
の
宅
地
並
び
に
村
内
の

法学論集

第
十
五
章

宅
地
使
用
権

宅
地
使
用
権
者
は
集
団
所
有
の
土
地
を
占
有
、
使
用
し
、
当
該
土
地
に
住
宅
及
び
そ
の
他
の
付
着
物
を
建
築
す
る
こ

宅
地
の
取
得
は
郷
鎮
人
民
政
府
の
審
査
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
の
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
七

O
条

空
地
を
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。

村
民
は
農
村
集
団
経
済
組
織
の
分
配
に
よ
り
宅
地
使
用
権
を
取
得
す
る
。
家
族
一
所
帯
に
一
箇
所
の
宅
地
の
み
保
有

-664-

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
一
条

宅
地
使
用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
宅
地
使
用
権
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権

は
、
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
と
同
時
に
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
、
独
自
に
そ
れ
を
登
記
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

宅
地
使
用
権
は
独
自
に
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
を
譲
渡
す

第
一
七
二
条

る
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
は
抵
当
を
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
宅
地
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
の
所
有
権
に
抵
当
を
設
定
し
、
そ

第
一
七
三
条

の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
宅
地
使
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
者
は
宅
地
使
用
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
地
使
用
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
宅
地
使
用
権

第
一
七
四
条
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は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
七
五
条
　
宅
地
使
用
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
宅
地
使
用
権
を
譲
渡
ま
た
は
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
再
び
宅
地
の
分
配
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
一
七
六
条
　
郷
村
の
公
共
施
設
及
び
公
益
事
業
の
建
設
の
必
要
に
よ
り
、
農
村
集
団
経
済
組
織
は
県
級
人
民
政
府
の
許
可
を
へ
て

宅
地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
宅
地
使
用
権
者
に
そ
の
損
害
を
補
償
し
、
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
宅

地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
七
七
条
　
宅
地
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
消
滅
す
る
。
農
村
集
団
経
済
組
織
は
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
あ

ら
た
め
て
宅
地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
七
八
条
　
宅
地
使
用
権
が
譲
渡
、
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
で
変
動
の
登
記
若
し
く
は
抹
消
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
章
　
隣
地
利
用
権

　
第
一
七
九
条
　
隣
地
利
用
権
者
は
通
行
、
取
水
、
排
水
、
通
風
、
採
光
、
管
線
の
敷
設
な
ど
の
需
要
に
よ
り
、
自
己
の
土
地
に
便
宜

を
図
り
、
そ
の
利
益
を
高
め
る
た
め
に
、
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
八
○
条
　
土
地
所
有
権
者
は
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
、
宅
地
使
用
権
な

ど
の
権
利
者
も
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一665一

第
一
七
五
条

は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
宅
地
使
用
権
を
譲
渡
ま
た
は
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
再
び
宅
地
の
分
配
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
七
六
条

郷
村
の
公
共
施
設
及
び
公
益
事
業
の
建
設
の
必
要
に
よ
り
、
農
村
集
団
経
済
組
織
は
県
級
人
民
政
府
の
許
可
を
へ
て

宅
地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
宅
地
使
用
権
者
に
そ
の
損
害
を
補
償
し
、
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
宅

第
一
七
七
条

地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宅
地
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
消
滅
す
る
。
農
村
集
団
経
済
組
織
は
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
あ

ら
た
め
て
宅
地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
七
八
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
七
九
条

宅
地
使
用
権
が
譲
渡
、
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
で
変
動
の
登
記
若
し
く
は
抹
消
の
登
記

-665-

第
十
六
章

隣
地
利
用
権

隣
地
利
用
権
者
は
通
行
、
取
水
、
排
水
、
通
風
、
採
光
、
管
線
の
敷
設
な
ど
の
需
要
に
よ
り
、
自
己
の
土
地
に
便
宜

を
図
り
、
そ
の
利
益
を
高
め
る
た
め
に
、
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

土
地
所
有
権
者
は
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
、
宅
地
使
用
権
な

665 

第
一
八

O
条

ど
の
権
利
者
も
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
五
条

は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

宅
地
使
用
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
宅
地
使
用
権
を
譲
渡
ま
た
は
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
再
び
宅
地
の
分
配
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
七
六
条

郷
村
の
公
共
施
設
及
び
公
益
事
業
の
建
設
の
必
要
に
よ
り
、
農
村
集
団
経
済
組
織
は
県
級
人
民
政
府
の
許
可
を
へ
て

宅
地
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
宅
地
使
用
権
者
に
そ
の
損
害
を
補
償
し
、
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
宅

第
一
七
七
条

地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宅
地
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
宅
地
使
用
権
は
消
滅
す
る
。
農
村
集
団
経
済
組
織
は
宅
地
を
無
く
し
た
村
民
に
対
し
あ

ら
た
め
て
宅
地
の
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
七
八
条

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
七
九
条

宅
地
使
用
権
が
譲
渡
、
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
で
変
動
の
登
記
若
し
く
は
抹
消
の
登
記

-665-

第
十
六
章

隣
地
利
用
権

隣
地
利
用
権
者
は
通
行
、
取
水
、
排
水
、
通
風
、
採
光
、
管
線
の
敷
設
な
ど
の
需
要
に
よ
り
、
自
己
の
土
地
に
便
宜

を
図
り
、
そ
の
利
益
を
高
め
る
た
め
に
、
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

土
地
所
有
権
者
は
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
、
宅
地
使
用
権
な

665 

第
一
八

O
条

ど
の
権
利
者
も
隣
地
利
用
権
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
八
一
条
隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、

利
用
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

654321
当
事
者
。

利
用
ま
た
は
利
用
を
受
け
る
土
地
の
位
置
。

利
用
の
目
的
ま
た
は
方
法
。

利
用
の
期
限
。

費
用
及
び
そ
の
支
払
い
方
法
。

争
議
の
解
決
方
法

当
事
者
は
書
面
に
よ
る
隣
地
利
用
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
隣
地

　
隣
地
利
用
権
は
隣
地
利
用
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
時
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。
当
事
者
が
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
隣
地
利

用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
一
八
二
条
土
地
が
利
用
さ
れ
た
権
利
者
は
契
約
の
約
定
に
従
い
隣
地
利
用
権
者
に
よ
る
土
地
の
利
用
を
容
認
し
、
隣
地
利
用
権

を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
八
三
条
隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
、
な
る
べ
く
他
人
の
物
権
に
対
す
る
制
限
を
減
少
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
八
四
条
　
隣
地
利
用
権
の
期
限
は
当
事
者
が
約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
隣
地
利
用
権
の
期
限
は
土
地
請
負
経
営
権
、
建

設
用
地
使
用
権
な
ど
の
用
益
物
権
の
残
余
期
限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一666一
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第
一
八
一
条

隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
隣
地
利
用
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
隣
地

利
用
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

49 (山梨学院大学〕

1 

当
事
者
。

2 

利
用
ま
た
は
利
用
を
受
け
る
土
地
の
位
置
。

3 

利
用
の
目
的
ま
た
は
方
法
。

4 

利
用
の
期
限
。

法学論集

5 

費
用
及
び
そ
の
支
払
い
方
法
。

6 

争
議
の
解
決
方
法

-666-

隣
地
利
用
権
は
隣
地
利
用
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
時
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。
当
事
者
が
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
隣
地
利

用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
八
二
条

土
地
が
利
用
さ
れ
た
権
利
者
は
契
約
の
約
定
に
従
い
隣
地
利
用
権
者
に
よ
る
土
地
の
利
用
を
容
認
し
、
隣
地
利
用
権

を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
八
三
条

隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
、
な
る
べ
く
他
人
の
物
権
に
対
す
る
制
限
を
減
少
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
八
四
条

隣
地
利
用
権
の
期
限
は
当
事
者
が
約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
隣
地
利
用
権
の
期
限
は
土
地
請
負
経
営
権
、
建

設
用
地
使
用
権
な
ど
の
用
益
物
権
の
残
余
期
限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

666 

第
一
八
一
条

隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
隣
地
利
用
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
隣
地

利
用
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

49 (山梨学院大学〕

1 

当
事
者
。

2 

利
用
ま
た
は
利
用
を
受
け
る
土
地
の
位
置
。

3 

利
用
の
目
的
ま
た
は
方
法
。

4 

利
用
の
期
限
。

法学論集

5 

費
用
及
び
そ
の
支
払
い
方
法
。

6 

争
議
の
解
決
方
法

-666-

隣
地
利
用
権
は
隣
地
利
用
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
時
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。
当
事
者
が
登
記
を
請
求
す
る
場
合
に
、
隣
地
利

用
権
者
は
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
善
意
の
第
三
者
に

対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
八
二
条

土
地
が
利
用
さ
れ
た
権
利
者
は
契
約
の
約
定
に
従
い
隣
地
利
用
権
者
に
よ
る
土
地
の
利
用
を
容
認
し
、
隣
地
利
用
権

を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
八
三
条

隣
地
利
用
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
合
理
的
に
土
地
を
利
用
し
、
な
る
べ
く
他
人
の
物
権
に
対
す
る
制
限
を
減
少
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
八
四
条

隣
地
利
用
権
の
期
限
は
当
事
者
が
約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
隣
地
利
用
権
の
期
限
は
土
地
請
負
経
営
権
、
建

設
用
地
使
用
権
な
ど
の
用
益
物
権
の
残
余
期
限
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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第
一
八
五
条
　
隣
地
利
用
権
は
独
自
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
す
る
場
合

に
、
隣
地
利
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
一
八
六
条
　
隣
地
利
用
権
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定

し
、
そ
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
隣
地
利
用
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
八
七
条
　
土
地
請
負
経
営
権
者
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
隣
地
利
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用

地
使
用
権
の
部
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
同
時
に
そ
の
隣
地
利
用
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
八
八
条
　
利
用
さ
れ
た
土
地
に
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
し
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用

権
の
部
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
隣
地
利
用
権
は
譲
受
人
に
対
し
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
八
九
条
　
隣
地
を
有
償
に
利
用
す
る
場
合
に
、
隣
地
利
用
権
者
は
約
定
に
従
い
そ
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
九
〇
条
　
隣
地
利
用
権
者
は
隣
地
利
用
権
を
行
使
す
る
た
め
、
利
用
を
受
け
た
土
地
に
必
要
な
付
属
施
設
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
一
九
一
条
　
利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
隣
地
利
用
権
者
が
構
築
し
た
付
属
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
隣

地
利
用
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
問
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
土
地
の
権
利
者
は
付
属
施
設
の
保
守
費
用
を
分
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
九
二
条
　
利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
そ
の
土
地
を
利
用
す
る
方
法
の
変
動
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
増
加
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
協
議
を
経
て
分
担
す
る
も
の
と
す
る
。
協
議
が
達
成
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
を
受

け
た
土
地
の
権
利
者
は
そ
れ
を
負
担
す
る
。
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第
一
八
五
条

隣
地
利
用
権
は
独
自
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
を
譲
渡
す
る
場
合

に
、
隣
地
利
用
権
は
同
時
に
譲
渡
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

隣
地
利
用
権
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定

第
一
八
六
条

第
一
八
七
条

し
、
そ
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
隣
地
利
用
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。

土
地
請
負
経
営
権
者
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
隣
地
利
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用

第
一
八
八
条

地
使
用
権
の
部
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
同
時
に
そ
の
隣
地
利
用
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

利
用
さ
れ
た
土
地
に
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
し
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
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第
一
八
九
条

権
の
部
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
隣
地
利
用
権
は
譲
受
人
に
対
し
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

隣
地
を
有
償
に
利
用
す
る
場
合
に
、
隣
地
利
用
権
者
は
約
定
に
従
い
そ
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
九

O
条

で
き
る
。

第
一
九
一
条

隣
地
利
用
権
者
は
隣
地
利
用
権
を
行
使
す
る
た
め
、
利
用
を
受
け
た
土
地
に
必
要
な
付
属
施
設
を
構
築
す
る
こ
と
が

地
利
用
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
土
地
の
権
利
者
は
付
属
施
設
の
保
守
費
用
を
分
担

利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
隣
地
利
用
権
者
が
構
築
し
た
付
属
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
隣

第
一
九
二
条

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
そ
の
土
地
を
利
用
す
る
方
法
の
変
動
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
増
加
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
協
議
を
経
て
分
担
す
る
も
の
と
す
る
。
協
議
が
達
成
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
を
受
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独
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を
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す
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隣
地
利
用
権
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同
時
に
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渡
す
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も
の
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す
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。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

隣
地
利
用
権
は
抵
当
を
設
定
す
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が
で
き
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い
。
土
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経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定

第
一
八
六
条

第
一
八
七
条

し
、
そ
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
隣
地
利
用
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。

土
地
請
負
経
営
権
者
、
建
設
用
地
使
用
権
者
が
隣
地
利
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
そ
の
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用

第
一
八
八
条

地
使
用
権
の
部
分
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
同
時
に
そ
の
隣
地
利
用
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

利
用
さ
れ
た
土
地
に
土
地
請
負
経
営
権
、
建
設
用
地
使
用
権
を
設
定
し
、
そ
の
土
地
請
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営
権
、
建
設
用
地
使
用
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れ
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場
合
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用
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人
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束
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有
す
る
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の
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す
る
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す
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場
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そ
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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第
一
九

O
条

で
き
る
。

第
一
九
一
条

隣
地
利
用
権
者
は
隣
地
利
用
権
を
行
使
す
る
た
め
、
利
用
を
受
け
た
土
地
に
必
要
な
付
属
施
設
を
構
築
す
る
こ
と
が

地
利
用
権
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
土
地
の
権
利
者
は
付
属
施
設
の
保
守
費
用
を
分
担

利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
隣
地
利
用
権
者
が
構
築
し
た
付
属
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
隣

第
一
九
二
条

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
そ
の
土
地
を
利
用
す
る
方
法
の
変
動
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
増
加
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
協
議
を
経
て
分
担
す
る
も
の
と
す
る
。
協
議
が
達
成
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
利
用
を
受

667 

け
た
土
地
の
権
利
者
は
そ
れ
を
負
担
す
る
。
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第
一
九
三
条
隣
地
利
用
権
者
に
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
、
利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
隣
地
利
用
関
係

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
隣
地
利
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
1
　
法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
違
反
し
隣
地
利
用
権
を
乱
用
し
た
場
合
。

　
2
　
隣
地
を
有
償
に
利
用
す
る
場
合
に
、
合
理
的
な
期
限
内
で
二
回
の
催
告
を
受
け
て
も
費
用
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
。

　
第
一
九
四
条
　
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
、
隣
地
利
用
権
は
消
滅
す
る
。

　
1
　
隣
地
利
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

　
2
　
利
用
を
受
け
た
土
地
が
自
然
の
変
化
に
よ
り
隣
地
利
用
権
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

　
3
　
隣
地
利
用
権
を
拠
棄
し
た
場
合
。

　
4
　
利
用
を
受
け
た
土
地
ま
た
は
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
た
め
の
土
地
が
滅
失
し
た
場
合
。

　
第
一
九
五
条
登
記
を
し
た
隣
地
利
用
権
が
変
動
、
譲
渡
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
そ

の
変
動
ま
た
は
抹
消
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
七
章
　
典
権

　
第
一
九
六
条
典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
対
し
占
有
、
使
用
と
収
益
の
権
利
を
有
す
る
。

　
第
一
九
七
条
　
典
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
の
内
容
は
下
記
に

掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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第
一
九
三
条

1 
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
隣
地
利
用
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

隣
地
利
用
権
者
に
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
、
利
用
を
受
け
た
土
地
の
権
利
者
は
隣
地
利
用
関
係

49 (山梨学院大学〕

法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
違
反
し
隣
地
利
用
権
を
乱
用
し
た
場
合
。

隣
地
を
有
償
に
利
用
す
る
場
合
に
、
合
理
的
な
期
限
内
で
二
回
の
催
告
を
受
け
て
も
費
用
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
。

2 第
一
九
四
条

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
、
隣
地
利
用
権
は
消
滅
す
る
。

1 

隣
地
利
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。
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利
用
を
受
け
た
土
地
が
自
然
の
変
化
に
よ
り
隣
地
利
用
権
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

2 4 

隣
地
利
用
権
を
拠
棄
し
た
場
合
。

3 

利
用
を
受
け
た
土
地
ま
た
は
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
た
め
の
土
地
が
滅
失
し
た
場
合
。

登
記
を
し
た
隣
地
利
用
権
が
変
動
、
譲
渡
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
そ

-668-

第
一
九
五
条

の
変
動
ま
た
は
抹
消
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
九
六
条

第
一
九
七
条

第
十
七
章

典
権

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
対
し
占
有
、
使
用
と
収
益
の
権
利
を
有
す
る
。

掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

典
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
の
内
容
は
下
記
に
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す
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け
た
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の
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利
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は
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法
律
の
規
定
ま
た
は
契
約
の
約
定
に
違
反
し
隣
地
利
用
権
を
乱
用
し
た
場
合
。

隣
地
を
有
償
に
利
用
す
る
場
合
に
、
合
理
的
な
期
限
内
で
二
回
の
催
告
を
受
け
て
も
費
用
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
。

2 第
一
九
四
条

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
、
隣
地
利
用
権
は
消
滅
す
る
。
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隣
地
利
用
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。
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利
用
を
受
け
た
土
地
が
自
然
の
変
化
に
よ
り
隣
地
利
用
権
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

2 4 

隣
地
利
用
権
を
拠
棄
し
た
場
合
。

3 

利
用
を
受
け
た
土
地
ま
た
は
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
た
め
の
土
地
が
滅
失
し
た
場
合
。

登
記
を
し
た
隣
地
利
用
権
が
変
動
、
譲
渡
ま
た
は
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
適
時
に
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
そ
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第
一
九
五
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の
変
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ま
た
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抹
消
の
登
記
を
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け
れ
ば
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な
い
。

第
一
九
六
条

第
一
九
七
条

第
十
七
章

典
権

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
対
し
占
有
、
使
用
と
収
益
の
権
利
を
有
す
る
。

掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

典
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
の
内
容
は
下
記
に
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54321
　
第
一
九
八
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典

権
は
登
記
簿
に
登
記
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
九
九
条
　
典
権
の
期
限
は
二
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
問
の
約
定
が
二
十
年
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た

部
分
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

　
第
二
〇
〇
条
　
典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
適
切
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
権
者
が
そ
の

義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
典
権
者
は
損

害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
〇
一
条
典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
賃
貸
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
他
人
に
典
権
の
再
設
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
典
権
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
定
期
の
典
権
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
ま
た
は
典
権
再
設
定
の
期
限
は
従
来
の
典
権
契
約
の
残
余
期
限
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
〇
二
条
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
賃
貸
ま
た
は
典
権
の
再
設
定
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、

典
権
者
は
典
権
設
定
者
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

典
権
設
定
者
、
典
権
者
。

家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

典
価
及
び
そ
の
支
払
方
法
。

典
権
の
期
限
。

争
議
の
解
決
方
法
。

　
　
　
　
典
権
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
典
権
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一669一

1 

典
権
設
定
者
、
典
権
者
。

2 

家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

3 

典
価
及
び
そ
の
支
払
方
法
。

4 

典
権
の
期
限
。

5 

争
議
の
解
決
方
法
。

第
一
九
八
条

典
権
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
典
権
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典

権
は
登
記
簿
に
登
記
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
一
九
九
条

典
権
の
期
限
は
二
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
の
約
定
が
二
十
年
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た

-669-
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部
分
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

第
二

O
O条

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
適
切
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
権
者
が
そ
の

義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
血
(
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
典
権
者
は
損

害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二

O
一
条

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
賃
貸
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
他
人
に
典
権
の
再
設
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
典
権
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

定
期
の
典
権
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
ま
た
は
典
権
再
設
定
の
期
限
は
従
来
の
典
権
契
約
の
残
余
期
限
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

669 

第
二

O
二
条

典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
賃
貸
ま
た
は
典
権
の
再
設
定
に
よ
り
損
害
を
受
げ
た
場
合
に
は
、

典
権
者
は
典
権
設
定
者
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

典
権
設
定
者
、
典
権
者
。

2 

家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
位
置
、
面
積
な
ど
。

3 

典
価
及
び
そ
の
支
払
方
法
。

4 

典
権
の
期
限
。

5 

争
議
の
解
決
方
法
。

第
一
九
八
条

典
権
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
典
権
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典

権
は
登
記
簿
に
登
記
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
一
九
九
条

典
権
の
期
限
は
二
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
間
の
約
定
が
二
十
年
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た

-669-
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部
分
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。

第
二

O
O条

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
適
切
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
権
者
が
そ
の

義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
血
(
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
典
権
者
は
損

害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二

O
一
条

典
権
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
賃
貸
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
他
人
に
典
権
の
再
設
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
典
権
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

定
期
の
典
権
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
ま
た
は
典
権
再
設
定
の
期
限
は
従
来
の
典
権
契
約
の
残
余
期
限
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

669 

第
二

O
二
条

典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
が
賃
貸
ま
た
は
典
権
の
再
設
定
に
よ
り
損
害
を
受
げ
た
場
合
に
は
、

典
権
者
は
典
権
設
定
者
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
〇
三
条
典
権
設
定
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
買
戻
す
場
合
に
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
設
定
の
典
価
が
従
来
の
典
価
を
上
回
っ
た
場
合
に
、
再
設
定
の
典
権
者
は
従
来
の
典
権
者
に
対
し
そ
の
超

過
し
た
部
分
の
典
価
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
も
っ
て
典
権
設
定
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
〇
四
条
　
典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て

買
い
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

　
典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
他
人
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
典
権
は
そ
の
譲
渡
か
ら
影
響
を
受
け

ず
、
譲
受
人
は
典
権
設
定
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
〇
五
条
典
権
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
典
権
を
再
設
定
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
場
合

に
、
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
典
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
登
記
簿
に
記
載
し
た
と
き
よ
り
譲
受
人
は
典
権
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
〇
六
条
　
典
権
者
の
過
失
に
よ
り
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合

に
、
典
権
者
は
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
典
価
は
賠
償
の
費
用
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
不
可
抗
力
に
よ
り
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
典
権
者
と
典

権
設
定
者
は
そ
の
損
害
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
〇
七
条
　
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
再

一670一

第
二

O
三
条

670 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
設
定
の
典
価
が
従
来
の
典
価
を
上
回
っ
た
場
合
に
、
再
設
定
の
典
権
者
は
従
来
の
典
権
者
に
対
し
そ
の
超

典
権
設
定
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
買
戻
す
場
合
に
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
返
還

49 (山梨学院大学〕

と
が
で
き
な
い
。

過
し
た
部
分
の
典
価
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
も
っ
て
典
権
設
定
者
に
対
抗
す
る
こ

第
二

O
四
条

買
い
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て

法学論集

典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
他
人
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
典
権
は
そ
の
譲
渡
か
ら
影
響
を
受
け

第
二

O
五
条

ず
、
譲
受
人
は
典
権
設
定
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

典
権
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
典
権
を
再
設
定
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
場
合

-670-

に
、
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二

O
六
条

典
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
登
記
簿
に
記
載
し
た
と
き
よ
り
譲
受
人
は
典
権
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

典
権
者
の
過
失
に
よ
り
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合

に
、
典
権
者
は
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
典
価
は
賠
償
の
費
用
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き

る
不
可
抗
力
に
よ
り
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
典
権
者
と
典

第
二

O
七
条

権
設
定
者
は
そ
の
損
害
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
再

第
二

O
三
条

670 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
設
定
の
典
価
が
従
来
の
典
価
を
上
回
っ
た
場
合
に
、
再
設
定
の
典
権
者
は
従
来
の
典
権
者
に
対
し
そ
の
超

典
権
設
定
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
買
戻
す
場
合
に
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
返
還

49 (山梨学院大学〕

と
が
で
き
な
い
。

過
し
た
部
分
の
典
価
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
再
設
定
の
典
権
者
は
そ
れ
を
も
っ
て
典
権
設
定
者
に
対
抗
す
る
こ

第
二

O
四
条

買
い
入
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
優
先
し
て

法学論集

典
権
設
定
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
他
人
に
譲
渡
し
た
場
合
に
、
典
権
は
そ
の
譲
渡
か
ら
影
響
を
受
け

第
二

O
五
条

ず
、
譲
受
人
は
典
権
設
定
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

典
権
者
が
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
に
典
権
を
再
設
定
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
場
合

-670-

に
、
変
動
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二

O
六
条

典
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
登
記
簿
に
記
載
し
た
と
き
よ
り
譲
受
人
は
典
権
者
の
地
位
を
引
き
受
け
た
も
の
と
す
る
。

典
権
者
の
過
失
に
よ
り
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合

に
、
典
権
者
は
そ
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
典
価
は
賠
償
の
費
用
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き

る
不
可
抗
力
に
よ
り
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
典
権
者
と
典

第
二

O
七
条

権
設
定
者
は
そ
の
損
害
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
典
権
者
は
そ
れ
を
再
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建
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
再
建
の
費
用
が
滅
失
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
価
格
を
上
回
っ
た
場
合
に
は
、
典
権
設
定
者
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
典
権
者
の
過
失
に
よ
り
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
滅
失
し
た
場
合
に
、
再
建
の
費
用

は
典
権
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
不
可
抗
力
に
よ
り
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が

滅
失
し
た
場
合
に
は
、
再
建
費
用
は
典
権
者
と
典
権
設
定
者
が
そ
れ
を
合
理
的
に
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
〇
八
条
典
権
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
は
、
典
権
設
定
者
は
典
価
を
返
還
し
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附

着
物
を
買
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
典
権
の
期
限
が
到
来
し
た
後
二
年
以
内
に
、
典
権
設
定
者
が
典
価
を
返
還
し
、
買
戻
を
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
典
権
者
は
典

権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
〇
九
条
　
典
権
の
期
限
に
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
そ
の
約
定
が
不
明
確
な
場
合
に
は
、
典
権
設
定
者
は
随
時
に
典
価
を
返
還

し
、
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
買
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
典
権
を
設
定
し
た
と
き
よ
り
二
十
年
以
内
に
、
典
権
設
定
者
が
典
価
を
返
還
し
、
買
戻
し
を
実
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
典
権
者

は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
一
二
〇
条
　
典
権
設
定
者
は
典
権
を
設
定
し
た
家
屋
及
び
そ
の
他
の
附
着
物
を
買
戻
す
場
合
に
は
、
六
箇
月
前
に
そ
の
旨
を
典
権

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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権
を
設
定
し
た
家
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及
び
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他
の
附
着
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の
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取
得
し
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す
る
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第
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典
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第
十
八
章
　
居
住
権

　
第
二
二
条
居
住
権
者
は
他
人
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
し
、
占
有
、
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
二
一
二
条
居
住
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
遺
言
ま
た
は
遺
贈
に
基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
契
約
の
約
定
に
基
づ
く
こ
と

も
で
き
る
。

　
遺
言
、
遺
贈
ま
た
は
契
約
に
基
づ
き
居
住
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
居
住
権
の
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
居
住
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
二
二
条
　
居
住
権
者
は
家
屋
を
合
理
的
に
使
用
し
、
入
居
す
る
家
屋
の
日
常
の
保
守
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
居
住
権
者
は
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
を
占
有
、
使
用
す
る
場
合
に
、
使
用
料
を
支
払
わ
ず
、
重
大
な
修
繕
費
用
を
負
担
し
な
く
て
も

よ
い
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
一
四
条
　
居
住
権
は
譲
渡
し
、
相
続
の
目
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
居
住
権
者
は
入
居
し
た
家
屋
を
賃
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
一
五
条
　
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
の
所
有
権
者
は
、
居
住
権
者
が
そ
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
す
る
占
有
、
使
用
の
権
利

を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
居
住
権
者
は
一
部
分
の
家
屋
に
対
し
専
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
当
該
家
屋
の
公
用
部
分
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
一
六
条
　
居
住
権
を
設
定
し
た
後
、
当
該
家
屋
の
所
有
権
者
が
変
化
し
た
場
合
に
は
、
居
住
権
に
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
も
の
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場
合
に
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登
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機
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登
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し
な
け
れ

法学論集

第
十
八
章

居
住
権

居
住
権
者
は
他
人
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
し
、
占
有
、
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

居
住
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
遺
言
ま
た
は
遺
贈
に
基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
契
約
の
約
定
に
基
づ
く
こ
と

第
二
一
三
条

ば
な
ら
な
い
。
居
住
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

居
住
権
者
は
家
屋
を
合
理
的
に
使
用
し
、
入
居
す
る
家
屋
の
日
常
の
保
守
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

居
住
権
者
は
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
を
占
有
、
使
用
す
る
場
合
に
、
使
用
料
を
支
払
わ
ず
、
重
大
な
修
繕
費
用
を
負
担
し
な
く
て
も

第
二
一
四
条

よ
い
。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

居
住
権
は
譲
渡
し
、
相
続
の
目
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

居
住
権
者
は
入
居
し
た
家
屋
を
賃
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
一
五
条

家
屋
及
び
他
の
附
着
物
の
所
有
権
者
は
、
居
住
権
者
が
そ
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
す
る
占
有
、
使
用
の
権
利

を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
六
条

居
住
権
者
は
一
部
分
の
家
屋
に
対
し
専
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
当
該
家
屋
の
公
用
部
分
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

居
住
権
を
設
定
し
た
後
、
当
該
家
屋
の
所
有
権
者
が
変
化
し
た
場
合
に
は
、
居
住
権
に
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
も
の

672 49 (山梨学院大学〕

第

二

二

条

第
二
二
一
条

も
で
き
る
。

遺
言
、
遺
贈
ま
た
は
契
約
に
基
づ
き
居
住
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
登
記
機
関
に
対
し
居
住
権
の
登
記
を
し
な
け
れ

法学論集

第
十
八
章

居
住
権

居
住
権
者
は
他
人
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
し
、
占
有
、
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

居
住
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
遺
言
ま
た
は
遺
贈
に
基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
契
約
の
約
定
に
基
づ
く
こ
と

第
二
一
三
条

ば
な
ら
な
い
。
居
住
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

居
住
権
者
は
家
屋
を
合
理
的
に
使
用
し
、
入
居
す
る
家
屋
の
日
常
の
保
守
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

居
住
権
者
は
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
を
占
有
、
使
用
す
る
場
合
に
、
使
用
料
を
支
払
わ
ず
、
重
大
な
修
繕
費
用
を
負
担
し
な
く
て
も

第
二
一
四
条

よ
い
。
但
し
、
当
事
者
聞
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

居
住
権
は
譲
渡
し
、
相
続
の
目
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

居
住
権
者
は
入
居
し
た
家
屋
を
賃
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
事
者
間
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
一
五
条

家
屋
及
び
他
の
附
着
物
の
所
有
権
者
は
、
居
住
権
者
が
そ
の
家
屋
及
び
他
の
附
着
物
に
対
す
る
占
有
、
使
用
の
権
利

を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
六
条

居
住
権
者
は
一
部
分
の
家
屋
に
対
し
専
用
権
を
有
す
る
場
合
に
、
当
該
家
屋
の
公
用
部
分
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

居
住
権
を
設
定
し
た
後
、
当
該
家
屋
の
所
有
権
者
が
変
化
し
た
場
合
に
は
、
居
住
権
に
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
も
の
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と
す
る
。

　
第
二
】
七
条
　
居
住
権
に
約
定
が
あ
る
場
合
に
そ
の
約
定
に
従
う
。
そ
の
約
定
が
な
く
、

は
、
居
住
権
の
期
限
は
居
住
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
一
八
条
　
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
居
住
権
は
消
滅
す
る
。

5　4　3　2　1

居
住
権
者
が
居
住
権
を
放
棄
し
た
場
合
。

約
定
さ
れ
た
居
住
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

約
定
さ
れ
た
居
住
権
解
除
の
条
件
が
成
就
し
た
場
合
。

不
可
抗
力
に
よ
り
家
屋
が
滅
失
し
た
場
合
。

居
住
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
。

第
十
九
章
　
探
鉱
権
、
採
鉱
権

ま
た
は
そ
の
約
定
が
不
明
確
な
場
合
に

　
第
二
一
九
条
公
民
、
法
人
及
び
そ
の
他
の
組
織
は
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
場
合
に
、
法
律
の
規
定
に
従
い
探
査
の
許
可
証

ま
た
は
採
鉱
の
許
可
証
を
取
得
し
、
主
管
機
関
で
登
記
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
〇
条
　
国
民
経
済
に
重
要
な
価
値
を
有
す
る
鉱
区
、
及
び
国
家
が
保
護
的
な
採
掘
を
実
行
す
る
と
規
定
し
た
特
定
の
鉱
産
を

採
掘
す
る
場
合
に
は
、
国
務
院
の
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
一
二
条
探
鉱
権
者
は
指
定
さ
れ
た
探
査
作
業
区
内
で
規
定
さ
れ
た
探
査
作
業
を
し
、
探
査
作
業
区
内
の
鉱
産
資
源
の
採
鉱
権

一673一

と
す
る
。

第
二
一
七
条

居
住
権
に
約
定
が
あ
る
場
合
に
そ
の
約
定
に
従
う
。
そ
の
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
そ
の
約
定
が
不
明
確
な
場
合
に

は
、
居
住
権
の
期
限
は
居
住
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
一
八
条

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
居
住
権
は
消
滅
す
る
。

1 

居
住
権
者
が
居
住
権
を
放
棄
し
た
場
合
。

約
定
さ
れ
た
居
住
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

2 4 

約
定
さ
れ
た
居
住
権
解
除
の
条
件
が
成
就
し
た
場
合
。

3 

不
可
抗
力
に
よ
り
家
屋
が
滅
失
し
た
場
合
。

居
住
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
。

-673-
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5 第
二
一
九
条

第
十
九
章

探
鉱
権
、
採
鉱
権

公
民
、
法
人
及
び
そ
の
他
の
組
織
は
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
場
合
に
、
法
律
の
規
定
に
従
い
探
査
の
許
可
証

ま
た
は
採
鉱
の
許
可
証
を
取
得
し
、
主
管
機
関
で
登
記
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二

O
条

国
民
経
済
に
重
要
な
価
値
を
有
す
る
鉱
区
、
及
び
国
家
が
保
護
的
な
採
掘
を
実
行
す
る
と
規
定
し
た
特
定
の
鉱
産
を

採
掘
す
る
場
合
に
は
、
国
務
院
の
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

673 

第
二
一
二
条

探
鉱
権
者
は
指
定
さ
れ
た
探
査
作
業
区
内
で
規
定
さ
れ
た
探
査
作
業
を
し
、
探
査
作
業
区
内
の
鉱
産
資
源
の
採
鉱
権

と
す
る
。

第
二
一
七
条

居
住
権
に
約
定
が
あ
る
場
合
に
そ
の
約
定
に
従
う
。
そ
の
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
そ
の
約
定
が
不
明
確
な
場
合
に

は
、
居
住
権
の
期
限
は
居
住
権
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
一
八
条

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
居
住
権
は
消
滅
す
る
。

1 

居
住
権
者
が
居
住
権
を
放
棄
し
た
場
合
。

約
定
さ
れ
た
居
住
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

2 4 

約
定
さ
れ
た
居
住
権
解
除
の
条
件
が
成
就
し
た
場
合
。

3 

不
可
抗
力
に
よ
り
家
屋
が
滅
失
し
た
場
合
。

居
住
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
。
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5 第
二
一
九
条

第
十
九
章

探
鉱
権
、
採
鉱
権

公
民
、
法
人
及
び
そ
の
他
の
組
織
は
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
場
合
に
、
法
律
の
規
定
に
従
い
探
査
の
許
可
証

ま
た
は
採
鉱
の
許
可
証
を
取
得
し
、
主
管
機
関
で
登
記
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二

O
条

国
民
経
済
に
重
要
な
価
値
を
有
す
る
鉱
区
、
及
び
国
家
が
保
護
的
な
採
掘
を
実
行
す
る
と
規
定
し
た
特
定
の
鉱
産
を

採
掘
す
る
場
合
に
は
、
国
務
院
の
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

673 

第
二
一
二
条

探
鉱
権
者
は
指
定
さ
れ
た
探
査
作
業
区
内
で
規
定
さ
れ
た
探
査
作
業
を
し
、
探
査
作
業
区
内
の
鉱
産
資
源
の
採
鉱
権
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を
優
先
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
二
二
条
　
探
鉱
権
者
、
採
鉱
権
者
は
許
可
さ
れ
た
範
囲
内
で
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
し
、
合
理
的
な
採
掘
順
序
、
方
法
と
選

鉱
の
工
程
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
三
条
鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
に
、
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉱
産
資
源
の
採
掘
に

よ
り
、
耕
地
、
草
地
、
林
地
が
殿
損
し
た
場
合
に
は
、
採
鉱
権
者
は
再
開
墾
利
用
、
植
樹
、
植
草
ま
た
は
そ
の
他
の
救
済
措
置
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
四
条
　
探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
経
た

場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
二
五
条
探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
法
律
の
保
護
を
受
け
る
。
他
人
が
無
断
で
採
鉱
権
者
の
鉱
区
内
で
採
鉱
を
し
た
場
合
に
は
、
法

的
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
二
六
条
　
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
補
償
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
章
　
取
水
権

　
第
二
二
七
条
　
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
直
接
に
地
下
ま
た
は
河
川
、
湖
泊
か
ら
取
水
を
す
る
と
き
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一674一
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第
二
二
二
条

を
優
先
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

探
鉱
権
者
、
採
鉱
権
者
は
許
可
さ
れ
た
範
囲
内
で
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
し
、
合
理
的
な
採
掘
順
序
、
方
法
と
選

49 (山梨学院大学〕

第
二
二
三
条

鉱
の
工
程
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
に
、
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉱
産
資
源
の
採
掘
に

よ
り
、
耕
地
、
草
地
、
林
地
が
毅
損
し
た
場
合
に
は
、
採
鉱
権
者
は
再
開
墾
利
用
、
植
樹
、
植
草
ま
た
は
そ
の
他
の
救
済
措
置
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法学論集

第
二
二
四
条

場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
法
律
の
保
護
を
受
け
る
。
他
人
が
無
断
で
採
鉱
権
者
の
鉱
区
内
で
採
鉱
を
し
た
場
合
に
は
、
法

-674-

第
二
二
五
条

探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
経
た

的
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
補
償
責
任
を
負
わ
な
け

第
二
二
六
条

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二
七
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
章

取
水
権

法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
直
接
に
地
下
ま
た
は
河
川
、
湖
泊
か
ら
取
水
を
す
る
と
き
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
な

674 

第
二
二
二
条

を
優
先
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

探
鉱
権
者
、
採
鉱
権
者
は
許
可
さ
れ
た
範
囲
内
で
鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
し
、
合
理
的
な
採
掘
順
序
、
方
法
と
選

49 (山梨学院大学〕

第
二
二
三
条

鉱
の
工
程
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
に
、
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鉱
産
資
源
の
採
掘
に

よ
り
、
耕
地
、
草
地
、
林
地
が
毅
損
し
た
場
合
に
は
、
採
鉱
権
者
は
再
開
墾
利
用
、
植
樹
、
植
草
ま
た
は
そ
の
他
の
救
済
措
置
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法学論集

第
二
二
四
条

場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
法
律
の
保
護
を
受
け
る
。
他
人
が
無
断
で
採
鉱
権
者
の
鉱
区
内
で
採
鉱
を
し
た
場
合
に
は
、
法

-674-

第
二
二
五
条

探
鉱
権
、
採
鉱
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
経
た

的
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鉱
産
資
源
を
探
査
、
採
掘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
損
害
補
償
責
任
を
負
わ
な
け

第
二
二
六
条

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二
七
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
章

取
水
権

法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
直
接
に
地
下
ま
た
は
河
川
、
湖
泊
か
ら
取
水
を
す
る
と
き
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
な
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家
庭
生
活
、
畜
禽
の
飲
用
水
を
取
水
し
、
－
ま
た
は
そ
の
他
の
少
量
の
取
水
を
す
る
場
合
に
は
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
る
必
要
は
な

い
。

第
二
二
八
条
　
新
築
、
拡
張
建
築
、
再
建
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
取
水
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
建
設
機
関
は
主
管
機
関

に
そ
れ
を
報
告
し
取
水
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二
九
条
　
取
水
権
者
は
用
水
を
節
約
し
、
水
の
再
利
用
率
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
二
〇
条
　
取
水
権
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
水
の
料
金
ま
た
は
水
資
源
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
＝
二
条
取
水
権
者
は
引
水
、
蓄
水
、
排
水
を
す
る
場
合
に
、
公
共
の
利
益
と
他
人
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
章
　
漁
業
権

　
第
二
三
二
条
本
法
に
い
う
漁
業
権
と
は
、
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
が
法
律
の
規
定
に
従
い
取
得
し
た
、
水
生
動
物
、
水
生

植
物
を
養
殖
ま
た
は
漁
労
す
る
権
利
を
い
う
。

　
第
二
三
一
二
条
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
が
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
ま
た
は
漁
労
す
る
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
に
従

い
養
殖
証
書
ま
た
は
漁
労
許
可
証
書
を
取
得
し
、
そ
れ
を
主
管
機
関
で
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
三
四
条
　
水
産
の
種
質
資
源
保
護
区
内
で
漁
労
を
す
る
場
合
に
国
務
院
の
主
管
機
関
か
ら
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

養
殖
ま
た
は
そ
の
他
の
特
殊
な
需
要
に
よ
り
、
重
要
な
経
済
価
値
を
有
す
る
苗
種
、
ま
た
は
漁
労
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
卵
子
携
帯
の
親

体
を
漁
労
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
省
級
以
上
人
民
政
府
の
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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O 

家
庭
生
活
、
畜
禽
の
飲
用
水
を
取
水
し
、
ー
ま
た
は
そ
の
他
の
少
量
の
取
水
を
す
る
場
合
に
は
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
る
必
要
は
な

第
二
二
八
条

新
築
、
拡
張
建
築
、
再
建
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
取
水
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
建
設
機
関
は
主
管
機
関

に
そ
れ
を
報
告
し
取
水
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
水
権
者
は
用
水
を
節
約
し
、
水
の
再
利
用
率
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
二
九
条

第
二
三

O
条

第
二
一
三
条

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
二
三
二
条

取
水
権
者
は
法
律
の
規
定
に
従
い
、
水
の
料
金
ま
た
は
水
資
源
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
水
権
者
は
引
水
、
蓄
水
、
排
水
を
す
る
場
合
に
、
公
共
の
利
益
と
他
人
の
適
法
権
益
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
章
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漁
業
権

本
法
に
い
う
漁
業
権
と
は
、
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
が
法
律
の
規
定
に
従
い
取
得
し
た
、
水
生
動
物
、
水
生

植
物
を
養
殖
ま
た
は
漁
労
す
る
権
利
を
い
う
。

公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
が
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
ま
た
は
漁
労
す
る
場
合
に
は
、
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律
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体
を
漁
労
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
省
級
以
上
人
民
政
府
の
主
管
機
関
の
許
可
を
受
貯
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
壬
二
五
条
　
主
管
機
関
が
養
殖
証
書
ま
た
は
漁
労
許
可
書
を
交
付
す
る
場
合
に
、
当
地
の
漁
民
、
当
地
の
漁
業
経
営
企
業
に
優
先

し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
交
付
方
法
は
国
務
院
の
主
管
機
関
が
そ
れ
を
規
定
す
る
。

　
第
二
三
六
条
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
す
る
期
限
は
五
年
か
ら
二
十
年
と
し
、
主
管
機
関
が
水
域
、
干
潟
に
基
づ
い
て
そ
れ

を
決
定
す
る
。
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
期
限
は
五
年
と
す
る
。

　
漁
業
権
者
は
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
、
漁
労
す
る
期
限
が
到
来
す
る
前
六
十
日
以
内
で
主
管
機
関
に
対
し
期
限
の
更
新
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
≡
二
七
条
　
漁
業
権
者
は
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
場
合
に
、
漁
労
許
可
証
に
定
め
ら
れ
た
作
業
の
類
型
、
場
所
、
期

間
、
漁
具
の
数
量
、
漁
労
の
限
定
額
な
ど
の
規
定
を
遵
守
し
、
漁
業
資
源
の
保
護
に
関
す
る
国
家
の
関
連
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
第
壬
二
八
条
　
漁
業
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
た
場

合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
…
二
九
条
　
下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
主
管
機
関
は
漁
業
権
を
変
動
し
、
そ
れ
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
1
　
国
防
建
設
を
行
う
場
合
。

　
2
　
水
面
下
の
石
油
、
鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
。

　
3
　
船
舶
が
通
航
、
錠
泊
す
る
場
合
。

　
4
　
水
面
下
の
管
線
を
敷
設
す
る
場
合
。
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第
二
三
五
条

し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
交
付
方
法
は
国
務
院
の
主
管
機
関
が
そ
れ
を
規
定
す
る
。

水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
す
る
期
限
は
五
年
か
ら
二
十
年
と
し
、
主
管
機
関
が
水
域
、
干
潟
に
基
づ
い
て
そ
れ
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第
二
三
六
条

を
決
定
す
る
。
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
期
限
は
五
年
と
す
る
。

主
管
機
関
が
養
殖
証
書
ま
た
は
漁
労
許
可
書
を
交
付
す
る
場
合
に
、
当
地
の
漁
民
、
当
地
の
漁
業
経
営
企
業
に
優
先

漁
業
権
者
は
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
養
殖
、
漁
労
す
る
期
限
が
到
来
す
る
前
六
十
日
以
内
で
主
管
機
関
に
対
し
期
限
の
更
新
を
申
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第
二
三
七
条

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

漁
業
権
者
は
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
場
合
に
、
漁
労
許
可
証
に
定
め
ら
れ
た
作
業
の
類
型
、
場
所
、
期

問
、
漁
具
の
数
量
、
漁
労
の
限
定
額
な
ど
の
規
定
を
遵
守
し
、
漁
業
資
源
の
保
護
に
関
す
る
国
家
の
関
連
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
三
八
条

漁
業
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
た
場

-676-

合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
主
管
機
関
は
漁
業
権
を
変
動
し
、
そ
れ
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で

第
二
三
九
条

占
。
司
令
。

2 

国
防
建
設
を
行
う
場
合
。

1 

水
面
下
の
石
油
、
鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
。

船
舶
が
通
航
、
錠
泊
す
る
場
合
。

3 

水
面
下
の
管
線
を
敷
設
す
る
場
合
。

4 
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干
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に
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そ
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第
二
三
六
条

を
決
定
す
る
。
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
期
限
は
五
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と
す
る
。

主
管
機
関
が
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ま
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は
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に
、
当
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の
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先

漁
業
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は
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動
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、
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生
植
物
を
養
殖
、
漁
労
す
る
期
限
が
到
来
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前
六
十
日
以
内
で
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管
機
関
に
対
し
期
限
の
更
新
を
申
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第
二
三
七
条

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

漁
業
権
者
は
水
生
動
物
、
水
生
植
物
を
漁
労
す
る
場
合
に
、
漁
労
許
可
証
に
定
め
ら
れ
た
作
業
の
類
型
、
場
所
、
期

問
、
漁
具
の
数
量
、
漁
労
の
限
定
額
な
ど
の
規
定
を
遵
守
し
、
漁
業
資
源
の
保
護
に
関
す
る
国
家
の
関
連
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
三
八
条

漁
業
権
は
譲
渡
、
賃
貸
、
そ
れ
を
抵
当
の
目
的
に
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
主
管
機
関
の
許
可
を
受
け
た
場

-676-

合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

下
記
に
掲
げ
た
事
由
の
一
つ
が
あ
る
場
合
に
は
、
主
管
機
関
は
漁
業
権
を
変
動
し
、
そ
れ
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で

第
二
三
九
条

占
。
司
令
。

2 

国
防
建
設
を
行
う
場
合
。

1 

水
面
下
の
石
油
、
鉱
産
資
源
を
採
掘
す
る
場
合
。

船
舶
が
通
航
、
錠
泊
す
る
場
合
。

3 

水
面
下
の
管
線
を
敷
設
す
る
場
合
。

4 



　
5
　
水
産
資
源
を
保
護
す
る
場
合
。

　
6
　
そ
の
他
の
公
共
利
益
の
需
要
に
よ
る
場
合
。

　
前
項
の
規
定
に
従
い
、
漁
業
権
を
変
動
ま
た
は
終
了
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漁
業
権
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
を

第
二
十
二
章
　
飼
育
権
、
狩
猟
権
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第
二
四
〇
条
　
公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
国
家
に
よ
り
重
点
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
野
生
動
物
を
飼
育
す
る
場
合
に
は
、
主

管
機
関
の
許
可
を
経
て
、
飼
育
及
び
繁
殖
の
許
可
証
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
四
一
条
国
家
に
よ
り
重
点
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
野
生
動
物
を
捕
獲
し
、
そ
れ
を
さ
ば
く
こ
と
を
禁
止
す
る
。
科
学
研
究
、

飼
育
及
び
繁
殖
、
展
示
若
し
く
は
他
の
特
殊
な
需
要
に
よ
り
、
国
家
か
ら
一
級
保
護
と
指
定
さ
れ
た
野
生
動
物
を
捕
獲
す
べ
き
場
合

に
、
国
務
院
の
主
管
機
関
に
対
し
特
別
許
可
の
捕
獲
証
を
申
請
し
、
国
家
か
ら
二
級
保
護
と
指
定
さ
れ
た
野
生
動
物
を
捕
獲
す
べ
き
場

合
に
、
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
の
主
管
機
関
に
対
し
、
特
別
許
可
の
捕
獲
証
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
国
家
か
ら
重
点
的
保
護
と
指
定
さ
れ
て
い
な
い
野
生
動
物
を
捕
獲
す
る
場
合
に
、
主
管
機
関
の
許
可
を
経
て
狩
猟
証
を
取
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
四
二
条
国
家
は
生
態
の
均
衡
を
保
つ
た
め
、
野
生
動
物
の
資
源
を
保
護
し
、
い
か
な
る
単
位
と
個
人
が
不
法
に
野
生
動
物
を

捕
獲
し
、
生
態
を
破
壊
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

一677一

5 

水
産
資
源
を
保
護
す
る
場
合
。

6 

そ
の
他
の
公
共
利
益
の
需
要
に
よ
る
場
合
。

前
項
の
規
定
に
従
い
、
漁
業
権
を
変
動
ま
た
は
終
了
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
漁
業
権
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
補
償
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
章

飼
育
権
、
狩
猟
権

第
二
四

O
条

公
民
、
法
人
ま
た
は
他
の
組
織
は
国
家
に
よ
り
重
点
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
野
生
動
物
を
飼
育
す
る
場
合
に
は
、
主
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管
機
関
の
許
可
を
経
て
、
飼
育
及
び
繁
殖
の
許
可
証
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
四
一
条

国
家
に
よ
り
重
点
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
野
生
動
物
を
捕
獲
し
、
そ
れ
を
さ
ば
く
こ
と
を
禁
止
す
る
。
科
学
研
究
、

飼
育
及
び
繁
殖
、
展
示
若
し
く
は
他
の
特
殊
な
需
要
に
よ
り
、
国
家
か
ら
一
級
保
護
と
指
定
さ
れ
た
野
生
動
物
を
捕
獲
す
べ
き
場
合

に
、
国
務
院
の
主
管
機
関
に
対
し
特
別
許
可
の
捕
獲
証
を
申
請
し
、
国
家
か
ら
二
級
保
護
と
指
定
さ
れ
た
野
生
動
物
を
捕
獲
す
べ
き
場

合
に
、
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
の
主
管
機
関
に
対
し
、
特
別
許
可
の
捕
獲
証
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
家
か
ら
重
点
的
保
護
と
指
定
さ
れ
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い
な
い
野
生
動
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捕
獲
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に
、
主
管
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関
の
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て
狩
猟
証
を
取
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
四
三
条
自
然
保
護
区
、
狩
猟
禁
止
区
並
び
に
狩
猟
禁
止
期
間
内
に
、
野
生
動
物
を
捕
獲
し
、
野
生
動
物
の
生
息
及
び
繁
殖
を

妨
害
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
四
四
条
　
狩
猟
権
者
は
特
別
許
可
の
捕
獲
証
、
狩
猟
証
に
定
め
た
種
類
、
数
量
、
地
点
及
び
期
限
に
基
づ
き
捕
獲
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
四
五
条
　
国
家
か
ら
重
点
的
保
護
と
指
定
さ
れ
て
い
な
い
野
生
動
物
を
飼
育
す
る
権
利
並
び
に
特
別
許
可
の
捕
獲
権
、
狩
猟
権

は
そ
れ
を
譲
渡
、
抵
当
、
賃
貸
の
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
四
六
条
　
野
生
動
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
よ
り
農
作
物
そ
の
他
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
狩
猟
権
者
は
そ
の
補
償
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
編
　
担
保
物
権

一678一

第
二
十
三
章
　
一
般
規
定

　
第
二
四
七
条
　
貸
借
、
売
買
、
貨
物
輸
送
、
加
工
等
の
経
済
活
動
に
お
い
て
、
債
権
者
は
担
保
の
方
法
で
そ
の
債
権
の
実
行
を
保
証

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
法
及
び
他
の
法
律
に
基
づ
き
担
保
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
四
八
条
物
権
担
保
の
範
囲
は
主
債
権
と
そ
の
利
息
、
違
約
金
、
損
害
賠
償
金
並
び
に
物
権
を
実
行
す
る
た
め
の
費
用
を
含
む

第
二
四
三
条
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ば
な
ら
な
い
。

第
二
四
五
条

国
家
か
ら
重
点
的
保
護
と
指
定
さ
れ
て
い
な
い
野
生
動
物
を
飼
育
す
る
権
利
並
び
に
特
別
許
可
の
捕
獲
権
、
狩
猟
権
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は
そ
れ
を
譲
渡
、
抵
当
、
賃
貸
の
目
的
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

野
生
動
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
よ
り
農
作
物
そ
の
他
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
狩
猟
権
者
は
そ
の
補
償
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
四
七
条

第
四
編

担
保
物
権

第
二
十
三
章
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般
規
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借
、
売
冒
(
、
貨
物
輸
送
、
加
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等
の
経
済
活
動
に
お
い
て
、
債
権
者
は
担
保
の
方
法
で
そ
の
債
権
の
実
行
を
保
証

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
法
及
び
他
の
法
律
に
基
づ
き
担
保
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
権
担
保
の
範
囲
は
主
債
権
と
そ
の
利
息
、
違
約
金
、
損
害
賠
償
金
並
び
に
物
権
を
実
行
す
る
た
め
の
費
用
を
含
む

第
二
四
八
条

第
二
四
三
条
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範
囲
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利
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に
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四
八
条
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も
の
と
す
る
。
担
保
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
そ
の
約
定
に
従
う
。

　
第
二
四
九
条
　
第
三
者
は
債
務
者
の
た
め
に
債
権
者
に
担
保
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
に
対
し
そ
の
第
三
者
へ
の
担
保
提
供

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
五
〇
条
　
担
保
契
約
は
主
契
約
の
従
契
約
と
し
、
主
契
約
が
無
効
の
場
合
に
は
担
保
契
約
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。
但
し
、
担

保
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
約
定
に
従
う
。

　
第
二
五
一
条
担
保
物
件
が
殿
損
、
滅
失
し
、
ま
た
は
徴
用
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し

く
は
補
償
金
等
に
つ
い
て
優
先
し
て
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
を
受
け
た
債
権
の
弁
済
期
限
が
到
来
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し
く
は
補
償
金
等
に
つ
き
供
託
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
章
　
抵
当
権

第
一
節
一
般
抵
当
権

　
第
二
五
二
条
本
法
に
言
う
抵
当
と
は
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
財
産
の
占
有
を
移
転
せ
ず
、

こ
と
を
言
う
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

れ
を
競
売
、
売
却
し
た
価
額
に
つ
い
て
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
五
三
条
下
記
に
掲
げ
た
財
産
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
財
産
を
債
権
の
担
保
に
す
る

当
該
財
産
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ

一679一

第
二
四
九
条

も
の
と
す
る
。
担
保
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
そ
の
約
定
に
従
う
。

第
三
者
は
債
務
者
の
た
め
に
債
権
者
に
担
保
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
に
対
し
そ
の
第
三
者
へ
の
担
保
提
供

第
二
五

O
条

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

担
保
契
約
は
主
契
約
の
従
契
約
と
し
、
主
契
約
が
無
効
の
場
合
に
は
担
保
契
約
は
無
効
な
も
の
と
す
る
。
但
し
、
担

保
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
約
定
に
従
う
。

第
二
五
一
条

担
保
物
件
が
段
損
、
滅
失
し
、
ま
た
は
徴
用
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し

く
は
補
償
金
等
に
つ
い
て
優
先
し
て
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
を
受
け
た
債
権
の
弁
済
期
限
が
到
来
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し
く
は
補
償
金
等
に
つ
き
供
託
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
節

第
二
五
二
条

こ
と
を
言
う
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
財
産
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ

本
法
に
言
う
抵
当
と
は
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
財
産
の
占
有
を
移
転
せ
ず
、
そ
の
財
産
を
債
権
の
担
保
に
す
る

第
二
十
四
章
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、
滅
失
し
、
ま
た
は
徴
用
さ
れ
た
場
合
に
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し

く
は
補
償
金
等
に
つ
い
て
優
先
し
て
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
を
受
け
た
債
権
の
弁
済
期
限
が
到
来
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
権
利
者
は
当
該
担
保
物
件
の
保
険
金
、
賠
償
金
若
し
く
は
補
償
金
等
に
つ
き
供
託
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
一
節

第
二
五
二
条

こ
と
を
言
う
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
財
産
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ

本
法
に
言
う
抵
当
と
は
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
財
産
の
占
有
を
移
転
せ
ず
、
そ
の
財
産
を
債
権
の
担
保
に
す
る

第
二
十
四
章

-679-

抵
当
権

一
般
抵
当
権

679 

第
二
五
三
条

れ
を
競
売
、
売
却
し
た
価
額
に
つ
い
て
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
記
に
掲
げ
た
財
産
は
抵
当
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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6　5　4　3　2　1

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
国
有
地
の
使
用
権
、
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
国
有
の
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
請
負
を
し
、
且
つ
請
負
発
注
者
か
ら
抵
当
権
の
設
定
を
認
め
ら
れ
た
土
地
請
負
経
営
権
。

法
に
基
づ
き
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
財
産
。

　
抵
当
権
設
定
者
は
前
記
に
掲
げ
た
財
産
を
一
括
し
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
五
四
条
　
法
に
基
づ
き
取
得
し
た
国
有
地
上
の
家
屋
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
家
屋
が
使
用
し
て
い
る
範
囲
内

の
国
有
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

　
払
下
げ
方
法
で
取
得
し
た
国
有
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
時
に
存
在
し
た
当
該
国
有
地
上
の
家
屋

も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
郷
（
鎮
）
、
村
企
業
の
土
地
使
用
権
は
独
自
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
郷
（
鎮
）
、
村
企
業
の
家
屋
等
の
建
築
物
に

抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
建
物
が
占
用
し
て
い
る
範
囲
内
の
土
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
五
五
条
　
当
事
者
が
建
築
予
定
ま
た
は
建
築
中
の
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、

本
法
の
規
定
に
従
い
予
告
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
告
登
記
を
受
け
た
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
が
建
設
終
了

後
の
合
理
的
期
限
内
で
、
正
式
な
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
五
六
条
　
抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
書
面
に
よ
る
抵
当
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一680一

1 

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

680 

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

2 

49 C山梨学院大学〕

3 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
固
有
地
の
使
用
権
、
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

4 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
固
有
の
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

5 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
請
負
を
し
、
且
つ
請
負
発
注
者
か
ら
抵
当
権
の
設
定
を
認
め
ら
れ
た
土
地
請
負
経
営
権
。

6 

法
に
基
づ
き
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
財
産
。

法学論集

抵
当
権
設
定
者
は
前
記
に
掲
げ
た
財
産
を
一
括
し
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
に
基
づ
き
取
得
し
た
固
有
地
上
の
家
屋
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
家
屋
が
使
用
し
て
い
る
範
囲
内

第
二
五
四
条

-680ー

の
固
有
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

払
下
げ
方
法
で
取
得
し
た
固
有
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
-
設
定
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
時
に
存
在
し
た
当
該
国
有
地
上
の
家
屋

も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
土
地
使
用
権
は
独
自
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
家
屋
等
の
建
築
物
に

抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
建
物
が
占
用
し
て
い
る
範
囲
内
の
土
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二
五
五
条

当
事
者
が
建
築
予
定
ま
た
は
建
築
中
の
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、

本
法
の
規
定
に
従
い
予
告
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
告
登
記
を
受
け
た
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
が
建
設
終
了

後
の
合
理
的
期
限
内
で
、
正
式
な
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
五
六
条

抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
書
面
に
よ
る
抵
当
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

680 

抵
当
権
設
定
者
が
所
有
す
る
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

2 

49 C山梨学院大学〕

3 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
固
有
地
の
使
用
権
、
家
屋
と
そ
の
他
の
地
上
定
着
物
。

4 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
処
分
権
を
有
す
る
固
有
の
機
器
、
交
通
及
び
輸
送
工
具
と
そ
の
他
の
財
産
。

5 

抵
当
権
設
定
者
が
法
に
基
づ
き
請
負
を
し
、
且
つ
請
負
発
注
者
か
ら
抵
当
権
の
設
定
を
認
め
ら
れ
た
土
地
請
負
経
営
権
。

6 

法
に
基
づ
き
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
財
産
。
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抵
当
権
設
定
者
は
前
記
に
掲
げ
た
財
産
を
一
括
し
て
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
に
基
づ
き
取
得
し
た
固
有
地
上
の
家
屋
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
家
屋
が
使
用
し
て
い
る
範
囲
内

第
二
五
四
条

-680ー

の
固
有
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

払
下
げ
方
法
で
取
得
し
た
固
有
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
-
設
定
し
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
時
に
存
在
し
た
当
該
国
有
地
上
の
家
屋

も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
土
地
使
用
権
は
独
自
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
家
屋
等
の
建
築
物
に

抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
建
物
が
占
用
し
て
い
る
範
囲
内
の
土
地
使
用
権
も
同
時
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二
五
五
条

当
事
者
が
建
築
予
定
ま
た
は
建
築
中
の
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、

本
法
の
規
定
に
従
い
予
告
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
告
登
記
を
受
け
た
建
物
及
び
価
値
が
高
い
そ
の
他
の
財
産
が
建
設
終
了

後
の
合
理
的
期
限
内
で
、
正
式
な
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
五
六
条

抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
書
面
に
よ
る
抵
当
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
五
七
条

54321
　
　
　
　
抵
当
契
約
は
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

担
保
を
受
け
た
主
債
権
の
種
類
、
数
量
。

債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
期
限
。

抵
当
物
件
の
名
称
、
数
量
、
品
質
、
状
態
、
所
在
地
、
所
有
権
若
し
く
は
使
用
権
の
帰
属
。

抵
当
担
保
の
範
囲
。

当
事
者
が
約
定
す
べ
き
だ
と
思
う
そ
の
他
の
事
項
。

　
抵
当
契
約
が
前
項
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を
欠
け
た
場
合
に
は
そ
れ
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
五
八
条
　
抵
当
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
契
約
の
中
で
、
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
抵

当
権
者
が
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
、
抵
当
物
件
の
所
有
権
を
債
権
者
の
所
有
に
移
転
す
る
旨
の
約
束
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
二
五
九
条
　
当
事
者
が
下
記
に
掲
げ
た
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
関
連
機
関
で
抵
当
物
件
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
1
　
地
上
の
定
着
物
を
有
し
な
い
土
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
た
土
地
管
理

　
　
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

　
2
　
都
市
部
の
不
動
産
ま
た
は
郷
（
鎮
）
、
村
企
業
の
家
屋
等
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が

　
　
規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

　
3
　
土
地
請
負
経
営
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が
規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

　
4
　
立
木
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
林
木
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一681一

第
二
五
七
条

抵
当
契
約
は
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

1 

担
保
を
受
け
た
主
債
権
の
種
類
、
数
量
。

2 

債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
期
限
。

3 

抵
当
物
件
の
名
称
、
数
量
、
品
質
、
状
態
、
所
在
地
、
所
有
権
若
し
く
は
使
用
権
の
帰
属
。

4 

抵
当
担
保
の
範
囲
。

5 

当
事
者
が
約
定
す
べ
き
だ
と
思
う
そ
の
他
の
事
項
。

抵
当
契
約
が
前
項
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を
欠
け
た
場
合
に
は
そ
れ
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
五
八
条

抵
当
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
契
約
の
中
で
、
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
抵

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

当
権
者
が
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
、
抵
当
物
件
の
所
有
権
を
債
権
者
の
所
有
に
移
転
す
る
旨
の
約
束
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
五
九
条

当
事
者
が
下
記
に
掲
げ
た
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
関
連
機
関
で
抵
当
物
件
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

地
上
の
定
着
物
を
有
し
な
い
土
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
た
土
地
管
理

機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

2 

都
市
部
の
不
動
産
ま
た
は
郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
家
屋
等
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が

規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

3 

土
地
請
負
経
営
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が
規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

681 

立
木
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
林
木
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

4 第
二
五
七
条

抵
当
契
約
は
下
記
に
掲
げ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

1 

担
保
を
受
け
た
主
債
権
の
種
類
、
数
量
。

2 

債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
期
限
。

3 

抵
当
物
件
の
名
称
、
数
量
、
品
質
、
状
態
、
所
在
地
、
所
有
権
若
し
く
は
使
用
権
の
帰
属
。

4 

抵
当
担
保
の
範
囲
。

5 

当
事
者
が
約
定
す
べ
き
だ
と
思
う
そ
の
他
の
事
項
。

抵
当
契
約
が
前
項
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を
欠
け
た
場
合
に
は
そ
れ
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
五
八
条

抵
当
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
抵
当
権
設
定
者
と
抵
当
権
者
は
契
約
の
中
で
、
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
抵

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

当
権
者
が
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
、
抵
当
物
件
の
所
有
権
を
債
権
者
の
所
有
に
移
転
す
る
旨
の
約
束
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
五
九
条

当
事
者
が
下
記
に
掲
げ
た
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
記
の
関
連
機
関
で
抵
当
物
件
の
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

地
上
の
定
着
物
を
有
し
な
い
土
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
使
用
権
証
書
を
交
付
し
た
土
地
管
理

機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

2 

都
市
部
の
不
動
産
ま
た
は
郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
家
屋
等
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が

規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

3 

土
地
請
負
経
営
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
人
民
政
府
が
規
定
し
た
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

681 

立
木
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
県
級
以
上
の
林
木
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

4 
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5
　
航
空
機
、
船
舶
、
自
動
車
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
輸
送
工
具
の
登
記
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

　
6
　
企
業
の
設
備
と
そ
の
他
の
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
財
産
所
在
地
の
工
商
行
政
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す

　
　
る
。

　
第
二
六
〇
条
当
事
者
は
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
自
由
意
志
で
抵
当
物
件
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
登
記
機
関
は
抵
当
者
所
在
地
の
公
証
機
関
と
す
る
。

　
第
二
六
一
条
　
抵
当
物
件
の
登
記
を
行
う
場
合
に
、
登
記
機
関
に
対
し
下
記
に
掲
げ
た
書
類
若
し
く
は
そ
の
複
写
本
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
1
　
主
契
約
と
抵
当
契
約
。

　
2
　
抵
当
物
件
の
所
有
権
ま
た
は
使
用
権
証
書
。

　
第
二
六
二
条
　
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

す
る
。
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
抵
当
契
約
が
成
立
し
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。
但

し
、
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従

う
。　

第
二
六
三
条
　
登
記
機
関
の
登
記
資
料
は
閲
覧
、
書
き
写
し
ま
た
は
複
写
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
六
四
条
　
抵
当
権
設
定
者
の
行
為
が
抵
当
物
件
の
価
値
を
減
ら
す
に
足
り
る
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ

の
行
為
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
当
物
件
の
価
値
が
減
少
し
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ
の
抵

当
物
件
の
価
値
を
回
復
さ
せ
、
ま
た
は
そ
の
減
少
し
た
価
値
に
相
当
す
る
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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5 

航
空
機
、
船
舶
、
自
動
車
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
輸
送
工
具
の
登
記
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

682 

る
企
業
の
設
備
と
そ
の
他
の
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
財
産
所
在
地
の
工
商
行
政
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す

6 

49 (山梨学院大学〕

第
二
六

O
条

当
事
者
は
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
自
由
意
志
で
抵
当
物
件
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
登
記
機
関
は
抵
当
者
所
在
地
の
公
証
機
関
と
す
る
。

抵
当
物
件
の
登
記
を
行
う
場
合
に
、
登
記
機
関
に
対
し
下
記
に
掲
げ
た
書
類
若
し
く
は
そ
の
複
写
本
を
提
示
し
な
け

第
二
六
一
条

法学論集

れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

主
契
約
と
抵
当
契
約
。

抵
当
物
件
の
所
有
権
ま
た
は
使
用
権
証
書
。

不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

-682-

2 第
二
六
二
条

す
る
。
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
抵
当
契
約
が
成
立
し
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。
但

フ。し
、
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従

第
二
六
三
条

第
二
六
四
条

登
記
機
関
の
登
記
資
料
は
閲
覧
、
書
き
写
し
ま
た
は
複
写
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

抵
当
権
設
定
者
の
行
為
が
抵
当
物
件
の
価
値
を
減
ら
す
に
足
り
る
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ

の
行
為
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
当
物
件
の
価
値
が
減
少
し
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ
の
抵

ま
た
は
そ
の
減
少
し
た
価
値
に
相
当
す
る
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
物
件
の
価
値
を
回
復
さ
せ
、

5 

航
空
機
、
船
舶
、
自
動
車
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
輸
送
工
具
の
登
記
機
関
で
行
う
も
の
と
す
る
。

682 

る
企
業
の
設
備
と
そ
の
他
の
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
財
産
所
在
地
の
工
商
行
政
管
理
機
関
で
行
う
も
の
と
す

6 

49 (山梨学院大学〕

第
二
六

O
条

当
事
者
は
そ
の
他
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
自
由
意
志
で
抵
当
物
件
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
登
記
機
関
は
抵
当
者
所
在
地
の
公
証
機
関
と
す
る
。

抵
当
物
件
の
登
記
を
行
う
場
合
に
、
登
記
機
関
に
対
し
下
記
に
掲
げ
た
書
類
若
し
く
は
そ
の
複
写
本
を
提
示
し
な
け

第
二
六
一
条

法学論集

れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

主
契
約
と
抵
当
契
約
。

抵
当
物
件
の
所
有
権
ま
た
は
使
用
権
証
書
。

不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と

-682-

2 第
二
六
二
条

す
る
。
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
抵
当
契
約
が
成
立
し
た
と
き
よ
り
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。
但

フ。し
、
登
記
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
規
定
に
従

第
二
六
三
条

第
二
六
四
条

登
記
機
関
の
登
記
資
料
は
閲
覧
、
書
き
写
し
ま
た
は
複
写
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

抵
当
権
設
定
者
の
行
為
が
抵
当
物
件
の
価
値
を
減
ら
す
に
足
り
る
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ

の
行
為
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
当
物
件
の
価
値
が
減
少
し
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
設
定
者
に
対
し
そ
の
抵

ま
た
は
そ
の
減
少
し
た
価
値
に
相
当
す
る
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
物
件
の
価
値
を
回
復
さ
せ
、
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第
二
六
五
条
抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
物
件
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
抵
当
物
件
を
取
得
し
た
後
、
債
務
者
に
代
わ
っ
て
全

部
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
全
債
務
を
弁
済
す
る
価
額

を
供
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
六
六
条
　
債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
当
該
債
権
を
担
保
し
た
抵
当
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
に

他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
六
七
条
　
抵
当
権
者
は
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拠
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拡
棄
し
た
場
合
、
当
該
抵
当
権
の
担
保
す
る
債
権
に
他
の
保
証

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
者
は
抵
当
権
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
、
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
利
益
の
限
度
内
に
限
り
、
そ

の
保
証
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
証
者
が
、
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲

渡
、
施
棄
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
六
八
条
抵
当
権
と
そ
の
担
保
す
る
債
権
は
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
抵
当
権
も
消
滅
し

た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
六
九
条
　
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
抵
当
権
者
は
そ
の
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
者
と
協
議
を
経

て
、
抵
当
物
件
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
価
額
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
に
達
せ
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
人
民
法
院
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
抵
当
物
件
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
、
そ
の
価
額
が
債
権
を
超
え
た
部
分
は
抵
当
権
設
定
者
の
所
有
に
帰

し
、
そ
の
価
額
が
弁
済
に
足
り
な
い
場
合
に
は
債
務
者
は
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

一683一

第
二
六
五
条

部
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
全
債
務
を
弁
済
す
る
価
額

抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
物
件
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
抵
当
物
件
を
取
得
し
た
後
、
債
務
者
に
代
わ
っ
て
全

第
二
六
六
条

を
供
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
当
該
債
権
を
担
保
し
た
抵
当
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
に

第
二
六
七
条

他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

抵
当
権
者
は
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拠
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拠
棄
し
た
場
合
、
当
該
抵
当
権
の
担
保
す
る
債
権
に
他
の
保
証

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
者
は
抵
当
権
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
、
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
利
益
の
限
度
内
に
限
り
、
そ

の
保
証
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
証
者
が
、
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲

-683-
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第
二
六
八
条

渡
、
拠
棄
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

抵
当
権
と
そ
の
担
保
す
る
債
権
は
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
抵
当
権
も
消
滅
し

た
も
の
と
す
る
。

第
二
六
九
条

て
、
抵
当
物
件
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
価
額
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
議
に
達
せ
ら
れ
な

債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
抵
当
権
者
は
そ
の
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
者
と
協
議
を
経

か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
人
民
法
院
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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抵
当
物
件
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
、
そ
の
価
額
が
債
権
を
超
え
た
部
分
は
抵
当
権
設
定
者
の
所
有
に
帰

し
、
そ
の
価
額
が
弁
済
に
足
り
な
い
場
合
に
は
債
務
者
は
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
六
五
条

部
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
全
債
務
を
弁
済
す
る
価
額

抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
物
件
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
は
抵
当
物
件
を
取
得
し
た
後
、
債
務
者
に
代
わ
っ
て
全

第
二
六
六
条

を
供
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
当
該
債
権
を
担
保
し
た
抵
当
権
は
同
時
に
譲
渡
し
た
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者
に

第
二
六
七
条

他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

抵
当
権
者
は
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拠
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
渡
、
拠
棄
し
た
場
合
、
当
該
抵
当
権
の
担
保
す
る
債
権
に
他
の
保
証

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
者
は
抵
当
権
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
、
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
利
益
の
限
度
内
に
限
り
、
そ

の
保
証
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
証
者
が
、
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
放
棄
し
、
ま
た
は
抵
当
権
の
順
位
を
譲
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第
二
七
〇
条
　
債
権
の
弁
済
期
限
が
到
来
せ
ず
、
抵
当
権
設
定
者
が
破
産
を
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
そ
の
抵
当
権
を

実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
七
一
条
都
市
部
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
、
当
該
土
地
に
新
築
し
た
家
屋
は
抵
当
物
件
に
属

し
な
い
も
の
と
す
る
。
抵
当
権
を
設
定
し
た
当
該
不
動
産
を
競
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
法
に
基
づ
き
当
該
土
地
に
新
築
し
た

家
屋
を
抵
当
物
件
と
同
時
に
競
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
新
築
し
た
家
屋
を
競
売
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
、
抵
当
権
者
は
優

先
し
て
そ
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
本
法
の
規
定
に
従
い
、
土
地
請
負
経
営
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
、
ま
た
は
郷
（
鎮
）
、
村
企
業
の
家
屋
等
建
物
が
占
用
す
る
範
囲
内

の
土
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
を
実
行
し
た
後
、
法
定
の
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
、
土
地
の
集
団
所
有

及
び
そ
の
用
途
を
変
動
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
七
二
条
割
当
て
ら
れ
た
国
有
地
使
用
権
を
競
売
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
、
抵
当
権
者
は
、
法
に
基
づ
き
納
付
す
べ
き
土
地

使
用
権
の
払
下
げ
金
に
相
当
す
る
代
金
を
納
付
し
た
後
、
そ
の
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
七
三
条
債
務
者
に
複
数
の
債
権
者
が
あ
る
場
合
、
そ
の
債
務
者
が
特
定
の
債
権
者
と
悪
意
で
結
託
し
、
そ
の
財
産
の
全
部
ま

た
は
一
部
に
そ
の
債
権
者
の
み
抵
当
権
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
債
権
者
の
適
法
権
利
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
他
の
債

権
者
は
人
民
法
院
に
対
し
そ
の
抵
当
権
設
定
行
為
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
七
四
条
　
二
つ
の
抵
当
物
件
が
同
一
の
債
権
を
担
保
し
た
場
合
、
抵
当
権
者
は
中
の
一
つ
ま
た
は
全
部
の
抵
当
物
件
に
つ
い
て

抵
当
権
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
当
事
者
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
七
五
条
　
債
務
者
の
た
め
に
抵
当
担
保
を
設
定
し
た
第
三
者
は
、
抵
当
権
者
が
抵
当
権
を
実
行
し
た
後
、
債
務
者
に
対
し
そ
の

一684一
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市
部
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不
動
産
に
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当
権
を
設
定
す
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約
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後
、
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土
地
に
新
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し
た
家
屋
は
抵
当
物
件
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第
二
七
一
条

し
な
い
も
の
と
す
る
。
抵
当
権
を
設
定
し
た
当
該
不
動
産
を
競
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
法
に
基
づ
き
当
該
土
地
に
新
築
し
た

債
権
の
弁
済
期
限
が
到
来
せ
ず
、
抵
当
権
設
定
者
が
破
産
を
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
そ
の
抵
当
権
を

家
屋
を
抵
当
物
件
と
同
時
に
競
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
新
築
し
た
家
屋
を
競
売
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
、
抵
当
権
者
は
優

先
し
て
そ
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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本
法
の
規
定
に
従
い
、
土
地
請
負
経
営
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
、
ま
た
は
郷
(
鎮
)
、
村
企
業
の
家
屋
等
建
物
が
占
用
す
る
範
囲
内

の
土
地
使
用
権
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
抵
当
権
を
実
行
し
た
後
、
法
定
の
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
、
土
地
の
集
団
所
有

第
二
七
二
条

及
び
そ
の
用
途
を
変
動
し
て
は
な
ら
な
い
。

割
当
て
ら
れ
た
固
有
地
使
用
権
を
競
売
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
、
抵
当
権
者
は
、
法
に
基
づ
き
納
付
す
べ
き
土
地

-684-
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用
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の
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下
げ
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に
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当
す
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代
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し
た
後
、
そ
の
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し
て
受
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数
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者
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債
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そ
の
債
権
者
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み
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設
定
し
た
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に
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債
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適
法
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第
二
七
四
条

権
者
は
人
民
法
院
に
対
し
そ
の
抵
当
権
設
定
行
為
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
の
抵
当
物
件
が
同
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の
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、
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の
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抵
当
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を
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す
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こ
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で
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る
。
但
し
、
当
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者
に
他
の
約
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る
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合
は
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の
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後
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弁
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
根
抵
当
権

　
第
二
七
六
条
本
法
に
言
う
根
抵
当
と
は
、
抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
権
者
と
協
議
を
し
て
最
高
債
権
額
限
度
内
に
、
抵
当
物
件
を
も

っ
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
発
生
し
た
債
権
を
担
保
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
第
二
七
七
条
　
借
款
契
約
は
根
抵
当
契
約
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
債
権
者
と
債
務
者
は
あ
る
商
品
に
つ
い
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
取
引
を
行
う
た
め
に
締
結
し
た
契
約
は
、
根
抵
当
契
約
を
添
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
七
八
条
根
抵
当
担
保
の
債
権
が
確
定
す
る
ま
で
に
、
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
債
務
者
、
根
抵
当
担
保
の

債
権
範
囲
及
び
担
保
の
最
高
限
度
額
を
変
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
担
保
の
最
高
限
度
額

を
変
動
す
る
場
合
に
は
、
後
順
位
に
あ
る
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
七
九
条
根
抵
当
担
保
の
債
権
は
下
記
に
掲
げ
た
事
由
に
基
づ
き
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
1
　
根
抵
当
契
約
が
約
定
し
た
担
保
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

　
2
　
根
抵
当
契
約
に
担
保
の
期
限
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
者
は
当
該
契
約
が
成
立
し
た
日
よ
り
三
年
を
経
過

　
　
し
た
と
き
、
根
抵
当
の
債
権
を
確
定
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
当
該
請
求
を
提
出
し
て
十
日
間
満
了
し
た
場

　
　
合
。

　
3
　
抵
当
権
者
が
訴
訟
を
提
起
し
て
抵
当
権
を
実
行
し
、
ま
た
は
抵
当
物
件
が
封
印
さ
れ
た
場
合
。

一685一

弁
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

第
二
七
六
条

根
抵
当
権

本
法
に
言
う
根
抵
当
と
は
、
抵
当
権
設
定
者
が
抵
当
権
者
と
協
議
を
し
て
最
高
債
権
額
限
度
内
に
、
抵
当
物
件
を
も

っ
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
発
生
し
た
債
権
を
担
保
す
る
こ
と
を
い
う
。

借
款
契
約
は
根
抵
当
契
約
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
七
条

債
権
者
と
債
務
者
は
あ
る
商
品
に
つ
い
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
取
引
を
行
う
た
め
に
締
結
し
た
契
約
は
、
根
抵
当
契
約
を
添
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
七
八
条

債
権
範
囲
及
び
担
保
の
最
高
限
度
額
を
変
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
担
保
の
最
高
限
度
額

根
抵
当
担
保
の
債
権
が
確
定
す
る
ま
で
に
、
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
債
務
者
、
根
抵
当
担
保
の

-685-
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を
変
動
す
る
場
合
に
は
、
後
順
位
に
あ
る
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

根
抵
当
担
保
の
債
権
は
下
記
に
掲
げ
た
事
由
に
基
づ
き
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

1 

根
抵
当
契
約
が
約
定
し
た
担
保
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

根
抵
当
契
約
に
担
保
の
期
限
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
者
は
当
該
契
約
が
成
立
し
た
日
よ
り
三
年
を
経
過

2 
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と
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、
根
抵
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の
債
権
を
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す
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と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
当
該
請
求
を
提
出
し
て
十
日
間
満
了
し
た
場

抵
当
権
者
が
訴
訟
を
提
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し
て
抵
当
権
を
実
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し
、
ま
た
は
抵
当
物
件
が
封
印
さ
れ
た
場
合
。

3 
弁
償
を
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求
す
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と
が
で
き
る
。

第
二
節

第
二
七
六
条

根
抵
当
権

本
法
に
言
う
根
抵
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と
は
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抵
当
権
設
定
者
が
抵
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権
者
と
協
議
を
し
て
最
高
債
権
額
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度
内
に
、
抵
当
物
件
を
も

っ
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
発
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し
た
債
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を
担
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を
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う
。
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款
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は
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契
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を
添
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き
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第
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七
七
条

債
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と
債
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は
あ
る
商
品
に
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い
て
一
定
期
間
内
で
継
続
に
取
引
を
行
う
た
め
に
締
結
し
た
契
約
は
、
根
抵
当
契
約
を
添
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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八
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債
権
範
囲
及
び
担
保
の
最
高
限
度
額
を
変
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
担
保
の
最
高
限
度
額

根
抵
当
担
保
の
債
権
が
確
定
す
る
ま
で
に
、
債
権
者
と
抵
当
権
設
定
者
は
協
議
を
経
て
、
債
務
者
、
根
抵
当
担
保
の

-685-

第
二
七
九
条

を
変
動
す
る
場
合
に
は
、
後
順
位
に
あ
る
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

根
抵
当
担
保
の
債
権
は
下
記
に
掲
げ
た
事
由
に
基
づ
き
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

1 

根
抵
当
契
約
が
約
定
し
た
担
保
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
。

根
抵
当
契
約
に
担
保
の
期
限
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
設
定
者
は
当
該
契
約
が
成
立
し
た
日
よ
り
三
年
を
経
過

2 

685 

ム
口
。 し

た
と
き
、
根
抵
当
の
債
権
を
確
定
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
当
該
請
求
を
提
出
し
て
十
日
間
満
了
し
た
場

抵
当
権
者
が
訴
訟
を
提
起
し
て
抵
当
権
を
実
行
し
、
ま
た
は
抵
当
物
件
が
封
印
さ
れ
た
場
合
。

3 



法学論集　49〔山梨学院大学〕686

　
4
　
債
務
者
ま
た
は
抵
当
権
設
定
者
が
破
産
を
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
。

　
5
　
担
保
を
受
け
た
不
特
定
の
債
権
が
再
び
発
生
す
る
可
能
性
が
な
い
場
合
。

　
第
二
八
○
条
　
根
抵
当
担
保
の
債
権
が
確
定
し
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
定
さ
れ
た
債
権

額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過
し
た
部
分
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

確
定
さ
れ
た
債
権
額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
確
定
し
た
債
権
額
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て

受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
八
一
条
本
節
に
規
定
が
な
い
も
の
は
担
保
法
及
び
本
法
に
定
め
た
一
般
抵
当
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
五
章
　
質
権

第
一
節
　
動
産
質
権

　
第
二
八
二
条
　
本
法
に
言
う
動
産
質
権
と
は
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
そ
の
動
産
の
占
有
を
債
権
者
に
移
転
し
、
そ
の
動
産
を
債

権
の
担
保
と
す
る
も
の
を
い
う
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
当
該
動
産
を
換
価

し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
八
三
条
　
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る
質
権
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
質
権
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
1
　
担
保
を
受
け
た
主
債
権
の
種
類
、
数
量
。

一686一

4 

債
務
者
ま
た
は
抵
当
権
設
定
者
が
破
産
を
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
。
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5 

担
保
を
受
け
た
不
特
定
の
債
権
が
再
び
発
生
す
る
可
能
性
が
な
い
場
合
。
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第
二
八

O
条

根
抵
当
担
保
の
債
権
が
確
定
し
た
場
合
に
、
抵
当
権
者
は
抵
当
権
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
定
さ
れ
た
債
権

額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過
し
た
部
分
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

確
定
さ
れ
た
債
権
額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
確
定
し
た
債
権
額
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て

受
げ
る
も
の
と
す
る
。
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に
規
定
が
な
い
も
の
は
担
保
法
及
び
本
法
に
定
め
た
一
般
抵
当
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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条
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吉
田
う
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産
質
権
と
は
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債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
そ
の
動
産
の
占
有
を
債
権
者
に
移
転
し
、
そ
の
動
産
を
債

権
の
担
保
と
す
る
も
の
を
い
う
。
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
当
該
動
産
を
換
価

し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
二
八
三
条

質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る
質
権
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
権
契
約
は
下
記
の
内
容
を
含
む
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の
と
す
る
。
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担
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受
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た
主
債
権
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類
、
数
量
。
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債
務
者
ま
た
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抵
当
権
設
定
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破
産
を
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
。
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保
を
受
け
た
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定
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債
権
が
再
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す
る
可
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が
な
い
場
合
。
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当
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の
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が
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た
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合
に
、
抵
当
権
者
は
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当
権
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
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さ
れ
た
債
権

額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過
し
た
部
分
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

確
定
さ
れ
た
債
権
額
が
約
定
さ
れ
た
最
高
限
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
は
確
定
し
た
債
権
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い
て
弁
済
を
優
先
し
て

受
げ
る
も
の
と
す
る
。
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に
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田
う
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と
は
、
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務
者
ま
た
は
第
三
者
が
そ
の
動
産
の
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有
を
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に
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転
し
、
そ
の
動
産
を
債
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の
担
保
と
す
る
も
の
を
い
う
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債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
本
法
の
規
定
に
従
い
、
当
該
動
産
を
換
価

し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
て
得
た
価
額
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
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て
受
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る
も
の
と
す
る
。
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三
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定
者
と
質
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者
は
書
面
に
よ
る
質
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契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
権
契
約
は
下
記
の
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類
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数
量
。
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質
権
契
約
が
前
項
の
内
容
を
欠
け
た
場
合
に
は
、

　
第
二
八
四
条

に
、　

第
二
八
五
条

権
契
約
の
中
で
質
権
設
定
者
が
質
権
者
に
代
わ
っ
て
質
物
を
占
有
す
る
こ
と
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
第
二
八
六
条

定
に
従
う
。

　
第
二
八
七
条
　
質
権
者
は
質
権
期
間
に
質
物
を
使
用
し
、
そ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
、
ま
た

は
当
事
者
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
八
八
条
　
質
権
者
は
質
物
を
適
切
に
保
管
す
る
義
務
を
有
す
る
。
保
管
が
適
切
で
な
い
こ
と
に
よ
り
、
質
物
が
滅
失
し
、
ま
た

は
殿
損
し
た
場
合
に
は
、
質
権
者
は
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
質
権
者
が
質
物
を
適
切
に
保
管
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
質
物
が
滅
失
し
、
ま
た
は
殿
損
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
質
権
設

　
　
債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
期
限
。

　
　
質
物
の
名
称
、
数
量
、
品
質
、
状
態
。

　
　
質
権
担
保
の
範
囲
。

　
　
質
物
を
引
渡
す
日
時
。

　
　
当
事
者
が
約
定
す
べ
き
だ
と
認
め
た
そ
の
他
の
事
項
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
契
約
の
中
で
、
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
質
権
者
が
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
場
合

　
質
物
の
所
有
権
を
質
権
者
に
移
転
す
る
旨
の
約
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
質
権
は
質
権
設
定
者
が
質
権
物
の
占
有
を
質
権
者
に
移
転
し
た
し
と
き
よ
り
成
立
し
た
も
の
と
す
る
。
当
事
者
は
、
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
質
権
者
は
質
権
物
の
果
実
を
収
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
質
権
契
約
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
約

23456
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2 

債
務
者
が
債
務
を
履
行
す
る
期
限
。

質
物
の
名
称
、
数
量
、
品
質
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に
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の
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を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

質
権
は
質
権
設
定
者
が
質
権
物
の
占
有
を
質
権
者
に
移
転
し
た
正
き
よ
り
成
立
し
た
も
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と
す
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。
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質
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質
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質
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用
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、
そ
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が
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適
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な
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こ
と
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り
、
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が
滅
失
し
、

は
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損
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場
合
に
は
、
質
権
者
は
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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定
者
は
質
権
者
に
対
し
、
質
物
を
供
託
し
、
ま
た
は
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
そ
の
質
物
を
返
還
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
八
九
条
　
質
物
が
損
壊
し
、
ま
た
は
そ
の
価
値
を
明
ら
か
に
減
少
さ
せ
、
質
権
者
の
権
利
を
害
す
る
に
足
り
る
恐
れ
が
あ
る
場

合
に
は
、
質
権
者
は
質
権
設
定
者
に
対
し
、
相
当
す
る
担
保
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
が
そ
れ
を
提
供
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
質
権
者
は
そ
の
質
物
を
競
売
ま
た
は
売
却
し
、
質
権
設
定
者
と
協
議
を
経
て
、
競
売
ま
た
は
売
却
に
よ
っ
て
得
た

価
額
に
つ
い
て
担
保
さ
れ
た
債
権
に
対
す
る
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
の
価
額
を
質
権
設
定
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
九
〇
条
　
質
権
者
が
質
権
期
間
に
質
物
を
返
還
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
九
一
条
質
権
者
は
質
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
者
が
質
権
を
放
棄
し
、
そ
の
質
権
が
担
保
す
る
債
権
に
他
の
保

証
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
人
は
、
質
権
者
が
喪
失
し
た
、
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
利
益
の
範
囲
内
に
限
っ
て
そ
の
保
証
責
任

を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
保
証
人
は
質
権
者
が
そ
の
質
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
二
九
二
条
　
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
た
場
合
、
ま
た
は
質
権
設
定
者
が
そ
の
担
保
し
た
債
権
に

対
す
る
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
質
権
者
は
質
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
質
権
者
は
弁
済
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
質
権
設
定
者
と
協
議
を
経
て
、
そ
の
質
物
を
換
価

し
、
ま
た
は
法
に
基
づ
き
質
物
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
質
物
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
に
、
そ
の
価
額
が
債
権
の
額
を
超
え
た
部
分
は
そ
れ
を
質
権
設
定
者
の
所

有
に
帰
し
、
不
足
の
部
分
は
債
務
者
が
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
九
三
条
質
権
設
定
者
が
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
、
ま
た
は
到
来
し
た
後
、
質
権
者
に
対
し
適
時
に
そ
の
権
利
を
実
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行
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
場
合
に
、
質
権
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
が
そ

れ
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
九
四
条
　
債
務
者
の
た
め
に
質
権
の
担
保
を
し
た
第
三
者
は
、
質
権
者
が
質
権
を
実
行
し
た
後
、
そ
の
債
務
者
に
対
し
補
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
九
五
条
質
権
は
質
権
物
の
滅
失
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
滅
失
に
よ
り
得
た
賠
償
金
は
質
権
を
設
定
さ
れ
た
財

産
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
九
六
条
　
質
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
質
権
も
消
滅
し
た
も

の
と
す
る
。第

二
節
　
権
利
質
権

第
二
九
七
条

5　4　3　2　1第
二
九
八
条

　
　
　
　
下
記
に
掲
げ
た
権
利
は
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
。

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
、
株
券
。

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
。

橋
梁
、
燧
道
、
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
。

法
に
基
づ
き
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
権
利
。

　
　
　
　
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に

一689一

行
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
場
合
に
、
質
権
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
が
そ

第
二
九
四
条

れ
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

債
務
者
の
た
め
に
質
権
の
担
保
を
し
た
第
三
者
は
、
質
権
者
が
質
権
を
実
行
し
た
後
、
そ
の
債
務
者
に
対
し
補
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
五
条

質
権
は
質
権
物
の
滅
失
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
滅
失
に
よ
り
得
た
賠
償
金
は
質
権
を
設
定
さ
れ
た
財

第
二
九
六
条

産
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
質
権
も
消
滅
し
た
も

の
と
す
る
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
二
節

第
二
九
七
条

権
利
質
権

-689-

1 

為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
。

下
記
に
掲
げ
た
権
利
は
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
、
株
券
。

2 

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
。

689 

5 

橋
梁
、
隠
道
、
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
。

4 

法
に
基
づ
き
質
権
を
-
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
権
利
。

第
二
九
八
条

為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に

行
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
場
合
に
、
質
権
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
が
そ

第
二
九
四
条

れ
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

債
務
者
の
た
め
に
質
権
の
担
保
を
し
た
第
三
者
は
、
質
権
者
が
質
権
を
実
行
し
た
後
、
そ
の
債
務
者
に
対
し
補
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
五
条

質
権
は
質
権
物
の
滅
失
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
滅
失
に
よ
り
得
た
賠
償
金
は
質
権
を
設
定
さ
れ
た
財

第
二
九
六
条

産
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

質
権
は
そ
の
担
保
す
る
債
権
と
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
す
る
。
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
質
権
も
消
滅
し
た
も

の
と
す
る
。

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
二
節

第
二
九
七
条

権
利
質
権

-689-

1 

為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
。

下
記
に
掲
げ
た
権
利
は
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
、
株
券
。

2 

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
。

689 

5 

橋
梁
、
隠
道
、
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
。

4 

法
に
基
づ
き
質
権
を
-
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
権
利
。

第
二
九
八
条

為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
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は
、
契
約
で
約
定
さ
れ
た
期
限
内
で
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
質
権
は
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に

引
渡
し
た
と
き
よ
り
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
九
九
条
　
現
金
の
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
記
入
さ
れ
て
い
る
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金

証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証

券
、
貨
物
引
換
証
の
現
金
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
債
務
の
履
行
期
限
よ
り
早
く
到
来
す
る
場
合
に
は
、
質
権
者
は
債
務

の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
現
金
を
両
替
し
、
ま
た
は
貨
物
を
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
質
権
設
定
者
と
協
議
を
経
て
、

両
替
し
た
現
金
ま
た
は
引
き
取
っ
た
貨
物
を
用
い
て
、
担
保
し
た
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
あ
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
設
定
者
と
約
定

さ
れ
た
第
三
者
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
〇
〇
条
　
法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る

契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
証
券
登
記
機
関
で
質
権
設
定
の

登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
非
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
株
式
に
質
権
を

設
定
し
た
旨
の
事
実
を
株
主
名
簿
に
記
入
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
株
券
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
株
券
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承

認
を
得
た
も
の
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
株
券
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
に
対
し

担
保
し
て
い
る
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
〇
一
条
　
法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合

に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
質
権
は
関
連
す
る
管
理
機
関
で
質
権
設
定
の

一690一
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は
、
契
約
で
約
定
さ
れ
た
期
限
内
で
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
質
権
は
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に

引
渡
し
た
と
き
よ
り
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

49 (山梨学院大学〕

第
二
九
九
条

現
金
の
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
記
入
さ
れ
て
い
る
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金

証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証

券
、
貨
物
引
換
証
の
現
金
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
債
務
の
履
行
期
限
よ
り
早
く
到
来
す
る
場
合
に
は
、
質
権
者
は
債
務

の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
現
金
を
両
替
し
、
ま
た
は
貨
物
を
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
質
権
設
定
者
と
協
議
を
経
て
、

法学論集

両
替
し
た
現
金
ま
た
は
引
き
取
っ
た
貨
物
を
用
い
て
、
担
保
し
た
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
あ
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
設
定
者
と
約
定

さ
れ
た
第
三
者
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-690-

第
三

O
O条

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る

契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
証
券
登
記
機
関
で
質
権
設
定
の

登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
非
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
株
式
に
質
権
を

設
定
し
た
旨
の
事
実
を
株
主
名
簿
に
記
入
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

株
券
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
株
券
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

D

但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承

認
を
得
た
も
の
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
株
券
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
に
対
し

担
保
し
て
い
る
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

O
一
条

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合

に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

そ
の
質
権
は
関
連
す
る
管
理
機
関
で
質
権
設
定
の

690 

は
、
契
約
で
約
定
さ
れ
た
期
限
内
で
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
質
権
は
そ
の
権
利
証
書
を
質
権
者
に

引
渡
し
た
と
き
よ
り
設
定
し
た
も
の
と
す
る
。

49 (山梨学院大学〕

第
二
九
九
条

現
金
の
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
記
入
さ
れ
て
い
る
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金

証
書
、
倉
庫
証
券
、
貨
物
引
換
証
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
為
替
手
形
、
小
切
手
、
約
束
手
形
、
債
権
、
預
金
証
書
、
倉
庫
証

券
、
貨
物
引
換
証
の
現
金
両
替
ま
た
は
貨
物
の
引
取
り
の
日
時
が
債
務
の
履
行
期
限
よ
り
早
く
到
来
す
る
場
合
に
は
、
質
権
者
は
債
務

の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
現
金
を
両
替
し
、
ま
た
は
貨
物
を
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
質
権
設
定
者
と
協
議
を
経
て
、
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両
替
し
た
現
金
ま
た
は
引
き
取
っ
た
貨
物
を
用
い
て
、
担
保
し
た
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
あ
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
設
定
者
と
約
定

さ
れ
た
第
三
者
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

-690-

第
三

O
O条

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る

契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
証
券
登
記
機
関
で
質
権
設
定
の

登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
非
上
場
企
業
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
質
権
は
株
式
に
質
権
を

設
定
し
た
旨
の
事
実
を
株
主
名
簿
に
記
入
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

株
券
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
株
券
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

D

但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承

認
を
得
た
も
の
は
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
株
券
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い
て
は
、
質
権
者
に
対
し

担
保
し
て
い
る
債
権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

O
一
条

法
に
基
づ
き
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
標
専
用
権
、
特
許
権
、
著
作
権
中
の
財
産
権
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合

に
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
は
書
面
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

そ
の
質
権
は
関
連
す
る
管
理
機
関
で
質
権
設
定
の
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登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　
第
三
〇
二
条
前
条
の
規
定
に
従
い
権
利
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
質
権
設
定
者
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他
人
の
使

用
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承
認
を
得
た
場
合
に
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他

人
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
そ
の
取
得
し
た
譲
渡
費
、
承
認
費
を
も
っ
て
質
権
者
に
対
し
担
保
し
て
い
る
債

権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
〇
三
条
橋
梁
、
燧
道
ま
た
は
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
当
該
不
動
産
所
在
地
の
県
級
以

上
の
交
通
主
管
機
関
で
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
〇
四
条
　
権
利
質
権
は
本
節
の
規
定
を
適
用
す
る
外
に
、
担
保
法
及
び
本
法
の
関
連
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
〇
五
条

場
合
に
、

第
二
十
六
章
　
留
置
権

　
　
　
　
債
権
者
が
当
該
財
産
を
留
置
し
、

て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
い
う
。

　
第
三
〇
六
条
　
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
債
務
者
が
履
行
能
力
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
適
法
に
占
有
し
た

債
務
者
の
動
産
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
〇
七
条
　
留
置
し
た
財
産
が
分
割
可
能
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
留
置
物
の
価
値
は
債
務
額
に
相
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
法
に
定
め
た
留
置
権
と
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
動
産
を
適
法
に
占
有
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
財
産
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い

一691一

第
三

O
二
条

登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

前
条
の
規
定
に
従
い
権
利
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
質
権
設
定
者
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他
人
の
使

用
を
-
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承
認
を
得
た
場
合
に
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他

人
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
そ
の
取
得
し
た
譲
渡
費
、
承
認
費
を
も
っ
て
質
権
者
に
対
し
担
保
し
て
い
る
債

第
三

O
三
条

権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

橋
梁
、
隠
道
ま
た
は
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
当
該
不
動
産
所
在
地
の
県
級
以

上
の
交
通
主
管
機
関
で
登
記
を
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

O
四
条

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三

O
五
条

権
利
質
権
は
本
節
の
規
定
を
適
用
す
る
外
に
、
担
保
法
及
び
本
法
の
関
連
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

-691-

第
二
十
六
章

留
置
権

本
法
に
定
め
た
留
置
権
と
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
動
産
を
適
法
に
占
有
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た

場
合
に
、
債
権
者
が
当
該
財
産
を
留
置
し
、
そ
の
財
産
を
換
価
し
、

ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い

第
三

O
六
条

て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
い
う
。

債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
債
務
者
が
履
行
能
力
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
適
法
に
占
有
し
た
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第
三

O
七
条

債
務
者
の
動
産
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
し
た
財
産
が
分
割
可
能
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
留
置
物
の
価
値
は
債
務
額
に
相
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

O
二
条

登
記
を
し
た
と
き
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

前
条
の
規
定
に
従
い
権
利
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、
質
権
設
定
者
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他
人
の
使

用
を
-
認
め
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
協
議
を
経
て
承
認
を
得
た
場
合
に
は
そ
の
権
利
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
他

人
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
設
定
者
は
そ
の
取
得
し
た
譲
渡
費
、
承
認
費
を
も
っ
て
質
権
者
に
対
し
担
保
し
て
い
る
債

第
三

O
三
条

権
へ
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
、
ま
た
は
そ
れ
を
質
権
者
と
約
定
し
た
第
三
者
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

橋
梁
、
隠
道
ま
た
は
渡
し
場
な
ど
不
動
産
の
収
益
権
に
質
権
を
設
定
し
た
場
合
に
、
当
該
不
動
産
所
在
地
の
県
級
以

上
の
交
通
主
管
機
関
で
登
記
を
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

O
四
条

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三

O
五
条

権
利
質
権
は
本
節
の
規
定
を
適
用
す
る
外
に
、
担
保
法
及
び
本
法
の
関
連
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

-691-

第
二
十
六
章

留
置
権

本
法
に
定
め
た
留
置
権
と
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
動
産
を
適
法
に
占
有
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た

場
合
に
、
債
権
者
が
当
該
財
産
を
留
置
し
、
そ
の
財
産
を
換
価
し
、

ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
得
た
代
金
に
つ
い

第
三

O
六
条

て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
い
う
。

債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
前
に
、
債
務
者
が
履
行
能
力
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
適
法
に
占
有
し
た

691 

第
三

O
七
条

債
務
者
の
動
産
を
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
し
た
財
産
が
分
割
可
能
物
で
あ
る
場
合
に
は
、
留
置
物
の
価
値
は
債
務
額
に
相
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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当
事
者
は
契
約
の
中
で
留
置
し
て
は
な
ら
な
い
物
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
〇
八
条
　
留
置
担
保
の
範
囲
は
主
債
権
及
び
そ
の
利
息
、
違
約
金
、
損
害
賠
償
金
、
留
置
物
保
全
費
用
並
び
に
留
置
権
を
実
行

す
る
た
め
の
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
第
三
〇
九
条
　
留
置
権
者
は
留
置
物
を
適
切
に
保
管
す
る
義
務
を
有
す
る
。
保
管
が
不
適
切
な
た
め
、
留
置
物
が
滅
失
し
、
ま
た
は

殿
損
し
た
場
合
に
は
、
留
置
権
者
は
そ
の
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
一
〇
条
　
留
置
権
者
は
留
置
物
の
果
実
を
収
取
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
第
三
二
条
債
権
者
と
債
務
者
は
契
約
の
中
で
、
債
権
者
が
財
産
を
留
置
し
た
場
合
に
、
債
務
者
は
二
箇
月
を
下
回
ら
な
い
期
限

内
で
債
務
を
履
行
す
べ
き
旨
を
約
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
と
債
務
者
が
契
約
の
中
で
そ
れ
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
、

債
権
者
は
債
務
者
の
財
産
を
留
置
し
た
後
、
債
務
者
に
対
し
、
ニ
ケ
月
以
上
の
期
限
を
設
け
て
債
務
の
履
行
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
債
務
者
が
期
限
を
超
え
て
も
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
債
務
者
と
協
議
を
経
て
そ
の
留
置
物
を
換
価
し
、

ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
二
一
条
　
留
置
物
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
に
、
そ
の
価
額
が
債
権
額
を
超
え
た
部
分
は
債
務
者
の

所
有
に
帰
し
、
不
足
の
部
分
は
債
務
者
が
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
一
三
条
債
権
が
消
滅
し
、
ま
た
は
債
務
者
が
他
に
担
保
を
提
供
し
、
且
つ
債
権
者
が
そ
れ
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の

留
置
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

　
第
三
一
四
条
　
同
一
物
に
質
権
若
し
く
は
抵
当
権
を
既
に
設
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
物
が
留
置
さ
れ
た
場
合
に
、
留
置
権
は
質
権
若
し

く
は
抵
当
権
よ
り
優
先
し
て
実
行
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一692一
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第
三

O
八
条

当
事
者
は
契
約
の
中
で
留
置
し
て
は
な
ら
な
い
物
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
担
保
の
範
囲
は
主
債
権
及
び
そ
の
利
息
、
違
約
金
、
損
害
賠
償
金
、
留
置
物
保
全
費
用
並
び
に
留
置
権
を
実
行

49 (山梨学院大学〕

す
る
た
め
の
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三

O
九
条

留
置
権
者
は
留
置
物
を
適
切
に
保
管
す
る
義
務
を
有
す
る
。
保
管
が
不
適
切
な
た
め
、
留
置
物
が
滅
失
し
、
ま
た
は

毅
損
し
た
場
合
に
は
、
留
置
権
者
は
そ
の
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

留
置
権
者
は
留
置
物
の
果
実
を
収
取
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
三
一

O
条

法学論集

第

三

二

条

内
で
債
務
を
履
行
す
べ
き
旨
を
約
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
と
債
務
者
が
契
約
の
中
で
そ
れ
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
、

債
権
者
と
債
務
者
は
契
約
の
中
で
、
債
権
者
が
財
産
を
留
置
し
た
場
合
に
、
債
務
者
は
二
箇
月
を
下
回
ら
な
い
期
限

債
権
者
は
債
務
者
の
財
産
を
留
置
し
た
後
、
債
務
者
に
対
し
、
二
ヶ
月
以
上
の
期
限
を
設
け
て
債
務
の
履
行
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
債
務
者
が
期
限
を
超
え
て
も
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
債
務
者
と
協
議
を
経
て
そ
の
留
置
物
を
換
価
し
、

第
三
一
二
条

ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
物
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
に
、
そ
の
価
額
が
債
権
額
を
超
え
た
部
分
は
債
務
者
の

所
有
に
帰
し
、
不
足
の
部
分
は
債
務
者
が
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
二
二
条

債
権
が
消
滅
し
、
ま
た
は
債
務
者
が
他
に
担
保
を
提
供
し
、
且
つ
債
権
者
が
そ
れ
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の

第
三
一
四
条

留
置
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

同
一
物
に
質
権
若
し
く
は
抵
当
権
を
既
に
設
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
物
が
留
置
さ
れ
た
場
合
に
、
留
置
権
は
質
権
若
し

く
は
抵
当
権
よ
り
優
先
し
て
実
行
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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第
三

O
八
条

当
事
者
は
契
約
の
中
で
留
置
し
て
は
な
ら
な
い
物
を
約
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
担
保
の
範
囲
は
主
債
権
及
び
そ
の
利
息
、
違
約
金
、
損
害
賠
償
金
、
留
置
物
保
全
費
用
並
び
に
留
置
権
を
実
行

49 (山梨学院大学〕

す
る
た
め
の
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三

O
九
条

留
置
権
者
は
留
置
物
を
適
切
に
保
管
す
る
義
務
を
有
す
る
。
保
管
が
不
適
切
な
た
め
、
留
置
物
が
滅
失
し
、
ま
た
は

毅
損
し
た
場
合
に
は
、
留
置
権
者
は
そ
の
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

留
置
権
者
は
留
置
物
の
果
実
を
収
取
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
三
一

O
条

法学論集

第

三

二

条

内
で
債
務
を
履
行
す
べ
き
旨
を
約
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
と
債
務
者
が
契
約
の
中
で
そ
れ
を
約
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
、

債
権
者
と
債
務
者
は
契
約
の
中
で
、
債
権
者
が
財
産
を
留
置
し
た
場
合
に
、
債
務
者
は
二
箇
月
を
下
回
ら
な
い
期
限

債
権
者
は
債
務
者
の
財
産
を
留
置
し
た
後
、
債
務
者
に
対
し
、
二
ヶ
月
以
上
の
期
限
を
設
け
て
債
務
の
履
行
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
債
務
者
が
期
限
を
超
え
て
も
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
債
権
者
は
債
務
者
と
協
議
を
経
て
そ
の
留
置
物
を
換
価
し
、

第
三
一
二
条

ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

留
置
物
を
換
価
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
競
売
、
売
却
し
た
場
合
に
、
そ
の
価
額
が
債
権
額
を
超
え
た
部
分
は
債
務
者
の

所
有
に
帰
し
、
不
足
の
部
分
は
債
務
者
が
そ
れ
を
引
き
続
き
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
二
二
条

債
権
が
消
滅
し
、
ま
た
は
債
務
者
が
他
に
担
保
を
提
供
し
、
且
つ
債
権
者
が
そ
れ
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の

第
三
一
四
条

留
置
権
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

同
一
物
に
質
権
若
し
く
は
抵
当
権
を
既
に
設
定
し
、
さ
ら
に
そ
の
物
が
留
置
さ
れ
た
場
合
に
、
留
置
権
は
質
権
若
し

く
は
抵
当
権
よ
り
優
先
し
て
実
行
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
法
律
に
他
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。



第
二
十
七
章
　
譲
渡
担
保
権
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第
三
一
五
条
譲
渡
担
保
と
は
、
担
保
債
権
を
実
行
す
る
た
め
に
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
の
財
産
を
債
権
者
に
譲
渡
し
、
債
務
を

履
行
し
た
後
、
債
権
者
は
当
該
財
産
を
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
返
還
し
、
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
当

該
財
産
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
も
の
を
い
う
。

　
第
三
一
六
条
当
事
者
は
書
面
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
一
二
七
条
　
動
産
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
は
そ
の
動
産
に
譲
渡
担
保
を
表
示
し
た
と
き
よ
り

設
定
し
た
も
の
と
す
る
。
不
動
産
ま
た
は
権
利
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
設
定
は
本
法
に
定
め
た
不

動
産
抵
当
及
び
権
利
質
権
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
一
八
条
担
保
物
の
占
有
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
の
収
益
を
享
受
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者

に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
三
一
九
条
　
担
保
物
の
占
有
者
及
び
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
を
処
分
し
て
は
な
ら
な

い
。
但
し
、
当
事
者
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
第
三
二
〇
条
　
担
保
物
が
譲
渡
担
保
期
間
に
封
印
さ
れ
、
ま
た
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
異
議
を
申

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
二
一
条
　
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
占
有
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合

一693一

第
三
一
五
条

第
二
十
七
章

譲
渡
担
保
権

履
行
し
た
後
、
債
権
者
は
当
該
財
産
を
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
返
還
し
、
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
当

譲
渡
担
保
と
は
、
担
保
債
権
を
実
行
す
る
た
め
に
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
の
財
産
を
債
権
者
に
譲
渡
し
、
債
務
を

第
三
一
六
条

該
財
産
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
も
の
を
い
う
。

当
事
者
は
書
面
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
=
二
七
条

動
産
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
は
そ
の
動
産
に
譲
渡
担
保
を
表
示
し
た
と
き
よ
り

-693-

設
定
し
た
も
の
と
す
る
。
不
動
産
ま
た
は
権
利
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
設
定
は
本
法
に
定
め
た
不

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三
一
八
条

動
産
抵
当
及
び
権
利
質
権
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

担
保
物
の
占
有
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
の
収
益
を
享
受
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者

に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
コ
二
九
条

担
保
物
の
占
有
者
及
び
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
を
処
分
し
て
は
な
ら
な

い
。
但
し
、
当
事
者
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

担
保
物
が
譲
渡
担
保
期
間
に
封
印
さ
れ
、
ま
た
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
異
議
を
申

第
三
二

O
条

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
占
有
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合
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第
三
二
一
条

第
三
一
五
条

第
二
十
七
章

譲
渡
担
保
権

履
行
し
た
後
、
債
権
者
は
当
該
財
産
を
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
に
返
還
し
、
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
当

譲
渡
担
保
と
は
、
担
保
債
権
を
実
行
す
る
た
め
に
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
の
財
産
を
債
権
者
に
譲
渡
し
、
債
務
を

第
三
一
六
条

該
財
産
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
も
の
を
い
う
。

当
事
者
は
書
面
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
=
二
七
条

動
産
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
は
そ
の
動
産
に
譲
渡
担
保
を
表
示
し
た
と
き
よ
り

-693-

設
定
し
た
も
の
と
す
る
。
不
動
産
ま
た
は
権
利
を
譲
渡
担
保
の
目
的
物
に
し
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
設
定
は
本
法
に
定
め
た
不

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

第
三
一
八
条

動
産
抵
当
及
び
権
利
質
権
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

担
保
物
の
占
有
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
の
収
益
を
享
受
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
当
事
者

に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
コ
二
九
条

担
保
物
の
占
有
者
及
び
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
当
該
担
保
物
を
処
分
し
て
は
な
ら
な

い
。
但
し
、
当
事
者
に
他
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

担
保
物
が
譲
渡
担
保
期
間
に
封
印
さ
れ
、
ま
た
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
異
議
を
申

第
三
二

O
条

し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
占
有
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合

693 

第
三
二
一
条
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に
は
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
当
該
担

保
物
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

　
譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
権
利
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
当
該
担

保
の
権
利
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。

　
第
三
二
二
条
債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
約
定
し
た
方

法
で
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
方
法
に
つ
い
て
約
定
が
な
く
、
ま
た
は

そ
の
約
定
が
明
確
で
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
合
理
的
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
編
　
占
有

一694一

　
第
三
壬
二
条
　
本
法
に
い
う
占
有
と
は
、
債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
及
び
無
権
の
占
有
を
含
み
、
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
に

対
す
る
事
実
上
の
制
御
と
支
配
を
い
う
。

　
第
三
二
四
条
　
債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
に
つ
い
て
、
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
使
用
、
収
益
、
争
議
の
解
決
方
法
等
は
法
律
の
規
定

ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

　
第
三
二
五
条
　
無
権
の
占
有
は
善
意
の
占
有
と
悪
意
の
占
有
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
第
三
二
六
条
善
意
の
占
有
者
は
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
使
用
、
収
益
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
不
動
産
ま

694 

に
は
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
当
該
担

保
物
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
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譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
権
利
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
当
該
担

第
三
二
二
条

保
の
権
利
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。

債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
約
定
し
た
方

法
で
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
方
法
に
つ
い
て
約
定
が
な
く
、
ま
た
は
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そ
の
約
定
が
明
確
で
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
合
理
的
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
三
二
三
条

第
五
編

-694-

占
有

本
法
に
い
う
占
有
と
は
、
債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
及
び
無
権
の
占
有
を
含
み
、
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
に

第
三
二
四
条

対
す
る
事
実
上
の
制
御
と
支
配
を
い
う
。

債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
に
つ
い
て
、
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
使
用
、
収
益
、
争
議
の
解
決
方
法
等
は
法
律
の
規
定

ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
三
二
五
条

第
三
二
六
条

無
権
の
占
有
は
善
意
の
占
有
と
悪
意
の
占
有
を
含
む
も
の
と
す
る
。

善
意
の
占
有
者
は
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
使
用
、
収
益
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
不
動
産
ま
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に
は
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
当
該
担

保
物
に
つ
い
て
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

49 (山梨学院大学)

譲
渡
担
保
期
間
に
お
い
て
、
担
保
物
の
権
利
者
が
破
産
し
、
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
の
弁
済
を
繰
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
当
該
担

第
三
二
二
条

保
の
権
利
は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。
担
保
物
の
占
有
者
が
債
務
を
弁
済
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
当
該
担
保
物
は
破
産
財
産
と
す
る
。

債
務
の
履
行
期
限
が
到
来
し
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
約
定
し
た
方

法
で
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
方
法
に
つ
い
て
約
定
が
な
く
、
ま
た
は

法学論集

戸
t
h

、A
O

+Jヤ
}

V

そ
の
約
定
が
明
確
で
な
か
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
担
保
の
権
利
者
は
弁
済
を
優
先
し
て
受
け
る
権
利
を
合
理
的
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
三
二
三
条

第
五
編

-694-

占
有

本
法
に
い
う
占
有
と
は
、
債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
及
び
無
権
の
占
有
を
含
み
、
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
に

第
三
二
四
条

対
す
る
事
実
上
の
制
御
と
支
配
を
い
う
。

債
権
関
係
に
基
づ
く
占
有
に
つ
い
て
、
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
使
用
、
収
益
、
争
議
の
解
決
方
法
等
は
法
律
の
規
定

ま
た
は
契
約
の
約
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
三
二
五
条

第
三
二
六
条

無
権
の
占
有
は
善
意
の
占
有
と
悪
意
の
占
有
を
含
む
も
の
と
す
る
。

善
意
の
占
有
者
は
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
に
対
し
、
使
用
、
収
益
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
不
動
産
ま
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た
は
動
産
が
使
用
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
第
三
二
七
条
　
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
善
意
の
占
有
者
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
善
意
の
占
有
者
に
対
し
原
物

の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
意
の
占
有
者
は
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ

い
て
、
占
有
期
間
に
取
得
し
た
収
益
を
控
除
し
た
後
、
権
利
者
に
対
し
そ
の
差
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
二
八
条
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
殿
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
物
の
殿
損
、
滅
失
に
よ
っ
て
取
得
し
た
収
益
を
権
利
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
二
九
条
　
悪
意
の
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
悪
意
占
有
者
に
対
し
原
物
及
び
そ
の

果
実
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
悪
意
占
有
者
に
対
し
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支

出
し
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
三
〇
条
　
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
殿
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
、
悪
意
占
有
者
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
殿
損
、
滅
失
し
た
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
第
三
三
一
条
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
者
が
不
明
な
場
合
に
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
者
は
所
有
者
と
し
て
推

定
さ
れ
る
。

　
第
三
三
二
条
　
占
有
者
が
善
意
占
有
か
、
ま
た
は
悪
意
占
有
か
不
明
な
場
合
に
は
、
そ
れ
を
善
意
占
有
と
推
定
す
る
。

　
第
三
三
三
条
占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
、
占
有
者
は
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
占

有
を
妨
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
占
有
者
は
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
奪
ま
た
は
妨
害
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た

一695一

第
三
二
七
条

た
は
動
産
が
使
用
に
よ
り
損
害
を
受
げ
た
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

不
動
産
ま
た
は
動
産
が
善
意
の
占
有
者
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
善
意
の
占
有
者
に
対
し
原
物

の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
意
の
占
有
者
は
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ

第
三
二
八
条

い
て
、
占
有
期
間
に
取
得
し
た
収
益
を
控
除
し
た
後
、
権
利
者
に
対
し
そ
の
差
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
物
の
駿
損
、
滅
失
に
よ
っ
て
取
得
し
た
収
益
を
権
利
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
二
九
条

悪
意
の
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
悪
意
占
有
者
に
対
し
原
物
及
び
そ
の

果
実
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
悪
意
占
有
者
に
対
し
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支

第
三
三

O
条

出
し
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

る
場
合
に
、
悪
意
占
有
者
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
鍛
損
、
滅
失
し
た
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
三
一
条

定
さ
れ
る
。

第
三
三
二
条
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第
三
三
三
条

有
を
妨
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
占
有
者
は
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
奪
ま
た
は
妨
害
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
、
占
有
者
は
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
占

不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
者
が
不
明
な
場
合
に
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
者
は
所
有
者
と
し
て
推

占
有
者
が
善
意
占
有
か
、
ま
た
は
悪
意
占
有
か
不
明
な
場
合
に
は
、
そ
れ
を
善
意
占
有
と
推
定
す
る
。

第
三
二
七
条

た
は
動
産
が
使
用
に
よ
り
損
害
を
受
げ
た
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

不
動
産
ま
た
は
動
産
が
善
意
の
占
有
者
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
場
合
に
は
、
権
利
者
は
善
意
の
占
有
者
に
対
し
原
物

の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
意
の
占
有
者
は
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支
出
し
た
費
用
に
つ

第
三
二
八
条

い
て
、
占
有
期
間
に
取
得
し
た
収
益
を
控
除
し
た
後
、
権
利
者
に
対
し
そ
の
差
額
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
、
善
意
の
占
有
者
は
そ
の
物
の
駿
損
、
滅
失
に
よ
っ
て
取
得
し
た
収
益
を
権
利
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
二
九
条

悪
意
の
占
有
者
が
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
場
合
に
、
権
利
者
は
そ
の
悪
意
占
有
者
に
対
し
原
物
及
び
そ
の

果
実
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
悪
意
占
有
者
に
対
し
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
適
切
に
保
管
す
る
た
め
に
支

第
三
三

O
条

出
し
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
段
損
、
滅
失
し
た
場
合
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
の
権
利
者
が
賠
償
を
請
求
す

中華人民共和国物権法(意見徴集稿)

る
場
合
に
、
悪
意
占
有
者
は
自
己
の
過
失
に
よ
り
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
鍛
損
、
滅
失
し
た
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
三
一
条

定
さ
れ
る
。

第
三
三
二
条
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第
三
三
三
条

有
を
妨
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
占
有
者
は
妨
害
の
排
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
奪
ま
た
は
妨
害
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た

占
有
し
た
不
動
産
ま
た
は
動
産
が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
、
占
有
者
は
原
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
占

不
動
産
ま
た
は
動
産
の
所
有
者
が
不
明
な
場
合
に
、
当
該
不
動
産
ま
た
は
動
産
を
占
有
し
た
者
は
所
有
者
と
し
て
推

占
有
者
が
善
意
占
有
か
、
ま
た
は
悪
意
占
有
か
不
明
な
場
合
に
は
、
そ
れ
を
善
意
占
有
と
推
定
す
る
。
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場
合
に
は
、
占
有
者
は
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
項
に
規
定
さ
れ
た
請
求
権
を
侵
奪
ま
た
は
妨
害
が
発
生
し
た
と
き
よ
り
一
年
以
内
に
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

附
則

第
三
三
四
条
　
本
法
の
物
権
に
関
す
る
規
定
は
、
単
行
法
律
の
物
権
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

に
本
法
と
異
な
っ
た
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
単
行
法
律
を
優
先
し
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
三
五
条
本
法
は
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
よ
り
施
行
す
る
。

そ
の
請
求
権

但
し
、
単
行
法
律

（
訳
者
注
）
本
物
権
法
「
意
見
徴
集
稿
」
は
中
国
の
立
法
機
関
た
る
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
の
常
設
業
務
機
構
の
法
制
工
作

委
員
会
に
よ
っ
て
二
〇
〇
二
年
一
月
二
八
日
付
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
制
工
作
委
員
会
は
研
究
室
、
国
家
法
・
行
政
法
室
、
民

法
室
、
刑
法
室
、
経
済
法
室
と
事
務
局
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
法
制
工
作
委
員
会
の
職
責
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
、
全
国

人
民
代
表
大
会
及
び
そ
の
常
務
委
員
会
と
協
力
し
て
法
律
草
案
を
起
草
検
討
、
修
正
す
る
。
二
、
国
務
院
の
構
成
官
庁
が
起
草
し
た
法

律
草
案
を
検
討
し
修
正
の
意
見
を
提
出
す
る
。
三
、
全
国
人
民
代
表
大
会
法
律
委
員
会
と
協
力
し
て
、
全
人
大
及
び
全
人
大
常
務
委
員

会
に
審
議
を
か
け
る
法
律
案
を
審
査
す
る
。
四
、
法
律
草
案
に
関
す
る
意
見
徴
集
会
・
公
聴
会
を
主
催
し
、
そ
の
意
見
を
纏
め
る
。
本

「
意
見
徴
集
稿
」
は
地
方
人
大
や
政
府
、
裁
判
所
、
検
察
、
法
務
局
や
大
手
弁
護
士
事
務
所
、
法
科
大
学
ま
た
は
法
学
部
に
交
付
し
て

一696一
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場
合
に
は
、
占
有
者
は
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
に
規
定
さ
れ
た
請
求
権
を
侵
奪
ま
た
は
妨
害
が
発
生
し
た
と
き
よ
り
一
年
以
内
に
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
権

49 (山梨学院大学〕

は
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
。

附
則
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第
三
三
四
条

本
法
の
物
権
に
関
す
る
規
定
は
、
単
行
法
律
の
物
権
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
単
行
法
律

に
本
法
と
異
な
っ
た
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
単
行
法
律
を
優
先
し
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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す
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本
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注
)
本
物
権
法
「
意
見
徴
集
稿
」
は
中
国
の
立
法
機
関
た
る
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
の
常
設
業
務
機
構
の
法
制
工
作

委
員
会
に
よ
っ
て
二

O
O二
年
一
月
二
八
日
付
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
制
工
作
委
員
会
は
研
究
室
、
国
家
法
・
行
政
法
室
、
民

法
室
、
刑
法
室
、
経
済
法
室
と
事
務
局
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
法
制
工
作
委
員
会
の
職
責
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
全
国

人
民
代
表
大
会
及
び
そ
の
常
務
委
員
会
と
協
力
し
て
法
律
草
案
を
起
草
検
討
、
修
正
す
る
。
二
、
国
務
院
の
構
成
官
庁
が
起
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し
た
法

律
草
案
を
検
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し
修
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の
意
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を
提
出
す
る
。
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、
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と
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し
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け
る
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る
。
四
、
法
律
草
案
に
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徴
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・
公
聴
会
を
主
催
し
、
そ
の
意
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を
纏
め
る
。
本

「
意
見
徴
集
稿
」
は
地
方
人
大
や
政
府
、
裁
判
所
、
検
察
、
法
務
局
や
大
手
弁
護
士
事
務
所
、
法
科
大
学
ま
た
は
法
学
部
に
交
付
し
て
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